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１． 江東区新庁舎建設基本構想策定会議 委員名簿 

（◎会長、○副会長） 

区分 氏名 役職・所属等（分野） 

学識経験者 

・有識者 

（6 名） 

芦谷 典子 東洋大学 経済学部 教授 

（環境） 

○  加藤 孝明 東京大学 生産技術研究所 教授 

（防災・災害対策） 

◎  志村 秀明 芝浦工業大学 建築学部 教授 

（都市計画） 

菅原 麻衣子 東洋大学 福祉社会デザイン学部 教授 

（ユニバーサルデザイン） 

   髙橋 邦夫 合同会社 ＫＵコンサルティング代表 

（ＤＸ） 

   山﨑 誠子 日本大学短期大学部 建築・生活デザイン学科 准教授 

（景観・ランドスケープ） 

区内関係 

団体代表 

（2 名） 

   馬締 和久 江東区町会連合会 会長 

   鈴木 健之 東京商工会議所江東支部 会長 

区民 

（4 名） 

   笠木 直人 公募 

   喜友名 栄理 公募 

   齊藤 裕江 公募 

   福島 一帥 公募 

江東区議会 

選出による 

区議会議員 

（4 名） 

   川北 直人 江東区議会自民・参政・無所属クラブ 

   石川 邦夫 江東区議会公明党 

   徳永 雅博 江東新時代の会 

   赤羽目 たみお 

※第 2 回まで 

日本共産党江東区議団 

   二瓶 文隆 

※第 3 回以降 

江東区議会維新・国民・共生クラブ 

※ 敬称略、順不同 

 

参考資料１ 



参考 1- 2 

２． 開催概要 

回数 開催日 内容 

第 1 回 令和 6 年 5 月 31 日（金） ・ 新庁舎整備の必要性について 

・ 新庁舎整備の基本理念・基本方針について 

第 2 回 令和 6 年 6 月 19 日（水） ・ 敷地選定の目的・検討フローについて 

・ 建設候補地の抽出について 

・ 建設候補地の評価について 

第 3 回 令和 6 年 7 月 22 日（月） ・ 建設候補地の検討について 

・ 機能の検討について 

第 4 回 令和 6 年 9 月 10 日（火） ・ 基本理念・基本方針について 

・ 新庁舎の規模について 

第 5 回 令和 6 年 10 月 4 日（金） ・ 新庁舎の規模について 

・ 基本構想の記載項目・内容について 

・ 事業手法等について 

第 6 回 令和 6 年 10 月 18 日（金） ・ 基本構想（素案）について 

第 7 回 令和 7 年 2 月 4 日（火） ・ 基本構想（案）について 
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３． 議事要旨 

 第1回 

日時 令和６年５月 31日（金）19:00～21:00 

場所 江東区文化センター６階 第１～３会議室 

委員 

（順不同・

敬称略） 

〇志村 秀明【会長】 〇加藤 孝明【副会長】 

〇芦谷 典子 〇菅原 麻衣子 〇髙橋 邦夫 □山﨑 誠子 

〇馬締 和久 〇鈴木 健之 〇笠木 直人 〇喜友名 栄理 

〇齊藤 裕江 〇福島 一帥 〇川北 直人 〇石川 邦夫 

〇徳永 雅博 〇赤羽目 たみお   

  ※〇:対面出席、□:オンライン出席、欠:欠席 

事務局 

油井副区長、炭谷政策経営部長、大塚企画課長、黒澤財政課長、 

前田計画推進担当課長、保谷総務課長、藤原営繕課長、岩田防災課長、 

谷川都市計画課長、半田都市交通輸送計画担当課長 

傍聴者 ９名 

 

次第 

開会 

１．区長挨拶 

２．会長及び副区長の互選について 

３．会議の運営等について 

４．検討経緯及び事業スケジュール、各回の協議内容について 

５．新庁舎整備の必要性について 

６．新庁舎整備の基本理念・基本方針について 

閉会 

資料 

次第 

江東区新庁舎建設基本構想策定会議委員名簿 

席次表 

資料１：江東区新庁舎建設基本構想策定会議設置要綱 

資料２：江東区新庁舎建設基本構想策定会議オンライン会議運用に係る取扱要領 

資料３：江東区新庁舎建設基本構想策定会議の公開に関する取決め 

資料４：第 1回江東区新庁舎建設基本構想策定会議 会議資料 

意見メモ 
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開会 

（事務局より挨拶、配布資料の確認） 

（大久保区長より委嘱状交付） 

 

１．区長挨拶 

■大久保区長 

委員の皆様には本区の新庁舎建設基本構想策定会議の委員をお引き受けいただき、御

礼申し上げる。 

現在の本庁舎は移転・新築からすでに約 51年が経過し、施設・設備の老朽化、使い勝

手が悪いといった状況がある。また、50 年の間に交通ネットワークが整備されたほか、

2030 年代半ばに有楽町線の延伸が決定するなど、区全体のまちのありようが大きく変化

してきている。また、DXの進展に伴い、オンラインを活用したサービスが進みつつあり、

区の皆様の生活様式、区の仕事の進め方が多く変化してきている。 

今回、新庁舎の整備を検討するにあたり、大切にしたいと思っていることは、庁舎は区

民の皆様の施設であり、区のシンボルということである。職員が仕事をする場所でもある

が、多くの区民の皆様が手続きや相談に来たり、会議をしたり、色々な場面で区の職員と

区民の皆様の接点となる場所である。また、有事の際は区民の皆様の安全・安心を守るた

め、災害対策の拠点としての役割を発揮する場所でもある。新しい庁舎をどのようにして

いくかということは、区の職員だけでなく、区民全体の問題である。この策定会議は、今

後数十年の長きにわたる区の次の世代の物語を作り出す、大切な場である。学識経験者や

有識者の皆様におかれては専門的な見地から、区議会議員、公募区民の皆様におかれては

住民の代表としての区民の視点から、ぜひとも活発なご議論をいただき、ご意見はしっか

りと基本構想に反映していきたいと考えている。区民のため、また区の未来のために、よ

り良い庁舎を目指し、ぜひ皆様のお力をお貸しいただきたい。 

 

２．会長及び副会長の互選について 

（委員自己紹介、事務局等の紹介） 

■委員 ： 会長には志村委員を推薦する。 

（一同異議なし） 

■会長 ： 皆様にご協力いただき、会の円滑な進行に努める。ぜひ活発にご発言いただき

たい。早速だが、「副会長の互選について」を議題とする。副会長については、

加藤委員にお願いしたいが、いかがか。 

（一同異議なし） 

■副会長： お引き受けする。 

 

３．会議の運営等について 

■会長 ： 「会議の運営等について」を議題とする。事務局より説明をお願いする。 
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（事務局より資料３の説明） 

■会長 ： ただいまの説明に対し、ご意見等はあるか。 

（特になし） 

■会長 ： それでは、事務局案を決定し、この取り決めについて発効とする。本日は傍聴

者がいるとのことなので、ここで入室を認める。 

（傍聴者（９名）入室） 

■会長 ： 本日は報道機関２社も取材に入っているので、よろしくお願いする。 

（報道機関（２名）入室） 

 

４．検討経緯及び事業スケジュール、各回の協議内容について 

■会長 ： 次に、「検討経緯及び事業スケジュール等について」を議題とする。事務局よ

り説明をお願いする。 

（事務局より資料４の説明） 

■会長 ： ただいまの説明に対し、ご質問、ご意見等はあるか。 

（特になし） 

 

５．新庁舎整備の必要性について 

■会長 ： 次に、「新庁舎整備の必要性について」を議題とする。事務局より説明をお願

いする。 

（事務局より資料４の説明） 

■会長 ： ただいまの説明に対し、ご質問等はあるか。 

 

■委員 ： 新庁舎の必要性については区議会議員としても共有しているところであり、異

論はまったくない。資料４の７ページ、老朽化・劣化について、参考として防災

センター・文化センターの概要が載っている。防災センターは築 19年と新しい

が、文化センターは築 43年が経っており、間もなく築 50年を迎える、旧耐震基

準の建物である。この２施設について、長期的な視点に立って、区としてはどの

ように評価しているのか。 

■事務局： 防災センターについては４階に災害対策本部があり、区内に防災無線等を発信

する情報発信機器等がある。また、災害時の情報収集拠点としても位置付けられ

ており、各施設の情報等を集約するような防災システムを備えている。新庁舎を

どこに整備するとしても、防災センター機能は新庁舎と同じ場所での整備を中

心に考えていく必要がある。文化センターについても築 43年となっており、新

庁舎がどのような形で整備されるとしても、次の改築時期を迎えるものと考え

ている。ただ、文化センターは出張所管ごとに近い形で区内に点在しており、本

文化センターがカバーしている範囲についても考えて整備する必要がある。今

後、新庁舎の場所等を検討していくが、新庁舎の場所によって、新庁舎と併せた
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整備、あるいは単独整備が考えられる。いずれにせよ新庁舎と併せた検討が必要

と認識している。 

■委員 ： 防災センターの役割は認識している。文化センターは清掃工場を整備する際に、

併せて整備されたと聞いたことがある。都の補助制度を使って整備されたので

はと思われるが、参考までに、文化センターを壊す、あるいは移転する場合、補

助制度との兼ね合いで制限があるか。 

■事務局： 都が清掃工場を整備する際に、地元への還元施設として整備されたものだと思

われる。建築年次からしても、現在の新江東清掃工場ではなく、以前の江東清掃

工場の還元施設だろう。新江東清掃工場については別途、若洲の風力発電施設や

深川北スポーツセンター等の還元施設が整備されており、旧工場の還元施設に

ついては解体等をしても補助制度についての問題はないものと考えている。 

 

■委員 ： 会議室の不足感について、建替えまでには年数がかかるが、それまでの対応に

ついてはどう考えているのか。議会棟の会議室も区職員が使えるようにしてい

る等、工夫はしているが、建替えまでの間もしっかり行っていかなければ、会議

ができず事業が進まないということになりかねない。 

■事務局： ２つの方向性で取り組んでいく必要があると考えている。１つは、オンライン

の会議の数を増やしていかなくてはならない。コロナ禍において不可抗力的に

オンライン会議を実施していた例はある。オンライン会議をある程度システム

化し、すべての会議が対面でなくてもよいようにしたり、本年度本格導入する

Teamsのチャットで代替したりということも考えられる。もう１つは、会議室の

実稼働率を上げる取り組みをやっていかなくてはならない。会議室は事前に予

約をするが、実際には準備や予備などで実稼働より長く押さえるなど、実稼働率

と予約率に乖離がある。会議室を有効に活用するために、効率的な運用を考えて

いかなくてはならない。 

■委員 ： オンライン会議に関しては、我々も Zoom等を活用しているが、自席で参加す

ると隣に音声が聞こえるということもあるので、工夫が必要である。会議室が少

ない中での工夫については今の説明で分かったが、より様々な工夫をしていた

だきながら、区職員がスムーズに事業を進められるように応援したい。 

 

６．新庁舎整備の基本理念・基本方針について 

■会長 ： 次に、「新庁舎整備の基本理念・基本方針について」を議題とする。事務局よ

り説明をお願いする。 

（事務局より資料４の説明） 

■会長 ： ただいまの説明に対し、ご意見等はあるか。 

■委員 ： 冒頭の区長のご挨拶のとおり、区役所は区民にとって大切な施設である。幅広

い区民のみなさまの意見を基本理念・基本方針の段階から反映することが大切
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であると考える。ユニバーサルデザインの観点からは障がい者の意見も聞くべ

きであるし、子どもやお父さん・お母さんの声を聞くことも必要だろう。今後区

民アンケートの結果が報告されるとのことだが、いつ実施するのか。また、区民

の意見を聞くのは一度きりではなく、決まったことがあれば随時区民に開示し

ながらこの会議で議論をし、すばらしい庁舎にすることが大切である。 

 区役所で働く 1,400 名を超える職員の声も丁寧に聞き、反映をさせていくこ

とが大切である。その点についてどのようにお考えか。 

■事務局： 区民アンケートは現在準備中であり、６月 21日号の区報で周知したうえで無

作為抽出により選定した 3,000名に配布予定である。また、区民ワークショップ

の実施を予定しており、これについては区内在住の中学生以上に集まっていた

だく予定である。ワークショップは区内３箇所で実施予定である。子どもたちの

意見を聞くことの重要性については、こども基本法においても定められている

と認識しており、子どもを対象としたグループインタビューの実施を予定して

いる。 

職員の意見については、庁内でアンケートを実施するとともにプロジェクトチ

ームを組成して議論を行う予定である。プロジェクトチームでは３つのテーマ

を設定し、ディスカッション及び検討を行い基本構想に反映する。 

■委員 ： ワークショップや子どもの意見を聞く機会を検討していただいているのはあ

りがたい。それ以外にも、障がい者の意見を聞く必要があるのではないか。福祉

作業所や福祉会館など現場に職員が出向いて意見を聞いていただいたほうがよ

りよい庁舎になると考える。 

 また、他の自治体の事例を見ると、大規模開発にひきずられる形で本来の庁舎

が大規模化される例もある。マンションが併設されている例もあるが大規模改

修で問題になるだろう。大規模化すればランニングコストや改修コストが財政

を圧迫する。経済性を重視し、大規模な開発はすべきではない。江東区のシンボ

ルとなる区民の大切な施設としての区役所をつくっていきたい。 

 

■委員 ： 全体スケジュールの中で、次回は建設場所が議題となっているが、基本理念・

基本方針は本日決定する必要があるのか。 

■事務局： 本日の議論でのキーワードを整理しつつ、一旦の方向性として基本的な視点を

定めるのが基本理念・基本方針である。これを定めたうえでその先の具体的な検

討を行うことから、本日議論いただいたものを踏まえて決定したい。 

■委員 ： 短時間で決定するのは難しいのではないか。時代はどんどん変わるという状況

の中で、地域共生のあり方も変わる。DXの記載はあるが GXの観点なども必要で

はないか。資料に挙げられているもの以外でも課題として整理すべきことがあ

るのではないか。検討する時間をいただきたい。 

■事務局： 最終的な基本構想をとりまとめるまでにフィードバックをすることは可能で
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ある。基本理念や基本方針は何を大切にするかという「立ち位置」を決める議論

だと認識しており、キーワードに内包されているものを明文化していけばよい

と考える。大切にすべき方針についてはこの場でご確認いただき、共通すべき考

え方についてある程度同じ方向になるよう議論していただきたい。 

■委員 ： 次回のテーマが建設場所とのことだが、事務局の説明を踏まえると、基本方針

は暫定的に決めつつその後気づいたことや課題が出てきた場合には追加してよ

いという解釈でよいか。 

■会長 ： 事務局の説明でフィードバックが可能であるとの発言があったことからその

解釈で問題ないと理解した。 

■事務局： 相違ない。 

 

■委員 ： 承知した。福祉の問題など、サービスのあり方についても議論していきたい。 

 

■委員 ： 資料４の 24ページのキーワードは確定しているものという理解でよいか。特

に「インクルーシブ」という言葉にどのような意味をこめられているのか。25ペ

ージに「インクルーシブの考え方を体現する」という表現もあり、これの意図を

教えていただきたい。 

■事務局： 24 ページ表の②をご覧いただきたい。高齢者、障がい者や外国人の方などあ

らゆる方が利用される際に物理的な障壁がないこと、心理的にも使いづらいと

いうことがないような庁舎となるよう検討していきたいという意味である。25

ページの表現については、様々な方（属性、ハンディキャップ）が物理的・心理

的に障壁がない施設になるように意識をしたいと考えている。庁舎は公共施設

であることから、例えば段差をなくすなど「形」として実現するという意味であ

る。今後の議論になると思うが、庁内表示のあり方や案内の方法についても検討

する。インクルーシブについては障壁をなくすよう計画していくための視点と

捉えていただきたい。 

■委員 ： バリアフリーやユニバーサルデザインという言葉も記載されているが、海外で

はアクセシビリティということが多い。様々な言葉があふれていて、それぞれ違

う解釈がなされやすい。「インクルーシブ」という形容詞だけで表現することは

あまりなく、インクルーシブ教育やインクルーシブ社会といった表現になるの

ではないか。これは表現の問題であり本質的には事務局の説明の内容として理

解したことから、理解が曖昧にならないようにしたい。 

 資料４の８ページにもユニバーサルデザインについての問題が指摘されてい

るが、当時庁舎が建てられたときには顕在化していなかったものであり、できた

後にも対応する必要があるのは新庁舎であっても同じである。例えばバリアフ

リーに関する基準は今後改正されていくであろうし、継続してそれに対応して

いかないといけない。建設時点のみならずその先に建物を良くしていくという
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タスクが常につきまとってくるだろう。区民の意見の反映については、国交省で

も当事者参画を重視し始めているので、そういった観点も入れていただきたい。 

 また、資料４の 24ページの②に「誰もが安心して利用できる庁舎」とあるが、

ある意味当然のことである。時代に応じて新しいニーズに柔軟に対応していけ

るようなものを目指していく必要がある。基本理念・基本方針にその観点はまだ

十分に表現されていないと感じる。今後新たな観点については追加で盛り込ん

でいきたい。 

■事務局： 「インクルーシブ」については、今後キーワードとしてどう表現していくべき

か検討する。現在必要なことだけではなく将来求められていくであろうことは

みなさまに議論いただくなかでご意見をいただきたい。バリアフリーのみなら

ずそれ以外の観点も含めて共通の話だが、庁舎は一度建てると相当の年数使用

することになる。防災面や執務環境も含めて可変性をどう備えていくかについ

て考える必要がある。 

  

■委員 ： キーワードについては、全体的に当たり前のことが記載されており利便性や効

率性が重視されているように感じる。江東区は下町であり長く住んでいる人、人

情が厚い、などの特徴がある。庁舎にも江東区ならではの特徴が必要ではないか。

江東区ならではの特徴がキーワードに含まれていないがどのようにお考えか。 

■事務局： 利便性とは、区役所にとってのものではなく利用される方にとっての使いやす

さを重視したいという意図である。使う方にとっての利便性や行政サービスの

利用しやすさはオンラインや ICT サービスのあり方の話にも関わる。情報への

アクセスが難しい方に対して思いやりのある手厚いサービスは必要と考え、こ

の点については資料４の 24ページ、「誰もが安心して利用できる庁舎」に含めて

いる。今後、庁舎の機能を議論するなかで、使いやすいだけの施設にならないよ

う考えていきたい。 

■委員 ： 説明内容については理解する一方で、区長のあいさつの中であった区のシンボ

ルという表現については考慮したい。利用者の利便性・効率性を求めることも必

要だが、江東区のシンボルになるためには江東区ならではのものが必要である。

７つのキーワードに含めない場合には、具体的な内容に含められるように検討

していただきたい。 

■事務局： シンボル性の付与については、資料４の 24ページ⑤「周辺まちづくりとの連

携・調和に配慮した庁舎」の観点に含めるのが良いと考える。まちづくりの観点

からの検討においてランドマーク性を備えられるよう検討したい。 

 

■委員 ： 私は現在民間企業に所属しているが、以前豊島区の職員として働いており豊島

区役所の建て替えの際は CISOとして関与した。働き方改革の一環でテレワーク

や固定電話の廃止などに取り組んだ経験を踏まえて今回の検討にも貢献したい。
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その他、品川区、さいたま市、多摩市などの庁舎について基本計画の策定のお手

伝いをしている。 

豊島区や渋谷区の庁舎建て替え当時、DX の担当者が基本構想の段階から関わる

ことはあり得なかった。基本設計のタイミングからようやく「ICTとは何か」に

ついて発言できるようになるという状況であった。今回、DX や働き方改革の観

点をこの時点からメンバーに入れていただいているのは、庁舎づくりと DXの密

接な関わりを感じる。DX とはトランスフォーメーションであり、行政サービス

を今後どうしていくかという議論である。豊島区庁舎の建て替えの際はまだ窓

口が中心であり区役所は手続をする場所という考え方が強かった。今は役所に

手続にくるのは二の次で、これからは区民との協働の場にならなければならな

い。窓口を思い切って縮小し、余ったスペースを区民との交流の場にすべき。以

前のように駅に近いところという観点ではなく区民の人が訪れやすい場所とす

べきではないか。 

 資料４の 13 ページに狭隘化や会議室の不足という課題が挙げられているが、

これは DXが進んでいないということでもある。豊島区や渋谷区の職員１人あた

りの庁舎面積が新しい庁舎になっても比較的小さいのは、非正規職員を必要と

し続けているからであり、その人数も含めて人数割しているからである。会議室

は予約をしても実際には使っていない、予定よりも早く終わることもあるだろ

う。会議室を使う必要があるのか、本当に多くの人を出席させる必要があるのか

を考える必要がある。 

基本方針に働き方を変えるという観点を入れていただきたい。ABWは民間企業で

いうと「働きやすいところで働く」という意味だが、公務員の場合はまちに出て

いくという時代になるのではないか。例えば来庁しづらい障がいのある人のと

ころに職員が出向いていくということがこれからの公務員のあり方になってい

くのではないか。 

■事務局： DXについては資料４の 25ページにおいて「新たな働き方への対応」の項目に

含めている。単純なデジタル化ではなく働き方をどう変えていくかが重要だと

認識している。今までは人を割いていたところが不要になることもある一方で、

今まではできなかったことにどう力を入れていくのかも併せて考えていくべき

である。オンラインや住民票などの証明書はマイナンバーカードを使えばコン

ビニで発行できる。証明書だけであれば役所に来なくてもよい。役所の出先機関

にどのような機能をもたせていくべきかについても併せて考えていく必要があ

る。 

■委員 ： 先進事例は参考になるが、すでにやっているものもあれば物理的にできないこ

ともある。新庁舎のみならず現庁舎でどこまで実現できるのかについては検討

いただき、取り組めるものは取り組んでいただきたい。 

 基本理念や基本方針が今後機能や性能に落とし込まれていくと認識している。
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区民にとっての利便性、区民どうしの交流というキーワードの他に区政への区

民の参加というキーワードも必要ではないか。庁舎建替の必要性において議場

への物理的なアプローチの改善について言及されているが、それ以外に区の「姿

勢」としてどのように考えているか。 

■事務局： 基本理念・基本方針という意味では区民との協働を含めている。資料４の 25

ページ、「方針３」の中で新たなまちづくりの核として交流可能な場所をつくる

という点を盛り込んでいる。 

 職員の意見を幅広く聞くべきというご意見に関連して、プロジェクトチーム

のテーマの一つに「協働」を含めている。庁内のプロジェクトチームでは、働き

方、行政サービスのあり方を含め３つのテーマを設定して実施する予定である。

これは、DX推進プランを検討している DX推進室のワーキングと兼ねた形での実

施を想定している。10 年後ではなく先行してできることはやっていきたい。協

働の視点についても地域と人をつなぐ基本理念を大切にしながら取り組む。 

■委員 ： あえて触れなかったが、区民の参加については議会側に関わるアプローチもあ

る。基本方針に議会の位置づけについても盛り込んでいただきたい。基本計画で

落とし込むのかもしれないが、区民に開かれた区議会のあり方を明文化したい。 

 

■委員 ： 先ほど委員からシンボルという話があったが、例えば環境に関してだと、地球

環境に配慮し、自然の光や風、雨水などを積極的に利用するほか、新庁舎のデザ

インの点で新しいものにすることも考えられる。また、新しい働き方に対応して

いるなど。一般企業はシンボル性のあるデザインで建てることもあるが、区とし

てはどのような位置づけ、方針であるのか。 

■事務局： 確かに環境に配慮したデザインという考え方は出てくるものと考えている。ま

た、江東区はゼロカーボンシティを宣言しており、率先して環境配慮を進めてい

かなくてはならない。区役所だけではできないので、住民や企業の方々と協働し

ながらやっていかなければならない。区役所が率先して環境配慮に取り組んで

いくというメッセージ性を発せられるようなデザインは有効だろうと感じてお

り、そういった観点でも検討していく必要があると考えている。 

■委員 ： もう１点、環境審議会で議題になっている環境基本計画の改訂等もあるが、そ

の中で、例えば①の安全・安心、防災に関わるところを、気候変動適応策として

新しく柱に盛り込むようなことも議論されている。並んでいるキーワードは①

～⑤の理念と柔軟に紐づけていると考えてよいのか。 

■事務局： ご理解のとおりである。キーワードは基本的な視点を端的に表す言葉として、

結び付けた形で整理をしているが、ここには含まれていないが、組み合わせて考

えた方がよいことなども出てくると考えている。 

 

■委員 ： 区民に対してということだが、区民はどのような方を対象としているのか、統
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一されていない印象を受ける。基本理念やキーワードは、ターゲットとなる区民

が異なるものもあるだろう。区庁舎は出来てから長く存続することになるため、

想定する区民のイメージが非常に重要ではないか。そこをはっきり定義しても

らえると理解が進むのではないか。 

■会長 ： ご意見、ご感想として承りたい。 

 

■委員 ： 庁舎の設計に関わっていると、色々な意見を反映した結果、本当にこの庁舎に

必要なのかと思うような結果になることがある。色々なものをつけすぎるとコ

ストが大幅に上がり、意見は反映したが安普請になるといったことになりかね

ない。骨をしっかりとつくり、つけるものは必要最小限でシンプルに、無理なく、

素敵なものをつくったねと言われるよう、原点に立ち返ってつくっていけると

よい。 

■会長 ： ご意見として承った。 

 

■副会長： 策定会議は本日が初回なので、今日から議論を始めるつもりでよいと考えてい

る。３点お話しする。１点目として、まちづくりを実践的にやっていると、聞き

方と聞くタイミングが非常に重要だと感じている。何も決まっていない状態で

漠然と意見を聞くとミスリードする可能性があるので、しっかり考え、情報を誤

解なく伝えた上で聞くことが重要である。２点目としては、新庁舎が完成した瞬

間に陳腐化した建物になりかねない速度で技術が進んでいるということである。

検討段階でどれだけ未来を見据えられるか、かなり強く意識したほうがよい。ま

して区役所なので、完成後50年程度は使うとなると、10年で陳腐化しないよう、

先の未来を見据えて議論をすることが重要である。３点目は、基本理念と基本方

針が、現段階ではまだ深くない印象を受ける。シンボルという言葉も、飾りをつ

けた格好よい建物という意味だけではないだろう。深く議論をしていき、社会に

新しい価値を示していく、そのシンボルにするということであれば、大変意味が

あり、無駄なものにはならない可能性が高い。基本理念と基本方針についてはも

う少し時間をかけてしっかり議論した方がよい。例えば江戸川区役所は基本設

計が終わったところだが、浸水しても乗り越えられるまちをつくろうというこ

とで、浸水対応型拠点街区を区役所の移転とともに全世界に見せていくという

気合を入れた庁舎計画になっている。それはコストが余分にかかってもやる価

値がある。それを模範として次の民間開発も誘導していくという、腰の据わった

理念と方針となっている。江東区ももう少し腰の据わった議論をこの先深めて

いけるとよい。 

 

■委員 ： 未来を見据えるためにも、委員として意見をたくさん出していくこと、それを

しっかり精査していくことが重要である。委員からも、区民とは何かという話が
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あったが、しっかり声を出していくためには公募区民の意見をぜひいただきた

いところである。 

 

■委員 ： 私は江東区で育ち、江東区が好きで策定会議の委員に応募した。アンケートの

話もあったが、スケジュールを見ていると、アンケート結果は基本構想が大方決

まった段階で出てくるのではと思っている。なるべく区民の意見が反映された、

区民を巻き込めるようなものにできるように、早い段階での区民の意見の吸い

上げができるとよいのではと思った。 

 

■委員 ： こういった場に初めて参加するが、普段はほぼ区役所には来ず、オンラインで

手続きをすることが多くなってきた。ただ、近所に住んでいるので、区役所に来

る機会が増えるとよいと思って策定会議に参加している。江東区は海外からの

観光客など、外部の人が来ることが多い。区民だけでなく、観光客などに、江東

区をより知ってもらえる場所になると良い。 

 

■委員 ： 私は普段は民間企業で仕事をしているが、民間企業はできれば出社しないとい

うスタンスで動いており、会議も小さなスペースをたくさん用意してオンライ

ン会議を活用したりしている。そういった意見も反映していけるとよいと考え

ている。 

 

■事務局： 区民アンケートは６月から実施する予定で現在設問を検討しているが、基本理

念の中で受け止めていくことだけではなく、DXの推進において反映すべきこと、

今後の基本計画の中で反映すべきことなども含め、少し幅広のアンケートとし

たいと考えている。結果の提示までに事務的な時間もかかるので、どれだけ反映

できるのかというのはあるが、ご理解いただきたい。 

 

■会長 ： １点目は、シンボルに関連して、事務局にはぜひ江東区らしさというのをよく

考えてもらいたい。２点目は区民の参加について、計画を作っていく段階、整備

していく段階、また完成してからも、シームレスにどう区民が関わっていくのか

を考えてもらいたい。 

 

閉会 

■会長 ： これで本日予定されていた議題は終了となる。新庁舎の必要性については、防

災センター等の問題はあるが、新庁舎は必要という結論となった。基本理念・基

本方針については、暫定という形で今後も深めていく。大筋はこの内容で事務局

が検討を進めていくことは問題ないと思うが、今後もフィードバックはあると

いうことでお願いしたい。最後に、事務局から連絡事項はあるか。 
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（事務局より事務連絡） 

■会長 ： ただいまの件で、質問等はあるか。 

（特になし） 

■会長 ： これで、本日の策定会議を終了する。 

 

 

以 上 
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 第2回 

日時 令和６年６月 19日（水）19:00～21:00 

場所 江東区役所７階 71～73会議室 

委員 

（順不同・

敬称略） 

〇 志村 秀明【会長】 〇 加藤 孝明【副会長】 

〇 芦谷 典子 □ 菅原 麻衣子 □ 髙橋 邦夫 〇 山﨑 誠子 

欠 馬締 和久 〇 鈴木 健之 〇 笠木 直人 〇 喜友名 栄理 

〇 齊藤 裕江 〇 福島 一帥 〇 川北 直人 〇 石川 邦夫 

〇 徳永 雅博 〇 赤羽目 たみお   

  ※〇:対面出席、□:オンライン出席、欠:欠席 

事務局 

綾部副区長、油井副区長、炭谷政策経営部長、大塚企画課長、黒澤財政課長、 

前田計画推進担当課長、保谷総務課長、賀来経理課長、藤原営繕課長、 

岩田防災課長、半田都市交通輸送計画担当課長、名取まちづくり推進課長、 

川野沿線まちづくり担当課長、清田河川公園課長 

傍聴者 ６名 

 

次第 

開会 

１．会長挨拶 

２．第１回議事要旨等の確認について 

３．敷地選定の目的・検討フローについて 

４．建設候補地の抽出について 

５．建設候補地の評価について 

閉会 

資料 

次第 

江東区新庁舎建設基本構想策定会議委員名簿 

席次表 

資料１：第２回江東区新庁舎建設基本構想策定会議 出席職員一覧 

資料２：第１回江東区新庁舎建設基本構想策定会議 会議録 

資料３：第１回江東区新庁舎建設基本構想策定会議 意見メモ 

資料４：第２回江東区新庁舎建設基本構想策定会議 会議資料 

意見メモ 
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開会 

（事務局より挨拶、欠席委員の確認、傍聴者（６名）の着席の確認） 

 

１．会長挨拶 

■会長 ： 今日の議題は次第にあるとおり、新庁舎の候補地についてである。様々な観点

から比較検討し、意見を集約していきたい。本日も多くの意見をいただきたい

ため、よろしくお願いいたしたい。 

（事務局より配布資料の確認、区職員の出席者の確認） 

 

２．第１回議事要旨等の確認について 

（事務局より資料２、３について説明） 

■会長 ： まず資料２についてご意見等はあるか。 

（特になし） 

■会長 ： 資料３についてはいかがか。この資料は意見メモでありすべてを記載すること

は困難であることはご理解いただきたい。また、基本理念・基本方針（案）はあ

くまでも現時点での案である。今後追加等が必要なことがあれば修正していき

たいと考えている。その他のご質問・ご意見等はあるか。 

（特になし） 

 

３．敷地選定の目的・検討フローについて 

■会長 ： 次に、「敷地選定の目的・検討フローについて」を議題とする。事務局より説

明をお願いする。 

（事務局より資料４の説明） 

■会長 ： ただいまの説明に対し、ご質問・ご意見等はあるか。 

（特になし） 

 

４．建設候補地の抽出について 

■会長 ： 次に、「建設候補地の抽出」を議題とする。事務局より説明をお願いする。 

（事務局より資料４の説明） 

■会長 ： ただいまの説明に対し、ご質問・ご意見等はあるか。 

 

■委員 ： 区有地の抽出の考え方に関してお伺いしたい。比較対象である 23区の庁舎の

一部（葛飾区、板橋区）は比較的建ぺい率が高いように見える。平均をとるとい

うことは、江東区としてはおおよそ 59％程度になると考えているものと捉えた。

東大阪市の場合は建ぺい率 25％と低い水準である。平均値を設定しているが、

これよりも少ない面積基準でも建設は可能であると思われる。どのようにお考

えか。 



参考 1- 17 

■事務局 ： いくつかの庁舎を見比べたうえで抽出基準を設定した。敷地面積は広いのに

越したことはないが、物理的に制約がある場所でその制約に合わせてつくらざ

るを得ない場合も出てくると考えている。今回の抽出にあたっては、他事例と比

較しながら平均的に必要と思われる水準を設定しておき、今後の検討余地を残

すという考え方にしたい。建ぺい率は用途地域によって違う。建ぺい率 60％と

いうのは、比較的平均的で該当するところが多いと考えている。 

■委員 ： 敷地面積は広いところをある程度抽出していると認識している。建築面積が小

さくても建物の高さを高くすることは考えられる。狭い敷地でも工夫しながら

つくる可能性もあり、事務局の回答を踏まえると必ずこの水準でなければなら

ないという考えではない。広すぎても予算的な問題が出てくると思われるので、

今後検討していただきたい。 

 

■委員 ： 23 区のうち３つの庁舎を比較対象とすることは自然だと思う。一方、長崎市

などは東京とは全く異なる環境である。例えば地価も違うだろう。一つの目安と

いう意味ではよいが、長期的な変化に対応できる区庁舎とすることが必要とい

う議論もあった中で、今後の人口動態を考えたとき、地方都市とは環境が違うの

ではないか。現状のお考え次第では比較に意味があると考えるがいかがか。 

■事務局： 23 区以外は、人口規模が近い自治体または自治体の職員数が近い自治体とい

う視点で比較対象を選定している。また、23区のうち他の区も確認している。 

参考までに、現庁舎と防災センターの合計の延床面積は約 30,000㎡である。現

時点でこの面積では狭小化していることを考えると、バッファーとして 10,000

㎡を見込み、合計で 40,000㎡（延床面積）を一つの目安として考えている。 

 比較対象の都市についてはバランスを見ながら抽出したものであり、コスト

面等を考える際には地方都市との差は出てくるものと思われるが、必要面積に

ついては比較しても問題ないと考えている。 

 

■副会長： 抽出の基準について確認させていただきたい。人口や職員が同様の規模のとこ

ろを抽出したとのことであるが、それ以外の考え方として、最近新庁舎を建設あ

るいは計画したところに限定しているとの理解でよいか。その点については追

記いただきたい。 

■事務局： ご理解のとおり。ご意見として承る。 

■副会長： 川口市は表の記載上２行に分かれているが、平均を算出する際には合算してい

るという理解でよいか。その理解で相違ない場合、記載に誤解のないよう修正い

ただきたい。 

■事務局： ご理解のとおり。 

■副会長： 比較した人口と職員数を表中に記載しておくと誤解なく伝わるのではないか。 

■事務局： 再提示する際には修正する。 
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■会長 ： ここまでの内容、一部分かりにくい部分があるものの大きな疑義はないと考

えている。よろしいか。 

（意見なし） 

 

５．建設候補地の評価について 

■会長 ： 次に、「建設候補地の評価について」を議題とする。事務局より説明をお願い

する。 

（事務局より資料４の説明） 

■会長 ： ただいまの説明に対し、ご意見等はあるか。 

■委員 ： 資料 17ページ「現庁舎敷地内の残余地に新庁舎（40,000㎡と仮定）」とあり、

その後「不整形かつ建築面積が小さくなる（2,900 ㎡程度と想定）」との記載が

ある。「40,000㎡」は現庁舎と防災センターの延床面積を足したものに、新庁舎

となることを踏まえて少し規模を大きくした想定の規模だと理解しているが、

「2,900㎡」はワンフロアの面積を指しているのか。もう少し説明を書いていた

だきたい。 

■事務局： 2,900㎡は、新庁舎を整備中に仮設で業務を行わず、既存の本庁舎で業務を続

けたまま新庁舎を整備した場合のワンフロアの面積である。 

■委員 ： 現庁舎の敷地だけでは限界があり、今の庁舎を生かしたままつくろうとすると

限界があるということだと思う。言葉の定義をもう少し記載いただきたい。 

 

■委員 ： 深川公園や南砂三丁目公園をつぶして庁舎を整備するのは区民の理解を得ら

れないと思うので、現庁舎敷地が妥当だと思う。その場合、庁舎の広さ、防災性

の向上、日影の問題など様々な課題があるということだが、解決の道はあるのか。

また、これからどのような庁舎を整備するかを議論するにあたり、今、そもそも

どのくらいの区民が本庁舎を利用しているのか。今後の人口増の見通し、DX が

進むことなどを踏まえて、今後の利用者数をどう考えているのか。 

■事務局： 最初の質問については 28ページをご覧いただきたい。現庁舎敷地で検討する

と、11 階の建屋が建つ。現状敷地においても一定の面積は確保できると思って

いる。利用者数については、今年３月末の繁忙期に実施した調査結果では、窓口

申請がおおむね 1,600人、相談の方がおおむね 300～400人と、約 2,000人が区

役所を利用していることを確認している。将来予測については、今後働き方や DX

について庁内に WGを設置して検討していく。国の国立社会保障人口問題研究所

は 2050年まで人口推計を実施しており、本区の人口は引き続き増加が続く見通

しである。今後も区役所で相談や申請をする人は一定数存在すると見ているが、

働き方や DXについて検討をしていく中で、どれくらい庁舎をコンパクトにでき

るかをシミュレーションしていく。 
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■委員 ： 今後の利用者数は、50 年後を見据えた建設をという話が前回もあった。先を

見据えつつ適宜、区民の要望を反映させていくことが大事だと思う。８号線の開

通後は東陽町周辺の利便性が向上し、区民にとっても利便性が上がる。新庁舎の

整備によって防災性も向上する。建物の高さ、日影については、地元の住民に意

見を聞く、情報を提供するほか、その他の地域の方、特別支援学校など幅広く意

見を聞くべきである。検討段階で踏み込んでやりとりをしていくことが大事。双

方向、循環型で議論を進めていき、みんなで新しい庁舎をつくっていくべきであ

る。以上、意見と要望を申し上げる。 

 

■委員 ： 現庁舎の敷地が一番無難だということは分かる。敷地面積が 7,300㎡というこ

とがあった。これは区役所の機能を考えたときに最低限必要な面積か。 

■事務局： ご理解のとおりである。 

■委員 ： 民間のマンションと複合型で財源をねん出している事例もある。その場合は最

低限の面積が変わると思うがどうか。 

■事務局： 7,300㎡は庁舎面積の最低限の基準として提示した。事業手法を検討する中で

民間開発との協働の有無などによって庁舎面積は変わる。 

■委員 ： よく分かった。色々な事業手法があり得るという期待が持てるということで理

解した。もう一つ、17 ページの現庁舎敷地の整備において「一方、文化センタ

ーの建物、敷地等を活用した場合、敷地内での仮庁舎機能の確保はより容易とな

ります」という一文があるが、旧南砂西小学校の敷地面積はどれくらいか。 

■事務局： 確認する。 

■委員 ： 地図上で見るときわめて近い。文化センターを含めて建て替える場合、より便

利で合理的な方法が取れる可能性があると思うので、意見として申し上げたい。 

 

■委員 ： 31 ページのスケジュールにおいて、現庁舎敷地が最速でできるという記載が

あるが、もう少し内容が具体的に書かれている方がよい。仮設を建てると、最後

は既存の建物を壊す必要があるなど工事の段階がある。そうした流れの中で現

庁舎敷地が早いということが、この表記では分からない。スケジュールの長さが

どこまでの話なのか分かりづらいので、棒グラフなどで表記いただきたい。 

■事務局： ご指摘のとおりかと思う。都市計画手法が関連すると、工期も変わってくるた

め単純なスケジュール比較が難しいこともあり、現在想定されることだけを単

純化して見せている。前提条件を加筆していきたい。 

■会長 ： 次回にはもう少し分かりやすい資料をお願いしたい。はっきり書けないところ

もあるとは思うが、よろしくお願いしたい。 

 

■委員 ： 基本的には既存の本庁舎敷地が区としての基本だと思っている。今回は区有地

が抽出されているが、区有地で考えるとスポーツ会館や区民農園など、さまざま
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な事業をなくしていく必要もあり、区民からの苦情もあり得る。そこで、都有地

の活用はどのように考えているか。 

■事務局： 事務局では区有地以外の民有地を抽出はしているが、いずれも活用できる状況

にはなかった。都有地も最低面積 7,300㎡に照らして 10,000㎡以上のものは該

当エリアにはなかった。民有地は既存で活用されているため、それを止めて土地

を購入するとなると費用にも関わる。このため、まずは区有地で検討し、それが

不可能だった場合に都有地を検討することにした。 

■委員 ： 承知した。都有地は区の自由にはできないし、民有地もコスト面なども含めて

課題があることは分かった。現時点では東陽町でやらざるを得ないということ

かと思う。 

特別出張所や出張所の活用も大事だと思う。そうしたところの評価も必要だと

思う。 

■事務局： 出張所の業務が今後どうなるかは、DX 化もあわせて色々なパターンを考えて

いく必要がある。庁舎がなくなっても近くで手続きできる、オンラインも活用で

きるという中で、特別出張所と比較するとできることが限られる出張所の機能

は、新庁舎の整備と合わせて見直しも必要と考えている。 

■会長 ： 都有地は確かに気になるが、まずは区有地でということかと思う。出張所の活

用も当然のことだと思う。 

 

■委員 ： アクセス性について基本的な整理はされていると思うが、バリアフリーの観点

でお話をしたい。他の自治体の例として、新庁舎整備で複数の候補地がある場合、

最寄り駅からのアクセス性についてバリアフリーの観点、中でも車いす利用者

から見た場合の評価が含まれていることがある。22ページの最寄り駅の記載は、

そういった観点でも確認いただいた方がよい。公開されているバリアフリー情

報を見ると、いずれの駅もおおむね大きな違いはないと思うが、公開されている

情報と、実際の車いす利用者の観点から見ると異なる場合もある。そうした点も

ご確認いただいた方がよい。23 ページにおける徒歩でのアクセスではこどもの

視点は確認されているので、障がい者の方の日常の感覚も含めて確認している

ことを出していただくとよい。 

■事務局： 東陽町駅はエレベーターがあり、バリアフリー化がされている。加えて、東陽

町は８号線の延伸を契機として、周辺の新しい活用をしていきたい。新駅の整備

を検討するにあたってバリアフリーの考え方をまとめていかないといけないた

め庁内でも検討している。駅を降りてから新庁舎までの動線を含めて、あらため

てバリアフリーの観点から照らし合わせながら検討する必要があると認識した。 

■委員 ： 新庁舎の整備だけでなく、バリアフリーを進めていくということで今より改善

されるということだと思う。それが何年後なのかによっても変わると思う。そう

した観点を確認しているということが分かるように情報を出していただくとよ
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い。 

 

■委員 ： 区のこれから数年後の行政サービスのあり方を考えた時、DX を考えていく必

要がある。申請に役所に行くということはなくなると思っている。すべての公共

施設に対するバリアフリー、デジタル化、申請の受け皿、相談への対応なども江

東区全体のまちづくりをどう考えるかを見た上で、検討いただきたい。一方で、

新庁舎は頭脳でもある。災害時の司令塔としての機能、施設の再編成を考えてい

ただきたい。 

■事務局： 豊洲と有明を除くとほとんどのところが高潮の浸水の可能性がある。東陽町は

土地の低さの割にはリスクは高くない。これらの想定は 1000年に一度クラスの

シミュレーションである。アクセス性、拠点性を考えると浸水条件だけから南部

の方に位置させる方がよいのか。それとも、いざというときに、浸水する可能性

はあるかも知れないが、日常的なアクセス性も考慮し考えなければならないと

いうことだと思う。1000 年に一度の洪水や高潮の場合は、資料に記載があると

おり、リスクを払拭はできない。区役所の機能が完全に麻痺しないようにする、

たとえば電気関係の設備を上層に置く、大雨時の地盤の設置などを講じた上で、

区役所の使い方をしていく方が、日常的なアクセス性を考慮するとよいと考え

ている。 

■委員 ： 低層階に電気設備などを置かないのは大事である。川崎市役所では、多摩川の

氾濫時の浸水地域になっている。このため一階は店舗にして、電気設備を屋上に

設置している。そうしたことも考慮して必要面積をご検討いただきたい。 

 

■副会長： 現庁舎敷地に初期の段階から絞り込まれ過ぎたのではないか。資料４の５ペー

ジにおいて、８号線延伸により新駅拠点（ST1、ST3）ができると記載されている

とおり、その周辺地については将来的には交通の便がよい場所になるだろう。こ

れらの新駅近くの区有地を含める必要性はないのか。また、文化センターは候補

地にはならないのか。委員がご指摘のとおり、遊休都有地も可能性があるのでは

ないか。最初の段階で候補が落とされ過ぎている印象がある。 

 敷地面積の抽出基準を 7,300㎡と設定し、これが最低基準とのことだが、最低

値ではないだろう。あくまでも平均である。もう少し可能性を広げて考えようと

すると、参照している事例のうち最低値を基準として幅広く可能性を探るとい

うプロセスもあったほうがよいのではないか。 

 対外的な説明をする際には、最初は間口を広げていろいろな可能性を探り、そ

の結果として最終的な候補を絞り込んだというプロセスが見えたほうがよい。

そのようなプロセスを経ると今候補に挙がっていないような新たな場所が見え

る可能性もあるだろう。例えば、団地の建て替えや廃校の活用可能性が挙げられ

る。廃校と団地の建て替えを行い、その余剰地を活用する可能性もある。 
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■事務局： ８号線延伸後の新駅周辺の可能性について回答する。ST1については、既存の

都市核である紫色のところと比べると、新しく８号線が通るということ以外の

優位性が低く、適切な公共用地はないと考えている。ST3の周辺地についても検

討したものの、ある程度まとまった区有地は難しいという結論に至っている。 

 隣地の文化センターについては、候補地としては考えているが、昭和 55年の

建物であり庁舎整備にあたりどう扱っていくのかは次回以降にご議論いただく

必要があると考えている。単純に隣に庁舎を移すというよりも現庁舎敷地と一

体で考える必要性もあるのではないかと思われる。 

 絞り込みの方法について、可能性を広げたほうがよいという点についてはご

指摘のとおりだが、ある程度具体的な場所を候補として絞り込みをしないと、今

後の機能の検討や手法の検討にあたって議論が散漫になってしまう。まちづく

りの視点からのエリアとしての比較、実現性の比較により候補地を絞りこんだ

うえで議論していただくのが良いと考えている。 

■会長 ： オルタナティブの可能性をもう少し考えてもよいのではないか、という大切な

ご意見であったと思う。事務局にて検討いただきたい。 

 

■委員 ： 二次評価の評価の方法について確認したい。リスクに関する評価は、将来のこ

とを予測したということだと思う。このうち液状化は東日本大震災の際には浦

安でも液状化したという事実が記憶にある。予測だけではなく、実際に東日本の

際に液状化した/しないという情報も含めて判断できるとよい。予測に基づき〇

をつけたところと、実際に事実として発生したから〇をつけたところが区別さ

れているほうが分かりやすい。予測上は 1000年に一度ということになっていて

もリスクが発生することもあり得る。 

 場所そのものについては、東陽町が一般的にはふさわしそうに思える。いろい

ろな分析によって裏付けられたという形で捉えている。 

■委員 ： 液状化については、東京都の液状化予測マップをもとに評価した。東日本大震

災の際には、区内では震度５強の揺れが観測され、新木場周辺では液状化が発生

した。特に舗装の薄い歩道やマンホールで液状化した。そのほか、東雲のキャナ

ルコートあたり、以前堤防があったところでも液状化したと聞いている。南砂三

丁目については、深川エリアに比べると液状化の可能性が高いとされていたが

影響の大きい液状化は東日本大震災の際には確認されていない。 

 

■委員 ： 副会長からプロセスが可視化されたほうがよいのではという指摘もあったが、

ここまでの議論を聞いていてさらに分からなくなった。新しい庁舎をどのよう

にしていくのかを考えるにあたり、前回の策定会議でも長期的な視点が必要と

いう議論があった中で、区民にも分かりやすく評価の方法を丁寧に説明してい

ただかないと混乱する人が増えるのではないか。細かい話は分からないが、なぜ
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その評価方法を採用したのかなどについて説明があったほうがよい。 

■会長 ： 都有地の可能性やその他の可能性についても一通り検討したことなど、補足的

な説明があるとよい。 

 

■委員 ： 資料４の 15ページに記載のある候補のうち、深川公園や南砂三丁目公園とい

った大きい公園は貴重な存在である。大きめの公園をなくして区役所をつくる

となると、区民の立場からすると代わりに現庁舎に大きい公園をつくってほし

いと思うだろう。現庁舎敷地以外の場所を検討する場合には現庁舎敷地をどう

するのかということも含めて議論いただきたい。 

■会長 ： 区民のお立場からの分かりやすい意見をいただき感謝申し上げる。 

 

■委員 ： 気になった点は２点。まず資料４の 30ページにおいて、仮庁舎と整備費につ

いて言及がある。総合評価の〇×は各項目の〇×の数を数えて決めていると思

うが、仮庁舎の話と整備費の話は評価上同じ重みづけでよいのかどうかが気に

なった。 

 関連して、一次評価のまとめについて（18ページ）、15～17ページの内容で〇

×△が明確に分かるようになっているかどうかについて疑問である。続く二次

評価の内容を読み進めると、評価結果自体はそのとおりだと感じた。一次評価の

段階で結論めいたものが出てくるのは資料上の書き方の問題かもしれないが分

かりにくい部分もあると感じた。 

■会長 ： 区民の方に向けた分かりやすい説明が必要だということだと理解した。 

 

■委員 ： 本日の会議のメインは庁舎の場所を考えるということであるのでその観点か

ら感想をお伝えする。現庁舎敷地はアクセス路なども当然整備されているので

評価は〇になるだろう。一方、新しい用地について現状は×だがもし〇にするの

であればどの程度費用や期間がかかるのか、あるいはどうしても〇になること

はない、といった観点での情報があると、×と評価する理由が分かりやすい。他

の評価項目も同様に、評価の理由が素人でも分かるようにしていただきたい。 

■会長 ： 区民に分かりやすい資料の提示についての意見であった。 

 

■会長 ： 今回の会議は意見集約でありすぐに結論を出すというものではないが、順番を

追って決めていく必要がある。次回は機能について検討することを予定してい

る。敷地を今回決めるということではないが、第一ケーススタディ候補という捉

え方で現庁舎敷地を対象に議論を進めたい。一方、土地の選定についてはもっと

しっかりと検討したほうがよいというご意見もある。まとまった敷地は臨海部

にもあると考える。その観点も含めて、事務局においては追加で資料を作ってい

ただき、オルタナティブがある可能性を引き続き検討いただきたい。 
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■事務局： さきほどご質問いただいた旧南砂西小学校の敷地面積は、10,183㎡である。 

 

閉会 

■会長 ： 以上、本日の議題は終了である。何かご意見はあるか。 

（特になし） 

（事務局より事務連絡） 

■会長 ： ただいまの件で、質問等はあるか。 

（特になし） 

■会長 ： これで、本日の策定会議を終了する。 

 

 

以 上 

  



参考 1- 25 

 第3回 

日時 令和６年７月 22日（月）19:00～21:00 

場所 江東区役所７階 71～73会議室 

委員 

（順不同・

敬称略） 

〇 志村 秀明【会長】 □ 加藤 孝明【副会長】 

〇 芦谷 典子 □ 菅原 麻衣子 □ 髙橋 邦夫 〇 山﨑 誠子 

〇 馬締 和久 〇 鈴木 健之 〇 笠木 直人 〇 喜友名 栄理 

〇 齊藤 裕江 〇 福島 一帥 〇 川北 直人 〇 石川 邦夫 

〇 徳永 雅博 〇 二瓶 文隆   

  ※〇:対面出席、□:オンライン出席、欠:欠席 

事務局 

綾部副区長、油井副区長、炭谷政策経営部長、大塚企画課長、黒澤財政課長、 

棚瀬 DX推進課長、前田計画推進担当課長、保谷総務課長、賀来経理課長、 

藤原営繕課長、重村危機管理課長、岩田防災課長、西野区民課長、 

西谷温暖化対策課長、栗原区議会事務局次長 

傍聴者 ９名 

 

次第 

開会 

１．会長挨拶 

２．第２回議事要旨等の確認について 

３．建設候補地の検討について 

４．機能の検討について 

閉会 

資料 

次第 

江東区新庁舎建設基本構想策定会議委員名簿 

席次表 

資料１：第３回江東区新庁舎建設基本構想策定会議 出席職員一覧 

資料２：第２回江東区新庁舎建設基本構想策定会議 議事要旨（案） 

資料３：第２回江東区新庁舎建設基本構想策定会議 意見メモ 

資料４：建設候補地の検討に関する補足資料 

資料５：第３回江東区新庁舎建設基本構想策定会議 会議資料 

意見メモ 
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開会 

（事務局より挨拶、傍聴者（９名）の着席の確認） 

■事務局： 議会選出委員が二瓶委員に変更となった。委嘱状については机上に置かせてい

ただいた。 

 

１．会長挨拶 

■会長 ： 本日の会議では、前半は建設候補地についての補足と振り返り、後半は新庁舎

の機能についてご意見をいただきたい。しっかりと意見交換をして進めていき

たいので、よろしくお願いいたしたい。 

（事務局より配布資料の確認、区職員の出席者の確認） 

 

２．第２回議事要旨等の確認について 

■会長 ： まず「第２回議事要旨等について」を議題とする。事務局より説明をお願いす

る。 

（事務局より資料２、３について説明） 

■会長 ： 資料２、３についてご意見等はあるか。 

（特になし） 

 

３．建設候補地の検討について 

■会長 ： 次に、「建設候補地の検討について」を議題とする。事務局より説明をお願い

する。 

（事務局より資料４の説明） 

■会長 ： ただいまの説明に対し、ご質問・ご意見等はあるか。 

（特になし） 

■会長 ： 現庁舎敷地を第１ケーススタディ候補として、今後の検討を進めていきたい。 

 

４．機能の検討について 

■会長 ： 次に、「機能検討の考え方について」を議題とする。事務局より説明をお願い

する。 

（事務局より資料５の説明） 

■会長 ： ただいまの説明に対し、ご質問・ご意見等はあるか。 

 

■委員 ： 基本理念について、他区の例を見ると、世田谷区や江戸川区、品川区では基本

理念に極めて具体的な内容を記載している。翻って、本区の基本理念は非常に抽

象的である。今後の検討によって変わってくるのかもしれないが、もう少し具体

的な内容を盛り込んだ方が、区民に意見をもらうときに分かりやすいのではな

いか。その上で具体的な話をすると、まず複合化について、例えばコロナ禍の際
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に保健所が本庁舎から遠くにあり、非常に不便であった。建物も非常に古い。区

として具体的な複合化のイメージがあるのか伺いたい。教育センターや図書館

を組み込むことで、教育に関する様々な施策ができるかもしれない。もう１点、

まちづくりの観点から見ると、敷地としては庁舎と文化センター、低層の東側の

商業施設がつながっている。連動したら面白いまちづくりができるのではない

かと感じている。現時点でそのような考えがあるか。３点目、共通機能に欠けて

いるのが持続可能性の議論ではないか。都庁もデザインはとてもよかったが、維

持管理に大変な費用がかかるということは言われていたが、丹下健三氏の建築

が採用された。LCCの低減に向けての取組や維持管理のしやすさなどが今後大事

になってくると思うが、どのように考えているか。 

■事務局： 保健所機能については、本区では東陽町の南側のところに、健康と医療の融合

を目指し、平成 12～13年に健康センターと合築で配置している。一方でコロナ

禍の際は保健所が区の感染対策のコントロールタワーとなった。保健所が庁舎

外にあることのデメリットは認識しており、今後検討が必要と考えている。ただ、

具体的には今後敷地面積の中で吸収できるのかも含めて検討が必要だと考えて

いる。課題認識としてはある。図書館に関しては、複合化することでにぎわい機

能が入るので、区役所に普段来ない方も来庁する機能が付加されると認識して

いる。面積なども睨みながら検討していくべきだと考えている。また、まちづく

りに関しては、東側の商業施設敷地を含めて考えるかは相手方のある話なので、

今後、隣接地へ説明に伺う必要はあると考えており、その中で話ができればと考

えているが、現時点では具体的な話はない。デザイン性とコスト削減については、

23 区の最近の事例を見ると、過度にデザイン性を重視した庁舎はなくなってき

ていると認識している。一方で LCCなど、維持管理を中心とし過ぎて、庁舎を簡

素にし過ぎることで交流拠点としてのシンボル性が損なわれているケースも懸

念される。負担にならない形で、かつ住民の方からシンボルとして見てもらえる

ようなものを考えていく必要がある。 

■会長 ： 基本理念については引き続き検討していく。 

■委員 ： 複合化については、早いうちから取り込んでいかないと敷地面積、ボリューム

に関わってくる。早く検討したほうがよいのではないかと感じた。ぜひ検討して

いただきたい。まちづくりとの連動についても、東側の商業施設は民間の土地だ

が、早い段階から話をしないとまちづくりはできない。一緒にやっていこうとい

う意識が高まっていかないと進まないので、上手く話をしながら進めていただ

きたい。デザイン性を重視するか、維持管理を重視するかは相反する考え方にな

る。極力議論していかなくてはならないと思うが、持続可能性という意味での検

討は必要である。両方がうまくかみ合うような構想を考えていくべき。これから

の議論に期待したいし、提案していきたい。 

■会長 ： 複合化に関しては、次回の規模の議論とも関係してくる。保健所や健康センタ
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ー、図書館、教育センターの話があったが、今日の資料では位置関係が分からな

い。次回の補足資料になるかもしれないが、現庁舎敷地の周辺に区の施設がある。

複合化は大きなテーマになっており、今日の機能の議論につながってきている

ということである。 

 

■委員 ： 隣接している文化センターは複合化の対象として検討すべきなのか。併せて、

庁舎と文化センターの敷地を見ると、都立の特別支援学校の敷地がせり出して

きている。地型が整理されるとより機能性が高まるのではないか。現時点での見

解を伺いたい。また、防災センターについては比較的新しい施設ではあるが、そ

こだけ残すのは現実的ではない。新庁舎の中で防災センターの機能はあるべき

だと考えると、新庁舎のあり方をどう考えているのか。民間の商業施設について

は、相手方があることだが、これだけの規模の開発行為が行われる中で、民間施

設から見ると四ツ目通り沿いは非常に価値が高いスペースになるだろう。ある

程度面で新庁舎の配置を考えていくこともできるという点では、早めにアプロ

ーチすることが重要ではないか。どのようなタイミングで相手方に具体的な話

をしようとしているのか、スケジュール感を確認したい。 

■事務局： 文化センターは昭和 56年築の建物であり、いずれにせよ建て替えを考える時

期を迎えている。また、交流という点で、ホールや区民交流の機能、区民が活用

できる機能を区役所に取り込むことを考えているが、文化センターに区民の活

動、芸術活動、表現活動を支援する機能があることを踏まえると、新庁舎整備と

して文化センターを含めて考えるべきか、基本構想の中でもしっかりと確認し

ながら考えなくてはならない。防災センターは、ご指摘のとおり建築年度が庁舎

とはだいぶ違う。一方で、東日本大震災や令和元年の台風 19号などの災害で司

令塔としての機能を発揮する際に、現状は区長執務室と防災センターが物理的

に離れており、災害対策の運用に課題があるということは認識している。従って、

防災センターについては将来的な機能性に鑑みながら、新庁舎の中に整備して

いくべきかについて早々に結論を出していくべきだろう。民間施設については、

区として現時点で何か意向があるわけではないが、一方で文化センターも含め

る場合は、隣接地も一緒に考えるメリットはより増していくと考えている。８号

線延伸に伴う東陽町の駅周辺の街の再生を考えたときに、民間側に意向があっ

た場合は一緒にやっていくという視点は大事なことだろう。策定会議で現庁舎

敷地をケーススタディとすることが確認されたので、まずは区としての考え方

やスケジュール感を隣接する施設に共有しながら、サウンディングをやってい

かければならないと認識している。また、特別支援学校は都の施設だが、29 ペ

ージのとおり、文化センターのホール部分と特別支援学校の土地がちょうどか

み合うような形になっている。都と話ができるのであれば整地化を考えられれ

ばよりよい整備ができると認識しているので、都へ必要な情報提供をしていく
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必要があると考えている。 

■会長 ： 民間事業者については積極的に働きかけるべきだろう。用地の取得もあるが、

もっと幅広く連携、調整していくということも考えられる。文化センターとの連

携については、導入機能との関係もある。 

■委員 ： 周辺の交通対策を考えたときに、例えば特別区道 413 号、59 号の道幅の問題

なども兼ね合いが出てくるだろう。早急に持たせる機能と規模感を定めた上で、

民間との折衝は早く始めていくべきという意見を持っている。 

 

■委員 ： １点目は導入機能の方向性における浸水対策について、「特に高い性能を持つ

庁舎」とある。大島三丁目の民間の再開発では、浸水対策として１階の高さをか

なり高くしている。主要機能を２階以上に設置とあるが、１階の高さをどうして

いくのか。江戸川区は突発的な豪雨に対応するため、「１階の床の高さを 0.5m高

くする」となっている。江東区では、ゲリラ豪雨の対策としては、都の下水道局

で新たな太い下水道を埋め込んでいく対策が令和７～８年に完成予定であり、

かなり排水能力が高くなる予定である。大きな懸念である荒川の決壊について

は、新砂の防潮堤など、国や都の取組が進んできている。それを活かした上で、

「特に高い性能を持つ庁舎」をどう考えているのか。さらに、デッキの整備とあ

るが、高いところで色々なところにつながっていくことが大事だと考えている。

具体的にどう考えているか。２点目は区民サービスについて、東陽町は駅に近い、

区民が来やすいというメリットがある。一方で「来庁しなくても行政サービスを

受けられる」という方向性がある。現庁舎からは食堂がなくなり、足を運んでも

手続きだけとなっている。区民が来庁した時に、来てよかったと思ってもらえる

ような、手続きがなくても足を運んでもらえるようなサービスも大事ではない

かと思うが、どう考えているか。 

■事務局： 浸水対策について、１階の嵩上げについては検討すべきと考えているが、防災

センターは大雨による都市型水害対策として止水板での対策をしている。嵩上

げすべきなのか、止水板で対応できるのかは検討が必要だが、何らかの浸水対策

は必要だと考えている。嵩上げすると地面とフラットでなくなるので、バリアフ

リーなども考慮する必要がある。より強力な浸水対策としては、都市型水害のケ

ースと、1000 年に一度規模の洪水や高潮、荒川の決壊や越水による大きな水害

が起きる可能性を分けて考えるべきである。洪水や高潮は日常的に起こるもの

ではないので、いざというときに致命的にならないような機能を１～２階に入

れつつ、活用していくことが有効と認識している。デッキについては連続性を持

たせることで垂直避難ができるようになれば一定の安心感につながる。あるい

は複合化する場合、機能の間の移動についても検討すべきと考えている。区民サ

ービスについては、来庁しなくてもよいという方向性は、スパンに幅がある。10

年後、30年後、50年後のサービス提供の仕方は変わってくるだろう。近未来の
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予測は難しいが、10 年後に来なくてもよい庁舎を目指すとしても、一定の来庁

者に対するサービスは必要と認識している。また、庁舎を地域の交流拠点や、東

陽町のまちづくりにおけるシンボリックなものとして整備するのであれば、何

かしら手続き以外で区役所に来る目的が必要だと考えている。食堂や図書館の

ような交流機能も考えられるだろう。防災という視点で、いざというときには庁

舎としての本体機能の損失にならないようにと考えると、例えば食堂機能を低

層階に入れるということも考えられるので、色々な議論をしていければと考え

ている。 

■委員 ： 土地の嵩上げの話があったが、大島三丁目の再開発は１階の階高の高さを６m

にするとのことである。耐震性が高い形でできるのであれば、嵩上げではなく、

１階の高さを上げていくことも考えられる。 

 

■委員 ： 東側の商業施設を含んだ複合化を考えると、公の機能と民間の機能の複合化と

なるので、相手の利益とどうマッチングさせていくのか。また、防災対策につい

て、先の台風で避難勧告が出て、本庁舎にも多くの方が避難してきた。一方で本

庁舎には防災本部がある。庁舎が避難所として機能する場合に、どのような機能

を持たせるのか。もう１点、開かれた議会とはどのようなものだと認識している

か。例えば秩父の小鹿野町の議場は椅子を一時的に取り外すとホールとして使

える。また、木材を使うことで環境負荷がかなり軽減されている。本庁舎では職

員の方が 28℃設定で働いているが、PCもあるので非常に厳しい労働環境になっ

ている。庁舎そのものが環境負荷を出さないと同時に、木材の利用や風の道の確

保によって、働く方々の負担を軽減するような方針も必要ではないか。 

■事務局： 民間と一緒に開発をする場合の考え方については、第５回の策定会議で整備手

法の可能性をいくつか議論できればと考えている。完全に複合化する場合、定期

借地権を設定して敷地を分ける場合、再開発で一部複合化する場合などがある。

防災に関しては、台風 19号の際に住民の方々に防災センターの一部スペースを

開放したことがあるが、災害対策本部としての運営上支障があったため、文化セ

ンターに移動していただいた。本庁舎が避難先となることは現時点で想定して

いない。洪水や高潮などの大きな災害の場合は３日前の降雨予測などをもとに

動く。本庁舎で垂直避難をしなければならないケースは、急激に水が上がった場

合の緊急避難だと考えられるため、避難所機能は本庁舎ではなく周辺で考えて

いくべきである。開かれた議会については、住民からどれだけ身近に感じてもら

えるかであり、配置や機能性によるものと認識している。木材利用については、

環境負荷だけでなく、江東区らしさとしても検討していく必要があると認識し

ている。 

■委員 ： 国民保護としての対策が今後課題になってくると思われるが、リスクを分散す

るという視点はどのように考えているか。 
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■事務局： 国民保護という点からすると、東陽町では地下鉄の駅を緊急避難先として認識

している。庁舎については、恐らく、実際にいる人を窓から離れたとことに誘導

したり、文化センターなどスペースのある施設を活用していくことは検討でき

るが、本庁舎に避難所スペースを設けるのは難しいと考えている。 

 

■委員 ： 複合化についての意見がいくつかあったが、複合化するということは異なる機

能の施設が入るということである。出入りの時間、利用する時間が異なるため、

動線、管理の仕方などが非常に複雑になり、結局、周囲に対してばらばらなデザ

インになる。加えて、皆の意見を取り入れたことによって、色々入ったが全部安

っぽいということになりかねない。大事なことは庁舎として絶対に必要な機能

をしっかりつくること、さらに同じような時間帯、同じような人員で複合化でき

るのであれば検討する。利用時間などが異なる施設を複合化するのはいかがな

ものか。また、最近は厨房など設備費がかかるものは維持管理や指定管理者を決

めるのもなかなか大変で、どちらかと言うとキッチンカーを広場に入れるなど、

運営しやすい、簡単に対応できる形でやっている場合が多い。また、庁舎の中に

飲食や物販施設をつくると周辺の商店街と食い合いになる可能性もあるし、効

果がない場合も多い。それよりも使いやすい広場などイベントに対応できる場

所を、１階のにぎわいのあるところで計画する方が現実的である。設備系は最も

劣化しやすいので、修繕で休業する場所が出てくることもある。商業や飲食のあ

り方も、まちづくりという大きな観点から見ると、役所にすべて取り込むのはい

かがなものかと思う。機能的に解決できる、かつ工事費や人の負担にならないよ

うなプランニングが必要と考える。 

 

■委員 ： ８ページの基本理念は縦に３つ並んでいるが、縦だと優先順位がある印象を与

える。その点について考えているのかどうか。６ページの品川区のように、横に

並べているものもある。これは優先順位をつけないということだと思われるが、

江東区の伝えたいことに合わせて記載するとよいと考える。２点目、23 ページ

の図など、線が入り乱れているのは、整理中と拝察している。機能１から９まで

あるが、機能と理念が混ざっている印象である。機能５のまちづくりや６の複合

化は考え方、機能７～９は庁舎をつくるにあたっての考え方、理念に近いのでは

ないか。もう一段整理を進め、見せ方を工夫するのも重要だと考える。また、基

本理念も、１つ目と３つ目はかなり似ている。サステナビリティや DX、ユニバ

ーサルデザインなどを基本理念にもってくるのもありえるのではないか。 

■事務局： 資料に記載の並び順について、基本理念の優先順位とはしていない。一方で、

最終的には見た方の印象も考慮して表現すべきと考えている。22 ページの導入

機能の方向性については、24 ページ以降の内容の要約になっているが、記載不

足かもしれない。例えば機能５のまちづくりは、まちづくりと連動して庁舎に持
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たせるべき機能ということ。「まちづくり」だけでは表現しきれていないので、

表現を工夫したい。 

 

■委員 ： 区民サービスについて、渋谷区や会津若松市の例が出ているが違和感がある。

ワンストップなどは流行り言葉のようなものだが、区民課や福祉課だけの話で

なく、全体の話でなければならない。完成したばかりの中野区は高層階にある建

築・土木のフロアもワンストップを実現している。よく役所で QRコードを読み

こむと申請書が出てくるといった取組みがあるが、あまりよい事例ではない。大

事なことはデジタル化をすること。ぜひ新庁舎は低層階だけでなく、高層階も含

めてワンストップサービスや書かない窓口を進めてもらいたい。２点目、区民協

働や交流の話で、川崎市役所の低層階は、店舗の他にも２～３階が会議室になっ

ており、市民との会議、まちの人たちの会議に使われている。執務フロアに上が

ってもらわず、低層階で用件が済むようにしている。ひとつの協働のあり方だし、

イベントなどもできるようになっている。浸水対策の話もあったが、上層階には

関係のない施設は入れず、低層階は区民協働・交流も含め、複合化をうまく活用

し、浸水対策も含めてあり方を検討することが有効だと考える。最後に、25 ペ

ージに「施設整備時点での最先端の DX」とあるが、DXというのは常に変わって

いくものである。止まることがない、終わりがないということをしっかり書き込

んでいただきたい。最近の新しい庁舎は固定電話がない。庁舎が熱を持たないよ

うに、軽量のパソコンでどんどん働けるような環境を作っていただきたい。窓口

も、プリンターは置かず、すべてデジタルでやり取りできるとよい。それとサス

テナビリティは大きな関係がある。変わることを前提とした庁舎のあり方、設え

をしっかりとやっていただきたい。まちづくりとも連動する。周辺と一体となっ

て庁舎のあり方を考えるのが、住民サービスであり、DX であり、区民協働でも

ある。ぜひそういった視点で検討を進めていただきたい。 

 

■委員 ： 25 ページ、ユニバーサルデザインの機能等の例にある「一般的なユニバーサ

ルデザインを超えた」とはどのようなイメージか。 

 

■事務局： 「一般的なユニバーサルデザインを超えた」というのは、一般的なガイドライ

ンなどに記載されているようなことだけではなく、実際に利用される方にワー

クショップなどでご意見やアドバイスをいただいて、より利用者本位のものが

つくれればという思いで記載している。 

■委員 ： そのご説明があれば理解できるが、読んだだけではどのような意味であるか素

朴な疑問を感じる。左側にある「あらゆる区民・利用者にとって利用しやすい」

というのも当然なことだが、意外に抜け落ちてしまう。そこを落とさずにデザイ

ンしていけるかが大事である。もう一歩、表現を考える必要があるのではないか。
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例えば方向性についても、今の記載は大前提として、様々な利用者にとっての使

いやすさが反映された庁舎であるとか、ユニバーサルデザインのモデルとなる

ような、区内でも最高水準になるような、他の公共施設の参考になるようなもの

を目指すといった表現が入るとよい。右側の「機能等の例」についても、交流な

どと同じようなレベルで書くとすれば、例えば見落とされがちな議場や傍聴席

のユニバーサルデザインや、執務スペースのユニバーサルデザインなどを書き

込むといった整理の仕方もあるのではないか。ご検討いただきたい。 

 

■副会長： 25 ページはそれぞれ方向性が記載されているが、この方向性を実現するため

に欠かせない必要条件は何かという記載があるとよいのではないか。２点目、基

本理念を改めて見るとメッセージ性がない。未来を見据えたときに江東区とい

う場所で、絶対に必要なものは何なのか。特に力点を置きたいものなどメリハリ

をつけると、基本理念にもフィードバックされ、メッセージ性が浮き上がってく

るのではないかと考える。 

 

■委員 ： ３ページについて、現在のような資料で、どのような形で区民アンケートやワ

ークショップなどを進めていくのか。 

■事務局： 策定会議の委員は区議会、学識経験者、区民委員の方なので、ある程度専門性

の高い資料を用意している。ワークショップなどで資料をそのまま使うことは

考えていない。特にグループインタビューは小中学生を対象にしている。それぞ

れの対象によって、何を聞くかも変わってくる。子どもたちには江東区らしさと

は何か、あるいは庁舎を自分たちが使おうと思ったときに、どういった機能があ

るとよいかなどを、かみ砕いた形で聞こうと考えている。他のワークショップや

グループインタビューについても、テーマを絞り込んだ形で資料を提示してい

きたい。 

■委員 ： さらにかみ砕いた資料にするとなると、策定会議の資料を具体的に詰めないと

できないのではと感じた。特に小中学生に対してはより分かりやすさが求めら

れる。基本理念の具体性がないといった意見は改めて整理いただき、ワークショ

ップなどで反映いただきたい。 

 

■委員 ： ８ページ、22 ページの基本理念と基本方針のところで、江東区らしさが伝わ

りづらいから、どのような特徴を持たせた方向性になっていくのかが分からな

い。特に江東区は下町と臨海部でイメージが異なる。木材や水害対策など、江東

区として気をつけなければならないところや特徴から必要な機能が分かりやす

くなっているとよい。 

 

■委員 ： こうだったらよいという一般区民としての意見だが、８号線延伸ということで、
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まちを新しくつくるという話もあるので、駅からそのまま区役所に入っていけ

るような構想も検討いただけるとより使いやすい。区に住んで 20 年になるが、

実際に区役所を利用したのは 10回あるかないかで、子ども関係や医療費関係の

みである。時間がないから来ないし、デジタル化も進んでいる。それとは別に、

コミュニティの場として訪問する機会があると区役所のイメージも変わるので

はないかと思っている。 

 

■委員 ： 24ページの執務の機能等の例に「ABWの考え方にもとづいたスペース」とある

が、新庁舎内の ABWに留まらず、区が持っている多様な施設をリモートワークス

ペースなどとしてぜひ活用していただきたい。働き方を変えるよい機会だと考

える。できれば区民も使えるようにしていただきたい。 

 

■委員 ： 資料４の 32ページ、文化センターと東側の商業施設の問題についてはお話し

たほうがよいのではないかと考える。また、特別区道 413号線は道幅が狭い。何

かやるならもう少ししっかりした道路にした方がよいのではないか。東側の商

業施設とうまく話をすることと、北側の特別支援学校も、最低限グラウンドくら

いまではうまく入れられるとよいと考える。 

 

■会長 ： 次回も規模と併せて機能の話をしていく。同時進行でワークショップやアン

ケートも進んでいくので、そういった情報も加味して進めていきたい。導入機能

の方向性もまだ総花的。あくまで現庁舎敷地を第１ケーススタディということ

で考えているが、区が所有する施設を考えると、東陽町の周辺が複合化のポイン

トだろうと思っている。ただ、やみくもに複合化すればよいわけではないので、

次回も考えていきたい。また、８ページ、22 ページについては、基本理念のと

ころからうまく説明しないと区民に伝わらないし、策定会議の議論もなかなか

詰まっていかないので、ブラッシュアップする必要があると考えている。 

 

 

閉会 

■会長 ： 以上、本日の議題は終了である。何かご意見はあるか。 

（特になし） 

（事務局より事務連絡） 

■会長 ： ただいまの件で、質問等はあるか。 

（特になし） 

■会長 ： これで、本日の策定会議を終了する。 

 

以 上  
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 第4回 

日時 令和６年 9月 10日（月）19:00～21:00 

場所 江東区文化センター５階 第６～８会議室 

委員 

（順不同・

敬称略） 

〇 志村 秀明【会長】 〇 加藤 孝明【副会長】 

〇 芦谷 典子 〇菅原 麻衣子 □ 髙橋 邦夫 □ 山﨑 誠子 

〇 馬締 和久 〇 鈴木 健之 〇 笠木 直人 〇 喜友名 栄理 

〇 齊藤 裕江 欠 福島 一帥 〇 川北 直人 〇 石川 邦夫 

〇 徳永 雅博 〇 二瓶 文隆   

  ※〇:対面出席、□:オンライン出席、欠:欠席 

事務局 

綾部副区長、油井副区長、炭谷政策経営部長、大塚企画課長、黒澤財政課長、 

棚瀬 DX推進課長、前田計画推進担当課長、保谷総務課長、藤田職員課長、 

賀来経理課長、藤原営繕課長 

傍聴者 ５名 

 

次第 

開会 

１．会長挨拶 

２．第３回議事要旨等の確認について 

３．基本理念・基本方針について 

４．新庁舎の規模について 

閉会 

資料 

次第 

江東区新庁舎建設基本構想策定会議委員名簿 

席次表 

資料１：第４回江東区新庁舎建設基本構想策定会議 出席職員一覧 

資料２：第３回江東区新庁舎建設基本構想策定会議 議事要旨（案） 

資料３：第３回江東区新庁舎建設基本構想策定会議 意見メモ 

資料４：第４回江東区新庁舎建設基本構想策定会議 会議資料 

参考１：区民アンケート結果 

参考２：区民アンケート調査票 

意見メモ 
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開会 

（事務局より挨拶、欠席委員の確認、傍聴者（５名）の着席の確認） 

 

１．会長挨拶 

■会長 ： 本日、前半は区民ワークショップ、アンケートなどの結果を事務局から報告い

ただき、基本理念、基本方針をあらためて確認させていただきたい。後半は新庁

舎の規模を確認したい。今回は新庁舎の場所についてケーススタディの第一候

補を候補地としてはっきりさせたい。区民の意見を踏まえながら確定の方向に

していきたいので意見交換をよろしくお願いしたい。 

（事務局より配布資料の確認、区職員の出席者の確認） 

 

２．第３回議事要旨等の確認について 

■会長 ： まず「第３回議事要旨等について」を議題とする。事務局より説明をお願いす

る。 

（事務局より資料２、３について説明） 

■会長 ： 資料２、３についてご意見等はあるか。 

（特になし） 

 

３．基本理念・基本方針について 

■会長 ： 次に、「基本理念・基本方針について」を議題とする。事務局より説明をお願

いする。 

（事務局より資料４の説明） 

■会長 ： ただいまの説明に対し、ご質問・ご意見等はあるか。 

 

■委員 ： よくまとめていただいた。基本理念が具体的になり評価したい。２つ意見を申

し上げる。基本理念の５つ目「かわりつづける」というのは言葉として分かりに

くい。「進化し続ける」、「フレキシブル」、「エボリューショナルな」などの表現

はどうか。二点目は「江東区らしさの継承」の説明について、「水や緑が豊かな」

の記載の前に「グリーンインフラの取り組みを重視し」という言葉を入れていた

だきたい。 

■会長 ： 事務局は意見を参考にしていただきたい。 

 

■委員 ： 前回までの意見を踏まえて修正されてきている。基本理念（案）のカテゴリの

中で、感染症の蔓延はどうとらえているか。防災機能の強化の中でとらえている

のかどうか、確認したい。 

■事務局： 感染症については、現状は庁舎外の健康センター、保健所が拠点となって対応

している。庁舎においての観点で申し上げるとすれば、防災機能の強化の中で対
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応する方向かと考えている。 

■委員 ： 次のパンデミックがいつ来るか分からない。前回のコロナ禍での課題をしっか

り踏まえていただきたい。新庁舎においては防災機能の中で感染症に対応され

るということで理解し、賛同する。 

 

■委員 ： 区民アンケートの回収率は想定内だったのか。アンケートの設問はどのような

形式で決めたのか。 

■事務局： 区民にはかなり協力的に回答いただいたと思っており、想定より回収率は高か

った。設問については、参考資料の調査票を確認いただきたい。 

■委員 ： 設問はどのような背景で決めたのかを伺いたかった。作為的なものはなかった

のか。回収率については、想定より高いということで区民の関心の高さが伺えた。 

■事務局： 設問の考え方については、一つには来庁者ではない、つまり庁舎を利用してい

ない区民がどのような行政サービスの使い方をし、庁舎との関わりを持ってい

るのかを確認する意図があった。二つ目には、行政サービスで対面を望んでいる

のか、オンラインなのか、両方なのかなどについても確認したかった。三つ目に

は、将来的に行政手続きで来庁しなくていいという可能性について区民の意見

を確認したかった。それ以外は自由回答で確認した。 

■会長 ： アンケートの設問はバランスの取れた内容だったと思う。回収率も 40％近い

といういのは区民の関心が高いということかと思った。 

 

■委員 ： 基本方針（案）について、「行政サービスの変革・拡充」の中に「庁舎整備を

契機とした DX等」とあるが、今もすでに DXは推進中だと思う。これと新庁舎の

整備がどのようなところでリンクするのか。 

■事務局： 先行自治体では DXを推進する一つのきっかけとして新庁舎の整備、仮庁舎へ

の移転がある。DX は庁舎の整備を待たずに進めていくべきことであり、庁内プ

ロジェクトチームでも 3 つのテーマで検討したが、窓口と働き方のテーマは DX

推進 WGと兼ねる形にした。新庁舎の整備を待たずにできることは進めていくと

いう整理をしている。仮庁舎に移転する際には物理的にペーパーレス、電子化を

進めないとできない。このために先進事例では新庁舎の整備を契機に DXが進ん

でいると理解しており、庁舎の移転を DX化のきっかけの一つにしたい。 

■委員 ： 先日、北海道の北見市の「書かない窓口」を視察した。DXは区民サービスの向

上の側面もあるが、働き方改革や多様なニーズに応えるなどの新たな戦略でも

あると思う。期待している。 

■会長 ： この会議でもインターネットを活用いただいている。今のうちから DXはスタ

ートしておかないといけない。 

 

■委員 ： 前回の会議において、基本理念が縦に並んでいると優先順位があるように見え
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るので横の方がよいという意見があったが、今回も縦に並んでいる。内容は前回

よりもかなりよくなっているが、横にしなかった理由はあるか。 

■事務局： 優先順位に関するご意見はしっかり受け止めている。表示の仕方は今後の素案

のレイアウトで考えさせていただきたい。 

 

■委員 ： 規模の話にも関わるが、新庁舎で重視すべきこととして「行かない」という意

見が前に出てきたということは、新庁舎はスリム化した最小限にしてほしいと

聞こえなくもない。一方で「来たい」という意見もあるのでそのバランスをどの

ように考えるか。集会室や文化センターなどの地域の施設を拡充する方向もあ

るはずだが、なぜあえて庁舎にイベント機能を設ける必要があるのか、基本的な

考え方を確認したい。 

■事務局： 基本的な行政サービスは「行かない」に集約させたいが、手続き以外で庁舎に

「寄りたい」という意見は寄せられている。10年後、30年後にどこまで庁舎を

小さくすることが出来るかは分からない。将来的には手続き関係はオンライン

されていく可能性は感じるが、建設当初からはそのような想定はできない。可変

性という言葉のとおり、変わっていくニーズに対応できるということが大事だ

と考える。庁舎は住民にとって区のシンボルであることから、そこに交流のスペ

ースがあることによって、メッセージを発信できる。こどもへのグループインタ

ビューでも、手続きがなくても行ける場所であればいざという時に区役所に相

談などがしやすいのではないか、区のことをもっと知ってもらえるのではない

かという意見もあり、そのとおりだと思った。いつも庁舎を利用してもらうこと

によって、本当に行政サービスが必要になった時に来やすくなるという側面も

ある。 

■委員 ： その位置づけを明確にしていただく方が伝えやすくなる。職員の働き方改革の

要素も大事である。ここで働きたいとなることが大事で、区民と会う機会もなく

仕事をするというのは区民への寄り添いにも課題が出る。こうした「庁舎だから

こそ」を大事に説明いただきたい。 

 

■委員 ： 基本理念（案）に至るまでにアンケートなどもされており色々な意見を聞いて

いる。行政の役割として提供する機能と、民間サービスでよい機能の境目が人そ

れぞれ異なっている。交流の場は、公民館的なものが行政の役割だと思うが、商

業施設があるというのがよいのかどうか。（オンライン重視で）コンパクトにす

る方がよい、（窓口があって）気楽に答えてもらえる方がよいなど、人によって

気楽さは違う。多様な区民の対応方法を用意いただき、行政と民間の役割がうま

くつくれていればよい。 

 

■委員 ： 最先端の環境性能とは、CO2削減を指しているのか。 
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■事務局： 2030年に CO2半減、2050年にゼロという目標がある中で、区がこの規模の施

設を整備する際には、区内の事業者などに取り組みを一緒にやって削減してい

こうというメッセージを出す必要がある。CO2削減の有効な手段を新庁舎におい

て明示できるように、区としても踏み込んでいきたい。 

 

■会長 ： 感染症に関連して保健所のことがあったが、江東区の各地に地域拠点があるな

かで公共施設をどうしていくのか、複合化のことなども整理するなかで本庁舎

に何の機能を入れていくのかは書かれていてもよいのではないか。江東区らし

さについては、木材の活用はあると思うが単に建物に木材を使うということで

はなく、区民が設計の段階から参画する、つくる段階でも参画するなど、区民が

関わることも表現として入れられないか。事務局に検討いただきたい。 

 

４．新庁舎の規模について 

■会長 ： 次に、「新庁舎の規模について」を議題とする。事務局より説明をお願いする。 

（事務局より資料４の説明） 

■会長 ： ただいまの説明に対し、ご質問・ご意見等はあるか。 

 

■委員 ： まず、会長から敷地の設定についてご提案があったが、本日の資料を見ても基

本的に現庁舎敷地を中心とした検討になっている。将来的には「行かない庁舎」

というのはしっかりと見せていかなければならないが、現庁舎は区民が公共交

通機関、自転車などで来やすい庁舎だと理解している。区民の利便性は絶対条件

であり、現庁舎よりも行きづらくなるというのはあり得ない。現庁舎における周

辺施設と連動した開発の可能性、あるいは文化センター・防災センターを含めた

検討の中で活用可能な面積を考えても、基本構想の段階で現庁舎敷地に絞った

方がよいと考えている。会長には、現庁舎敷地での新庁舎整備を基本的な方向性

として意見集約をしていただきたい。 

■会長 ： 現庁舎敷地はこれまで第 1ケーススタディ候補としているが、委員の皆様も候

補地として確定してもよいと思われたのではないか。本会議では先入観を持た

ないほうがよいとは考えているが、他の区有地や団地、臨海部なども比較した上

で、他の敷地は可能性として難しそうだということもある。敷地については、後

ほど委員の皆様に確認をさせていただきたい。 

 

■委員 ： 保健所は区役所以外にあるが、コロナ禍などでは保健所と区役所の連携が非常

に重要であることを踏まえると、保健所の機能を区役所に入れた方が一体的に、

迅速に対応できるのではないか。区としてはどう考えていくのか。また、行政需

要が増えている中で、将来的な職員数について、現段階で目標が見えていると庁

舎の規模が固まってくるのではないか。会議室も足りないという説明だったが、
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本会議の中では将来的にはオンライン化などで会議室は減らしていってもよい

のではという意見がある。資料からは区としては会議室を増やしていきたいと

いう意図が見て取れるが、どう考えているのか。 

■事務局： 保健所については感染症対策の司令塔として活躍してもらっている。元々は庁

舎内と保健相談所に保健所の一部機能が分散していたものを、健康センターと

一体にすることによって集約し、分かりやすく、使いやすくしたものである。保

健所と各地に配置した相談機能という形で整理したところだが、新型コロナの

対応においては、区役所との物理的な距離はデメリットがあったと考えており、

最優先で考えていくべきと認識している。職員数については 23区内では、新型

コロナ、災害対策、児童相談所の整備などで増加傾向になっている。現時点で具

体的な目標値の設定は難しいが、一旦は現状を維持しつつ、複合化により出てく

る面積を有効活用しながら検討すべきと考えている。会議室については DX化が

進むことにより、集まる会議は減らす方向もあり得るが、対面での会議も残るた

め、会議の質によって検討が必要と考えている。 

■委員 ： 保健所も今後集約する方向であり、職員数も行政需要が増えていることを踏ま

えると増える可能性がある。水害対策を考えると、今は窓口が２階だが、さらに

上の階になる可能性も高い。それらを踏まえると、規模はさらに広げていく必要

もあるのではないか。先行きが分からない部分はあるが、想定以上に広さは考え

ていかなければならない。 

 

■委員 ： 今回の規模を算出するにあたって、例えば階高や廊下の幅など、一定の基準を

基に積算しているのか。 

■事務局： 規模については、基本構想段階では職員数などをベースとしながら算定してお

り、積み上げにはなっていない。ただし、ある程度必要な機能が配置できること

は確認している。今後、基本計画段階で、どの程度廊下の幅や階高があればよい

のか、積み上げ等も合わせながら決めていくものと考えている。 

■委員 ： ざっくりした計算だと思うが、部材などでも変わってくるので、ある程度前提

を想定しないと、結局縮小しなければならないということもあり得る。 

 

■委員 ： 区民アンケートについて、７割近くが対面を望んでいるということだったが、

17 ページを見ると７割以上がオンラインでサービスを受けたいとも受け取れる。

窓口でないといけないという人は少数である。12 ページを見るとオンラインサ

ービスを受けたことがある人が非常に少ないが、オンラインサービスが充実し

ていないということではないか。オンラインサービスを受けたことがある人の

窓口・オンライン利用意向をクロス集計で分析すべきだろう。オンライン化にも

っと力を入れるべきではないかと考える。規模について、36 ページを見ると中

野区は待合スペースが少ない。これは待合スペースが集約化されているからで
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あり、こういうあり方が主流になってくると思っている。これまでとおりのカウ

ンターサービスではなく、オンラインがメインになるであろう時代の窓口のあ

り方を考えてもらいたい。また、39 ページで将来的には来庁数が最大で３割程

度減るとあるが、相談か手続きかで違う。相談機能は充実させるべきだと考えて

いる。中野区も相談コーナーを充実させ、カウンターは減らしている。来客数だ

けで考えると同じような設えになってしまう。会議室の予約率が高いのはきち

んとした統計が取られていないからではないか。何時から何時まで使われてい

るのか集計すれば変わってくる。また、大きめの会議室が多いが、色々な自治体

に行っても多くても８人程度、３～４人の会議も多い。中野区では相談ブースも

うまく使って、少人数の会議をしている。面積を減らすべきということではない

が、新しい時代に即した柔軟な考え方、特に低層部については柔軟性を持たせて

考えていってもらいたい。総務省のフロントヤード改革というのは、窓口を縮小

していく先に、区民との協働スペースを増やそうということ、役所は協働する場

所に変わっていくということである。北見市のように窓口の先に大きなホール

を設け、マイナンバーカードの申請などはそこで対応するというような柔軟な

対応ができる。そういった場所をつくることが今後の庁舎では重要だと考える。 

 

■委員 ： 保健所機能が集約されるのも賛成だし、余ったところに周辺の施設が移動する

ことによって収益事業につなげ、財源の確保もできるのではないかと思ってい

る。今後の行政需要は多様化しており、職員だけでは行政サービスが厳しくなっ

てくる。区民との協働は大きなウェイトを占めてくるだろう。その中心である区

役所を人が集まる区役所にすることで、コミュニティの場、協働の場になる。職

員が働く面積だけでなく、将来的に協働で行政サービスを担っていくために、防

災センター、文化センターを含めた形で新庁舎を検討してもよいのではないか

と考える。さらに再開発という視点に立てば商業施設も入ってくるかもしれな

いが、どこまで整合性を取れるかは大きな課題である。北海道の町役場にはスポ

ーツクラブやカフェ、コインランドリーなどが入り、町民が集まる拠点となって

いる。それも今後の庁舎のあり方だと考えている。北見市では DXによって窓口

に来る人が減った分、相談を充実している。DX ですべてが賄えるわけではない

が、職員の一人ひとりへの対応時間が増やせる。防災センター・文化センターも

含めた複合的な施設のあり方が重要と考える。 

■事務局： 文化センターは区民の自主的な活動、文化活動の拠点という意味合いで整備し

ているので、区民協働の拠点として組み合わせるのも有益な方法のひとつだと

考えている。相談機能については、高齢化が進んでいく中で、手続きは身近なと

ころ、あるいはオンラインで対応する一方、高齢者の福祉サービスの相談などは

確実に増えていくという認識を持っている。 
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■副会長： 総務省の「地方債同意等基準運用要綱」というのはそもそもどういうものなの

か。贅沢をしないように上限を定めるものなのか、あるいは平均的な値を示すも

のか。特別区の職員一人あたり庁舎面積については、最小と最大で倍の差があり、

平均を取るには幅がありすぎる。この開きがなぜあるのか、分析が必要ではない

か。江東区の 22.3㎡はどのような計算をしているのか。 

■事務局： 「地方債同意等基準運用要綱」が定められた平成 22年は国が行財政改革、職

員削減を進めていた時期であり、ミニマムに誘導する方向で考えられていたと

思われる。ひとつの参考としては見ているが、これで適正とは判断しないほうが

よいと捉えている。職員一人あたり面積については、庁舎面積約 29,000 ㎡を

1,600人で割り返した数値である。 

■副会長： 質素倹約する場合はこの数値ということなのか。 

■事務局： 基本的にはミニマムに、あまり華美にならないようコストを抑えることが望ま

しいという方向性である。 

■副会長： 標準よりやや少なめという認識か。職員一人あたり面積については計算が合わ

ないので、あとで調整いただきたい。世田谷区と品川区で 2倍の開きがある理由

は分かるか。 

■事務局： 明確な分析はできていないが、直営の職員数で割り返しているため、アウトソ

ーシングの進捗によっても変わってくる。世田谷区については容積率の上限ま

で建てたが、本当はもう少し面積が欲しかったと聞いている。 

■副会長： 江東区の新庁舎に近い区役所の平均値であれば分かるが、特殊な使い方の庁舎

も含めて平均値をとることはやや乱暴という印象である。40 ページで個々の敷

地を対象にスタディしているが、建設中に仮庁舎を確保しようとしたときに、現

庁舎のみでは難しい。その辺りも追々詰めていく必要があるだろう。 

 

■委員 ： 36 ページで、区によって待合スペースの面積が異なっているが、そうであれ

ば庁舎の面積を職員数で割るのではなく、事務室は職員数で、窓口機能は来庁者

や行政サービスによるのではないか。その中で、この部分は DXで削減できるな

ど、積算方式で算出してみると違った形になると思われる。基本理念にあった

「かわりつづける庁舎」は非常に重要で、長く使うことを想定するほど、中身が

フレックスに変わり得るかというのはある。複合化については、公共施設との複

合化であれば長期的に大きな変動はないと思うが、民間との複合を考えると、来

る人が減ると儲からないので長期性がない。公共と複合化するのか、民間を入れ

るのかという方針はあってもよい。また、集約移転した場合、余った跡地を活用

することも考える必要がある。 

■事務局： 基本的には庁舎と親和性の高い公共施設が優先であり、残りの部分は定期借地

などで民間機能を入れた方が総合的に庁舎としての機能が高まるのであれば考

えるべきだと認識している。余剰の土地の有効活用も重要な視点であり、総合的
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に考えていくべきだと認識している。 

 

■委員 ： 委員を務めていた江戸川区新庁舎の検討においては、同じように平均を出すや

り方でも、人口などがより江戸川区の状況に近い庁舎など、シビアな検討をして

いた。この区役所はこうだからというのがもう少し見えてくれば、近いものが見

えてくる。面積算定の根拠としても皆が納得するのではないか。 

 

■委員 ： 職員の在宅勤務はどの程度の割合を検討しているのか。もう１点は、区民アン

ケートの結果からは意外と窓口を利用したい人が多いと感じた。これはオンラ

インサービスのやり方が分からないのが前提にあるのではないか。それがなく

なればオンライン化が進むのではないかと感じた。 

■事務局： テレワークは進んでいる自治体でも１割程度である。役所の業務はオンライン

で完結できることがあまりない。個人情報は庁内の専用のネット環境で管理し

ているし、窓口業務が多い。将来的には変わるかもしれないが、オンライン化に

よってスペースを小さくするというよりは、働きやすい環境を整備するために

テレワークを進めているというのが実情である。 

 

■委員 ： 22ページの規模検討の流れにおいて、「職員数にもとづく規模算定」とあるが、

保健所職員も規模算定に含めるべきだと考える。 

 

 

■会長 ： 規模に関しては、もう少し分析をしていく必要があるという意見があったが、

大きく規模が変わってくるようなご意見はなかったと思われる。22 ページにあ

るとおり、基本計画において明確化することになるが、ベースとなる庁舎規模に

ついては本会議で共通のイメージを持つことができた。本議題の冒頭において

お伝えしたとおり、新庁舎の場所についてはよりはっきりさせて検討していか

ないと規模も事業手法も具体的な検討が難しくなると考えるが、現庁舎敷地を

第一候補とさせていただいてよいか。 

（異議なし） 

 

閉会 

■会長 ： 以上、本日の議題は終了である。 

（事務局より事務連絡） 

■会長 ： ただいまの件で、質問等はあるか。 

（特になし） 

■会長 ： これで、本日の策定会議を終了する。 

 

以 上 
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 第5回 

日時 令和６年 10月 4日（金）19:00～20:00 

場所 江東区役所７階 71～73会議室 

委員 

（順不同・

敬称略） 

〇 志村 秀明【会長】 欠 加藤 孝明【副会長】 

〇 芦谷 典子 □ 菅原 麻衣子 □ 髙橋 邦夫 欠 山﨑 誠子 

欠 馬締 和久 〇 鈴木 健之 〇 笠木 直人 〇 喜友名 栄理 

欠 齊藤 裕江 〇 福島 一帥 〇 川北 直人 〇 石川 邦夫 

〇 徳永 雅博 〇 二瓶 文隆   

  ※〇:対面出席、□:オンライン出席、欠:欠席 

事務局 

油井副区長、炭谷政策経営部長、大塚企画課長、黒澤財政課長、 

前田計画推進担当課長、保谷総務課長、賀来経理課長、藤原営繕課長、 

谷川都市計画課長、半田都市交通輸送担当課長、名取まちづくり推進課長 

傍聴者 ６名 

 

次第 

開会 

１．会長挨拶 

２．第４回議事要旨等の確認について 

３．新庁舎の規模について 

４．基本構想の記載項目・内容について 

５．事業手法等について 

閉会 

資料 

次第 

江東区新庁舎建設基本構想策定会議委員名簿 

席次表 

資料１：第５回江東区新庁舎建設基本構想策定会議 出席職員一覧 

資料２：第４回江東区新庁舎建設基本構想策定会議 議事要旨（案） 

資料３：第４回江東区新庁舎建設基本構想策定会議 意見メモ 

資料４：第５回江東区新庁舎建設基本構想策定会議 会議資料 

参考１：区民アンケート結果（追加） 

意見メモ 
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開会 

（事務局より挨拶、欠席委員の確認、傍聴者（６名）の着席の確認、配布資料の確認） 

 

１．会長挨拶 

■会長 ： 次第のとおり、前半は新庁舎の規模について事務局から報告をする。後半は、

前回の会議での意見を踏まえた基本理念・基本方針の確認と事業手法をとりあ

げる。多くのご意見をいただきたく、よろしくお願いしたい。 

 

２．第４回議事要旨等の確認について 

■会長 ： まず「第４回議事要旨等について」を議題とする。事務局より説明をお願いす

る。 

（事務局より資料２、３について説明） 

■会長 ： 資料２、３についてご意見等はあるか。 

（特になし） 

 

３．新庁舎の規模について 

■会長 ： 次に、「新庁舎の規模について」を議題とする。事務局より説明をお願いする。 

（事務局より資料４の説明） 

■会長 ： ただいまの説明に対し、ご質問・ご意見等はあるか。 

 

■委員 ： 庁舎の規模は 40,000㎡と想定することについては前回と大きく変わらないと

理解した。また、窓口とオンラインの利用意向について、オンラインがあったと

しても一定数は窓口が必要と感じていることがアンケート結果等から明らかに

なったと整理されている。このことから、窓口の必要性については当面変わらな

いが、将来的に窓口が必要かどうかを考え直すことはあり得るだろう。今回の積

算では想定職員数に会計年度任用職員も含まれているため妥当な積算であると

感じた。 

■会長 ： 基本構想段階では約 40,000㎡の想定で問題ないと考える。 

 

４．基本構想の記載項目・内容について 

■会長 ： 次に、「基本構想の記載項目・内容について」を議題とする。事務局より説明

をお願いする。 

（事務局より資料４の説明） 

■会長 ： ただいまの説明に対し、ご質問・ご意見等はあるか。 

 

■委員 ： 基本理念・基本方針については徐々によいものになってきたと感じる。そのう

えで、「江東区らしさの継承」についてお伺いしたい。「水、緑、木材など」と記
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載されているうち、「など」に含まれることの具体的なイメージがあれば教えて

いただきたい。 

■事務局： 具体的に想定しているわけではないが、江東区らしさの継承については区民ワ

ークショップやこどもインタビューから抽出したキーワードをもとに理念とし

てまとめたものである。水と緑と木材は共通で出てきた主な要素であるが、それ

以外にも今後の議論の中で他の要素が出てくる可能性も想定し、幅を持たせた

記載としている。 

■委員 ： 現時点では「など」に含まれるイメージは具体的にはないと理解した。これか

らの議論を広げる余地があることについては夢が広がってよいと感じる。 

 その他に、区民参加の要素を入れていただいているが、その内容について具体

的なイメージはあるか。 

■事務局： 次年度の基本計画検討段階においても区民ワークショップを実施したいと考

えている。より多くの子どもたちや区民の方の声をお伺いしたい。 

■委員 ： 他の区の基本構想では、「環境と調和する」など周辺に対する気遣いの要素が

含まれている。江東区でもそのような記載を含めてもよいのではないか。意見で

ある。 

 

■委員 ： 基本構想の参考事例として江戸川区、品川区及び世田谷区が掲載されているが、

この３つ以外の区を参考にしていない理由はあるか。 

■事務局： 近隣かつ特徴的な区の事例を掲載しているものであり、検討の過程では他の自

治体も参考にしている。今回は資料のボリュームの関係ですべてお示しできて

いないだけである。例えば江戸川区は防災対策、品川区や世田谷区は協働のあり

方が特徴的である。 

 

■委員 ： 基本理念では水害対策について明確に言及しているが、基本方針では災害や耐

震が冒頭に記載されている。耐震性能は日本全国どこでも必要だが、水害は江東

区の地理的な特徴である。基本方針では耐震性能の方が先に触れられているが

問題ないか。 

■事務局： 耐震性能については首都直下地震を想定して必要なものを確保したいと考え

ている。確かに、浸水リスクは江東区において特徴的であるが、水害は 1000年

に１度程度であり地震のほうが発生可能性は高い。まずは耐震性能を十分に確

保しつつ、そのうえで浸水対策をとるという考え方の順番で問題ないと考えて

いる。 

 

■委員 ： 18 ページの基本理念については全体に充実してきていると感じる。アクセシ

ビリティに関して、「バリアフリーに配慮する」という記載があるが、バリアフ

リーが意味するのは「既存の施設のバリアを取り除く」ことである。新しい庁舎
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をつくる場合は、そもそもバリアをつくらないということのほうが重要である。 

 

■委員 ： 19 ページの「最先端の環境性能を有する」という点については大賛成である

が、木材の活用については留意が必要である。これまでは木材の使用量が多いこ

とが重視されてきたが、多く使用すると森林の衰退の問題にもつながる。伐採し

た後の森をどう再生していくかも気にすべきだろう。持続可能な環境の実現に

資する庁舎にしていただきたい。 

■事務局： 他の庁舎を見てみると、世田谷区は伐採した木材をベンチに転用するなど様々

な工夫を行っている。間伐材の活用は森林の維持に貢献する場合もあるため木

材利用が一概に森林破壊につながるわけではない。ただ、広い意味で環境に配慮

する、環境のことを考えられる場所になるよう表現を検討したい。 

■委員 ： 木材を使用した庁舎とすることについては大賛成である。使用することによっ

て環境破壊にならないように注意していただきたい。 

■会長 ： 区民参加の文脈と絡めて、「木材活用を通じて環境を学ぶ」といった方法もあ

り得るのではないか。 

 

５．事業手法等について 

■会長 ： 次に、「事業手法等について」を議題とする。事務局より説明をお願いする。 

（事務局より資料４の説明） 

■会長 ： ただいまの説明に対し、ご質問・ご意見等はあるか。 

 

■委員 ： 24 ページについて各敷地の面積、建物の築年数をご教示いただきたい。文化

センターの築年数だけが書かれているが、これを見た人は他の建物の築年数も

知りたくなるのではないか。 

■事務局： それらは資料４の３ページに記載している。築年数については、本庁舎は昭和

48 年度、防災センターは平成 17 年度、文化センターは昭和 56 年度である。延

床面積は本庁舎が 23,721.03 ㎡、防災センター4,720.23 ㎡、文化センター

14,497.06㎡となっている。文化センターの５階と６階は庁舎の専用会議室とし

て約 500 ㎡を使用している。24 ページのうち、青い部分が庁舎建設として想定

される整備範囲となる。③は現庁舎と防災センターをあわせた延床面積が

40,000㎡程度、文化センターが 15,000㎡程度であり、複合化等に用いられる余

剰面積が 6,000㎡あることを示している。 

■会長 ： 現庁舎と防災センターは一つの敷地であるため、個別には敷地面積は記載され

ていない。 

 

■委員 ： 事業手法については、基本構想は整理であって、具体的な検討は基本計画だと

理解している。基本構想で整理いただく際は、もう少しかみ砕いていただきたい。
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例えば資金調達も官民でメリット、デメリットが違うと思う。 

■会長 ： 自分が理解しているのは、①従来手法、②設計と施工が一体的である DB、③

民間資金を活用する PFIという概ね３つの事業手法が基本だと理解している。 

■事務局： 事業手法は周辺敷地と一体的に開発をするかによっても変わる。区の公共施設

を建て替える場合に検討するべき手法として、一定規模以上の事業の場合は PFI

も含めて手法を検討するルールがある。そこで、従来手法と DBに加えて PFI的

な手法を用いた場合にメリット・デメリットがどうなるかを整理して一旦お示

しした。 

■委員 ： 事業手法を比較検討する資料を工夫していただきたい。 

■会長 ： 考えていく順番として、前回の会議で現庁舎敷地を第一候補とすることになり、

本日は事業手法を提示した。まずは 24ページにある条件がそろわないと事業手

法の話にいけない。そのうえでサウンディング調査をしていかないと決められ

ない。24 ページに記載の内容が決まらなければならないというのが、まずは押

さえておくべき事項である。 

 

■委員 ： 24 ページを見ると、感染症対策も明確にワードとして入ってきている。防災

センター機能、保健所機能はそもそも庁舎に備わっているものだという見解を

私は持っている。そう考えると、②では仮庁舎のことを想定すると不十分で、③

を掘り下げていくんだということをまとめていった方がよい。 

■委員 ： 防災センターの築年数に関する理由づけを明確にして、それも織り込んだうえ

でメリットがあることを明示されている方がよいと思う。 

■会長 ： 区民が納得できるようにしていただきたい。事務局で防災センターを建て替え

ることに関する資料を過去に作成しているが、もう一度整理していただきたい。 

■事務局： 確認する。 

■会長 ： 事業手法は内容が難しいし、サウンディングによっても採用する手法が変わる。

場所が良いので民間資金の活用の可能性もある。構想の段階ではすぐに結論が

出ないことだと考える。 

 

閉会 

■会長 ： 以上、本日の議題は終了である。 

（事務局より事務連絡） 

■会長 ： ただいまの件で、質問等はあるか。 

（特になし） 

■会長 ： これで、本日の策定会議を終了する。途中回線が不安定となったため、オンラ

イン参加をされている菅原委員、高橋委員には意見シートを別途提出していた

だきたい。 

  

以 上 
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 第6回 

日時 令和６年 10月 18日（金）19:00～20:00 

場所 江東区文化センター５階 第６～８会議室 

委員 

（順不同・

敬称略） 

〇 志村 秀明【会長】 □ 加藤 孝明【副会長】 

〇 芦谷 典子 □ 菅原 麻衣子 □ 髙橋 邦夫 □ 山﨑 誠子 

〇 馬締 和久 〇 鈴木 健之 〇 笠木 直人 〇 喜友名 栄理 

〇 齊藤 裕江 〇 福島 一帥 〇 川北 直人 〇 石川 邦夫 

〇 徳永 雅博 〇 二瓶 文隆   

  ※〇:対面出席、□:オンライン出席、欠:欠席 

事務局 
綾部副区長、油井副区長、大塚企画課長、黒澤財政課長、 

前田計画推進担当課長、保谷総務課長、賀来経理課長、藤原営繕課長 

傍聴者 ５名 

 

次第 

開会 

１．会長挨拶 

２．第５回議事要旨等の確認について 

３．基本構想（素案）について 

閉会 

資料 

次第 

江東区新庁舎建設基本構想策定会議委員名簿 

席次表 

資料１：第６回江東区新庁舎建設基本構想策定会議 出席職員一覧 

資料２：第５回江東区新庁舎建設基本構想策定会議 議事要旨（案） 

資料３：第５回江東区新庁舎建設基本構想策定会議 意見メモ 

資料４：基本構想（素案）【概要版】 

資料５：基本構想（素案）【本編】 

参考１：江東区新庁舎建設基本構想会議関連資料 

参考２：区民アンケート結果 

参考３：区民アンケート調査表 

参考４：こどもグループインタビュー結果 

参考５：区民ワークショップ結果 

参考６：庁内プロジェクトチーム検討結果 

参考７：建設候補地の検討（二次評価の詳細） 

参考８：今後のスケジュール 

意見聴取シート 
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開会 

（事務局より挨拶、傍聴者（５名）の着席の確認、配布資料の確認） 

 

１．会長挨拶 

■会長 ： 次第のとおり、本日は、これまでの会議にて委員の皆さんからのご意見を反映

した基本構想の素案について一緒に確認しながら素案を取りまとめていきたい。 

 

２．第５回議事要旨等の確認について 

■会長 ： まず「第５回議事要旨等について」を議題とする。事務局より説明をお願いす

る。 

（事務局より資料２、３について説明） 

■会長 ： 資料２、３についてご意見等はあるか。 

（特になし） 

 

３．基本構想（素案）について 

■会長 ： 次に、「基本構想（素案）について」を議題とする。事務局より説明をお願い

する。 

（事務局より資料４、５及び参考資料１～７の説明） 

■会長 ： ただいまの説明に対し、ご質問・ご意見等はあるか。 

 

■委員 ： 18 ページに職員数の推移を示すグラフがあるが、増加している時期はその増

加率が大きいように見える。その理由は何か。 

■会長 ： グラフの縦軸の表示範囲が 2,500～2,800人となっているため大きく変化して

いるように見えるのではないか。 

■事務局： ご指摘のとおりで、縦軸の表示範囲を狭めているため変動幅が大きく見えてい

る。増加要因は２つである。 

 １つは、DX の一環で、住民記録データや税金データを扱うシステムを総務省

が音頭をとりながら共通化することになっており、それに伴ってシステム移行

のための情報システム関連の人員を住民サービス関連の部署に配置する必要が

あったことである。   

また、DXを行う部署を新たに設立したことも増加要因である。 

もう１つは、区で行っている児童相談所の整備に伴い、関連する福祉職、心理職、

ケースワーカー等の専門職員の採用を行ったことが挙げられる 

■委員 ： 理解した。一方で、職員数は狭隘化状況を確認するための算出に使われている

など、検討の内容との関連性があるため、数値の取扱いには注意したほうがよい

のではないか。 

■会長 ： 基本構想本編にも事務局のご説明の内容を簡略化して説明として書いたほう



参考 1- 51 

がよい。 

■事務局： 承知した。 

 

■委員 ： これまでの議論を踏まえてわかりやすくまとまっていると感じる。次年度以降、

基本計画の策定を行うにあたり、関連する会議体の設置についてはどのように

考えているか。何か想定がある場合、基本構想にそれらの会議体については記載

しなくてもよいか。 

■事務局： 基本計画以降の体制については調整中ではあるが、３つの考え方に基づき進め

ることを想定している。その３つとは、行政として計画づくりを進めること、議

会にご意見をいただくこと、区民からの意見をいただくこと、である。 

今年度は基本構想に関する幅広いご意見をいただいたところであるが、来年

度は特に行政の窓口のあり方等についても検討したい。これは庁内の PTなどで

議論を進めるなど、行政内部に組織体を設置することを検討している。議会につ

いては、議会事務局とも相談をしているところである。いずれかの委員会で議論

できるようにしたい。 

区民のみなさまからの意見を聞くことについては、今年度と同様にワークシ

ョップの形式で実施するのがよいのではないかと考えている。例えばアクセシ

ビリティの観点やこどもたちの意見なども聞いていきたい。 

基本構想に来年度の予定まで書き込むことは想定していないが、次年度も

様々な人の意見を聞きながら進めたい。 

■会長 ： 重要なご意見である。構想にも区民参加が掲げられているところであり、丁寧

に進めていただきたい。 

■事務局： 加えて、学識経験者の先生方には専門的知見からのアドバイスをいただきたい。

どのような方法でお願いするかについては今後相談したい。 

 

■委員 ： 基本理念、基本方針及び実現のための方策に対して第４回の策定会議で出てい

た意見との関連をお伺いしたい。１つは、基本理念のうち「かわりつづける庁舎」

という表現がわかりにくい、というご指摘についてである。また、江東区らしさ

の継承について、「水や緑が…」という要素の中で、グリーンインフラの重視に

関する表現を入れたほうがよいというご意見もあった。これらが反映されてい

ないように見えるため理由をご説明いただきたい。 

また、総務省が掲げるフロントヤード改革を背景として、窓口の縮小や区民と

の協働スペースを増やし区役所が協働の場となっていくという流れもある。基

本理念にも協働を掲げているなかで、「実現のための方策」の２つめの要素に「区

民に、区民協働に関する情報発信」とあり、表現として違和感があるがいかがか。

区民協働については重要な要素でありしっかりと取り組んでいただきたい。 

■事務局： 「かわりつづける庁舎」という表現については、「先進性」とは少しニュアン
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スが異なり、意図としては、住民サービスの提供方法の変化に対応した可変性や

コストの観点での意味合いを含めたい。今後 50年などの長期で使っていくこと

を考えると、10 年後の庁舎と、それより先ではあり方が違う。進化や先進性と

いうよりは可変性が重要なのであり、固定化しないというニュアンスを出した

い。 

グリーンインフラについては、大切な言葉ではあるが、意味に幅があるため使

用することを避けた。 

協働に関連するご指摘については、文章のつながりに違和感があるため修正

する。また、委員からのご意見において、文化センターまで含めた整備とするの

であれば交流と協働を明確に掲げたほうがよいというご指摘があったことから、

基本方針で「交流・協働」の要素を前面に出している。 

■委員 ： 50 年先を見据えているということで理解した。コストの観点で言うと、最先

端の技術を導入することでコスト縮減につながる可能性もある。基本理念・基本

方針において、「かわりつづける庁舎」からの引き出し線が「ライフサイクルコ

ストの低減」にしかつながっていないが、「先進的な取組の実施」の要素にもつ

なげてよいのではないか。最新技術活用による環境性能の向上なども行ってい

ただきたい。 

協働に関連して、現状の窓口のスペースが大きいため今後そのようなスペー

スが相談スペース等にどのように転換していくか期待しているところである。

協働スペースについては積極的に取り組めるような方針にしていただきたい。 

■会長 ： いただいたご意見は最終的に調整する内容と考える。基本理念と基本方針の整

理については、「江東区らしさの継承」と「先進的な取組の実施」の図を入れ替

えて矢印をつなげるのがよいだろう。事務局にてご検討いただきたい。 

 

■委員 ： 素案はよくできており、策定会議での議論の成果が出ていると感じた。読んで

いくと、第 3章のまとめの部分が極めて普通の書き方となっており、弱いと感じ

る。中野区役所は区民活動のためのスペースやサポートが非常に充実している。

一方で、窓口は集約しすぎて区民が待つスペースが狭くなっているなどマイナ

ス面もある、遊びがないと感じた。色々な庁舎を見比べた結果、アメニティ、コ

ミュニティの拠点、区民協働の拠点がこれからの時代に必要だと考え、基本理

念・基本方針も作成されたのだから、そこにつながるようにまとめの文章も検討

してもらいたい。 

 

■委員 ： 「かわりつづける庁舎」については、例えば LCCの低減に資する工法を採用し

た結果、弱い建物になるといったことがないよう、バランスをよく考える必要が

ある。余剰容積の活用については、防災センター・文化センターを含めた再整備

とし、区民協働のための空間をつくるということは理解したが、収益を上げると
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いう点とどうバランスをとるのか。 

■事務局： 余剰空間については、44 ページで庁舎・防災センター・文化センターを合わ

せた再整備でどの程度の面積が生まれるかというシミュレーションをまとめて

いる。その結果、6,000㎡程度の余剰容積が出る可能性があるため、行政機能の

集約について、基本計画に向けて庁内でも検討していきたい。収益性についても

全く考えられないということではないが、6,000㎡ではなかなか考えにくい。た

だし、周辺の意向も把握して、面的な開発ができる場合は、収益性についても考

える余地はある。 

■委員 ： 現時点では区有地内で新庁舎を再整備する想定だが、将来的には地域一帯を巻

き込んだ再開発も可能性があると理解してよいのか。 

■会長 ： 書き方はなかなか難しいが、検討は基本計画に引き継がれるものと考えている。 

 

■委員 ： すばらしい基本構想素案ができたと考えている。読みやすい。細かい点だが、

目次を見ると第 2 章と第 3 章、第 5 章にまとめがある。まとめというのは読み

物の最後にあるものであって、章の最後に入れるのは誤解を招く。何についての

まとめなのか、見出しを工夫した方がよい。また、庁舎の基本構想なので庁舎が

中心になるのはやむを得ないが、まちづくり全体を見据えて計画を作ってほし

いという話をこれまでしてきた。第 3章のまとめを厚くし、単に庁舎のことだけ

でなく、区全体のバランスやまちづくりを考慮して基本構想を作ってきたこと、

今後の基本計画でも活かしていくということを整理してほしい。総務省のフロ

ントヤード改革は、庁舎の建て替えを考えている自治体にとっては重い意味を

持つものだと考えている。単にオンライン申請か窓口かの二択ではない。総務省

の資料内でもオムニチャネルという言葉があり、例えばオンライン手続ができ

なくても公民館や郵便局で手続きができるなど、面的な受付のあり方、住民サー

ビスを考えてもらいたい。第 3章のまとめに、行政サービスのあり方について、

他施設の機能拡張も含めて見直していくという文言を入れてもらいたい。 

■会長 ： 江東区全体のまちづくりを見据えてという点については、策定会議でもしっか

りと検討してきたことなので、基本構想に入れた方がよい。新庁舎の建設場所に

ついても、幅広く候補地を見てきたので、記載については検討してもらえるとよ

い。併せて概要版の第 3章も文章だけで簡単な記載になっているので、書き方を

考えてもらいたい。 

 

■委員 ： 基本計画についての話があったが、今後の進め方でも区民参加、バリアフリー

であれば当事者参加を必須として考えてもらいたい。56 ページを見ても、区民

参加の手法を取り入れながら進めていくことが読み取れない。事務局の説明で

は具体的に考えていることは分かったが、冊子だけを見ると読み取れないので、

検討の進め方やスケジュールに含めてもらいたい。 
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■会長 ： 大切なポイントである。56 ページは一見あっさりとしすぎているので、書け

る範囲で追記した方がよい。 

 

■委員 ： 56 ページの検討の進め方とスケジュールについて、新駅の整備に伴い都市計

画が進められるとのことだったが、新庁舎の整備とどう関係していくのかが分

かるとよい。 

 

■副会長： 基本構想では、新庁舎整備における考え方の整理、基本理念、新庁舎の特徴を

ある程度固めたこと、建設場所、文化センターと併せて再整備することしか決め

られていない。基本構想をこのレベルで留めると、基本計画の負担がやや重いの

ではと感じる。基本構想でもう少し踏み込んで検討してもよいのではないかと

いう印象だが、あえてこの程度に留めるという理解でよいか。 

■事務局： 策定会議においては理念や特徴だけでなく、建設場所に関してもフラットに検

討したいという考えがあり、その点に注力して議論いただき、決めることができ

た。一方で、どのような新庁舎にしていくかについては、開発の範囲に左右され

るところがある。また、行政機能の集約についても庁内で検討が必要なので、今

後は基本計画段階で検討を進めていきたい。 

■副会長： 規模に関しても、参考の数字を示しているものの、基本構想では決めず、基本

計画において決めていくということでよいか。 

■会長 ： そのとおりである。前回の策定会議で事業手法について意見交換をしたが、そ

れも今後の動向、サウンディング調査の結果等によって変わってくる。基本計画

で検討する内容が大きくなるが、庁舎の敷地の特性もあり、ここまでの検討でも、

基本構想としては大きな役割を果たしたと思っている。 

 

■委員 ： 46ページの概算事業費の想定に、「事例等から設定」と記載があるが、予算を

決めたということなのか、事例等から概算にて算出しただけなのか。「事例等」

が先行事例だとすると、インフレ率などは考慮したのか。 

■会長 ： 46 ページの記載は簡潔すぎるので、建設費の高騰や、参考とした事例など、

情報を追加した方がよいだろう。 

■委員 ： 52ページ、（５）参考事例の文章に「上記の手法に関する先行事例」とあるが、

参考事例の誤りか。 

■会長 ： キーワードは策定会議だけでなく区民ワークショップなどで出てきた文言も

含まれている。書き方については事務局で検討してもらいたい。 

■会長 ： その他、何か追加でご意見があれば意見聴取表で提出してもらいたい。 

 

閉会 

■会長 ： 以上、本日の議題は終了である。 
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（事務局より事務連絡） 

■会長 ： ただいまの件で、質問等はあるか。 

（特になし） 

■会長 ： これで、本日の策定会議を終了する。 

 

以 上 
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 第7回 

日時 令和７年２月４日（金）19:00～20:00 

場所 江東区役所７階 71～73会議室 

委員 

（順不同・

敬称略） 

〇 志村 秀明【会長】 □ 加藤 孝明【副会長】 

〇 芦谷 典子 〇 菅原 麻衣子 □ 髙橋 邦夫 □ 山﨑 誠子 

〇 馬締 和久 〇 鈴木 健之 □ 笠木 直人 〇 喜友名 栄理 

〇 齊藤 裕江 〇 福島 一帥 〇 川北 直人 〇 石川 邦夫 

〇 徳永 雅博 〇 二瓶 文隆   

  ※〇:対面出席、□:オンライン出席 

事務局 
綾部副区長、油井副区長、炭谷政策経営部長、大塚企画課長、黒澤財政課長、 

前田計画推進担当課長、保谷総務課長、賀来経理課長、藤原営繕課長 

傍聴者 ５名 

 

次第 

開会 

１．会長挨拶 

２．基本構想（案）について 

閉会 

資料 

次第 

江東区新庁舎建設基本構想策定会議委員名簿 

席次表 

資料１：第７回江東区新庁舎建設基本構想策定会議 出席職員一覧 

資料２：パブリックコメントの実施結果 

資料３：基本構想（案）【概要版】  

資料４：基本構想（案）【本編】 

参考１：今後の予定 
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開会 

（事務局より挨拶、傍聴者（５名）の着席の確認、配布資料の確認） 

 

１．会長挨拶 

■会長 ： 本日が策定会議の最終回となる。次第のとおり、本日はパブリックコメントで

のご意見と区の考え方を一緒に確認しながら、基本構想（案）を取りまとめてい

きたい。 

 

２．基本構想（案）について 

■会長 ： 「基本構想（案）について」を議題とする。事務局より説明をお願いする。 

（事務局より資料２～４及び参考１の説明） 

■会長 ： ただいまの説明に対し、ご質問・ご意見等はあるか。資料３、４については素

案から変更なしとのことで手元に配布しているためそれぞれご確認いただきた

い。 

 

■委員 ： パブリックコメントの取り扱いについてお伺いしたい。基本構想は修正なしと

のことだが、パブリックコメントの中には機能面など今後参考にすべきご意見

は多くある。ご意見をどのように基本計画において反映しようとしているのか

についてお考えを教えていただきたい。 

 先日令和７年度予算（案）が公表されたが、庁舎の建設基金を令和７年度から

設置し、35 億円ずつ積み上げることになっている。基本構想の段階では事業費

は約 700 億円と示されているが、基金と区債の負担割合をどのように考えてい

くのか。 

 今後は、区民、議員、学識経験者が別々に議論を進めるとのことであるが、そ

の頻度はどのように想定しているか。議員については区議会で議論の場を設け

ることになると推測するため定例会の場だと年４回程度だろう。専門的な検討

をするにあたり学識経験者の意見は重要であるし、区民のみなさまの意見も大

切である。 

■事務局： パブリックコメントでの意見は、様々な視点から率直な意見をいただいたもの

であり、とりまとめて全庁的に共有する予定である。計画を検討するにあたって

は、まとめた資料を逐次確認しながら進めたい。 

 基金については、現時点では事業費の約半分を 10年程度で積み立てることを

想定しているが、今後財政当局と議論もしながら進める。残りの半分は起債によ

り世代間の負担の公平性を担保したい。計画段階において、事業費を精査しなが

ら負担割合についても検討していく。 

 今後の議論の頻度については、議会は定例会での報告として年４回、学識経験
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者の会議については検討内容等についてご意見を伺う場として年３回程度を想

定している。ワークショップについては、一般の方、障がいをお持ちの方、子ど

もなど対象を変えながら様々な方にご意見をいただきたいと考えている。 

■委員 ： パブリックコメントの中には貴重なご意見もあり機能面で検討すべきことも

ある。例えば交通広場の提案など、実現できるか否かは別として計画段階でも参

考にできるようまとめて引き継いでいただきたい。 

 基金と区債の割合が半々とのことだが、現役の負担と将来世代の負担が半々

でよいのかどうかは議論の余地がある。将来の利用者世代の負担のほうが高い

ほうがよいのかどうかも含めて平場で議論する必要はあるのではないか。基本

計画の中で議論を深めていただきたい。 

 今後のことについてはよく理解した。基本計画の議論はこれからの肝にもな

り専門性も高いものになる。文化センターも含めた建て替えとなると隣接地の

土地所有者との協議を行うことになり方向性の変化もあるだろう。学識の方々

のご意見も重要度を高めて幅広く聞いていただきたい。 

 

■委員 ： パブリックコメントのご意見は、区としては基本計画に盛り込んでいく方針と

理解した。個別に実施する各協議体などでの議論とつなげながら検討を深める

ことが大切だろう。 

 １月に議員団で中野区役所に視察に行ってきた。DX 関連では、迷わない、動

かない、持たない、書かないに加えて行かない、という４＋１の要素で「中野ス

マート窓口」として取り組まれており参考になる部分は多くあると思う。中野区

役所では、DX 関連の取組については建て替え前から実験的にやってみるなど準

備をされていたと聞く。江東区においても、基本計画段階から他事例を知りなが

ら議論することが重要。DX については紙をなくすなどできることはあるのでは

ないか。どのように取り組んでいくのか伺いたい。 

■事務局：  DXについては、基本構想をまとめる段階でも、DX推進計画に関するワーキン

ググループと合同で今回の新庁舎の庁内ワーキンググループを実施した。新庁

舎の整備を待たなければできないこととそれ以前に業務改革としてできること、

のどちらもあると認識している。まずはペーパーレスやフリーアドレスなど、今

までの紙を前提とした文化から変わっていくことが重要。職員の業務も PCで完

結するように変えることが住民の方々の申請のオンライン化を進めることにつ

ながると考えている。 

 来年度のトライアルとして、本庁舎４階でペーパーレス化やフリーアドレス

化を行うことを検討している。再来年度以降には他のフロアなども含めた取組

を進めながら、そこで出てきた知見を基本計画に反映していきたい。 

 

■委員 ： 中野区も、庁舎建て替え後に手続の方法も含めて区の職員が学ぶこと、支援が
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必要なことなどもあったと聞く。建て替えありきではなくその前から取り組ん

でいただきたい。先行的に取り組むことで区民への周知にもなると思う。 

 

■委員 ： パブリックコメントの提出者が 29人というのは少ないと感じる。まだ区民に

伝わっていない部分もあるのではないか。 

 基本構想は修正しないとのことだが、資料２の 11ページの No.77の文化セン

ターの複合化にする意見など庁舎以外の機能との複合化についてはしっかりと

議論が必要である。文化センターは特別な機能でありそれ自体のあり方を議論

する必要があるのではないか。庁舎だけの議論で一体化を考えるのは議論とし

て足りないように感じる。基本計画をつくるにあたり、文化センターとの複合化

による機能の共用や文化の創造などについて今後どのように検討されていくの

か。 

■事務局： パブリックコメントへの意見提出者数について、これまでパブリックコメント

を実施する際には区民に区報の特集号として配布し、そこに意見提出用のはが

きをつけていたが、電子媒体での提出も可能となるよう、特集号の配布はせず、

区報で周知し電子媒体等で提出できるようにした。その結果、人数はやや縮小傾

向にある。過去の同様のパブリックコメントでは 80～100 人程度から意見の提

出があった。一方、これまで無料のはがきがあるからという理由で計画に対する

意見以外も多く提出されていた。今回、総数は少ないが、提示している内容に対

して具体的なご意見をいただけたと感じている。ただし意見が減っていること

は事実なので、機会を捉えて計画の周知やワークショップ、意見聴取などを設け

ていきたい。 

 文化センターとの複合化について、庁舎と一体とするか、隣接させるかなどを

含めて今後の検討である。基本構想の中で掲げた「交流」や「協働」のキーワー

ドは文化センターが担っている要素でもある。庁舎と文化センターが隣接また

は複合となった場合にどちらがどの機能を持つかは、今後議論をしていきたい。

文化センターは演劇鑑賞、音楽鑑賞、サークル活動など日常の楽しみとして使わ

れているので、今後の区民意見聴取においても確認していきたい。 

■委員 ： 多くの区民の意見を聞くため、１回で終わりではなく今後も続けていただきた

い。パブリックコメントのあり方については各自治体が悩んでいるところ。全体

の意見を反映している形にはなりづらい。いろいろな形で今後やっていただき

たい。 

 文化センターとの複合化においては共通して持つ機能もある。別々のもので

はなく、区民が区役所に来て空間の中で文化を感じることも重要。早い段階でそ

の議論をしていただきたい。検討スケジュールも整理していただきたい。 

 

■委員 ： 将来区役所を使うことになる世代の意見が少なかったのではないか。実際に新
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庁舎が建ったときに利用される方の意見も基本計画段階では吸い上げていただ

きたい。 

 文化センターや防災センターも含めた建て替えを行う方向性が基本構想の中

で示されたが、建て替えの手法によっても予算が変わってくるだろう。また、予

定しているスケジュール感はこれで問題ないのか。予算については将来世代と

どのようにして公平に負担を分配すべきかが悩ましい。建物の法定耐用年数は

50～60 年となっていることも踏まえて現在想定している負担の割合が問題ない

のかについて考えていかないといけない。 

 区民の意見に関して、ワークショップや障がい者の方々のご意見はぜひ聞い

ていただきたい。一つの地域や単体だけでなく、公募のような方法で普段あまり

関わらない方々の意見も巻き込んで検討していただきたい。 

■事務局： 計画期間についてはご指摘のとおりである。区としては、現庁舎敷地での再整

備を前提として進めることを周辺の方々に説明をしている段階である。まずは

説明から始めつつ、どのような範囲でどのような手法が考えられるかは調整し

ながら実現の可能性について検討する。仮に、都市計画の手法等を使った場合は

２年間の計画では難しくなる可能性がある。少なくとも３～４年はかかるだろ

う。一方で事業費の確保方法は他にも選択肢が増えるなど、様々な要素を総合的

に考え、検討を進めていく。 

 世代間の公平性に関しては、基金と起債を現時点では半々の分担と考えてい

るが、それが正しいかどうかは検討しなければならない。起債等については建物

の内容によって充当率が制限される場合もあり、テクニカルな部分とあるべき

論の両方から議論しなければならない。例えば教育施設であれば充当率が高い

が、オフィス等についてはそれよりも低いと聞く。 

 ワークショップのうちバリアフリー関連の意見に関して、次年度、地下鉄８号

線延伸による新駅の整備を踏まえて、バリアフリー基本構想の見直しを予定し

ている。その範囲には東陽町も含まれており、都市整備部で計画しているそれら

のワークショップと連携しながら当事者のご意見を聞いていきたい。 

■委員 ： 東陽町駅周辺のこれからのまちづくりを複合的に考えると色々な手法が出て

くるだろう。じっくりと議論していただきたい。時間の制約にとらわれることよ

りも中身の議論を詰めることを優先していただきたい。 

 

■委員 ： 資料２の 22 ページの No.５に記載がある駐車場の動線は見落としがちな観点

である。歩行と自転車を中心にアクセスを考えがちなので、大事な指摘である。

基本構想は修正しない方針のようだが、今後の検討の中でこのような指摘を忘

れないように、資料４の 27 ページの基本理念・基本方針にある「キーワード」

に「安全でアクセスしやすい出入り口」という表現を残しても良いのではないか。

もしくは今後、基本計画の作成を進めるなかで、パブリックコメントの個別具体
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の意見を常に参照できる運営にしていただきたい。きれいにまとめられた基本

構想を見ると、こうした視点を忘れがちである。 

 また、パブリックコメントへの回答には「検討してまいります」という表現が

多いが、多用されると本当に今後検討されるのか真意が読み取りにくい。実際に

はこれまでも事務局は丁寧な検討をされてきたので今後も継続して取り組まれ

ると思うが、資料だけではそれが伝えきれない。たとえば、「目指します」とい

う言い切りで示せるものもあるのではないか。これまで検討してきた経緯が基

本構想にまとめられているので、言い切りで書いた方が伝わるのではないか。 

■事務局： おっしゃるとおりである。今後の検討のなかでいただいたご意見が漏れること

のないよう進めていきたい。基本構想（案）に記載の「キーワード」については、

まとめる段階で区民にも参加してもらった結果であるため、このままとさせて

いただきたい。ただ、視点として抜けないようにしっかり引き継ぎをしていきた

い。 

 パブリックコメントへの回答については、行政の言葉の使い方として「検討す

る」という表現は前向きな場合に使うことが多いが、ご指摘のような印象を受け

るようであれば、踏み込んだ表現ができる箇所があるか事務局で検討したい。 

■委員 ： 構想や計画をつくる側と、その読み手や受け手となる側では言葉の受け止め方

にズレが生じることがある。受け手の観点から見直すのは大事だと思う。前向き

に検討いただきたい。 

■会長 ： パブリックコメントで出された意見については、今後の検討においても受け継

がれるようにお願いしたい。 

 

■委員 ： 「検討してまいります」については、いつ、どこで検討するかが書かれるだけ

でも印象が違うと思う。「基本計画の中で」なのか「新庁舎の計画以外で」なの

かなど、時期が明示されているとよい。 

 

■委員 ： パブリックコメントを出された人は、予算の制約を感じているという印象を受

けた。受益と負担のバランスが大事になる。負担を減らそうとしすぎても問題が

ある。 

 また、文化センターは活動の場としての「文化」がある。よく注目されるハー

ド面とは異なり見えない面かも知れないが、社会としては大事である。この点を

うまく考えていくことが大事である。民間との連携、事業手法が大事になる。 

 

■委員 ： 私は豊島区役所の職員だったが、豊島区役所の新庁舎が整備されてからもうす

ぐ 10年経つ。デジタル化に対して皆さんが前向きに捉えているなど、時代が変

わってきたと感じる。パブリックコメントにあったように、今からできることを

やるのは大事なことである。豊島区でも新庁舎建設の５年前に文書量の削減に
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取り組んだが、当初目標としていた水準には達しなかった。江東区はこれから取

り組めば十分やれるのではと思う。 

 低層階は浸水区域であるという意見もあった。低層階に重要な機能を置かず

に済むようにするなど、今後検討いただきたい。 

 最後に資料２の 11ページの No.79にあるとおり、これからは区民と一緒につ

くっていくのが大事で区民参加が重要になる。デジタル化によって広聴ありき

の広報でないとだめである。区民から意見を集められる広報をぜひ考えていた

だきたい。 

 

■委員 ： パブリックコメントを出した人が 29人ということについて、少ないという印

象だった。意見募集されているのは見たが、委員である自分の意見は入れない方

がよいと思い提出を控えた。意見がある人は出していると思うが、意見の募集を

見逃してしまう人もいると思う。意見募集の仕方について、もっと色々な形があ

るとよいと思った。 

 

■会長 ： 委員から意見があったように、パブリックコメントで出された意見を参照でき

るようにしていただきたい。厳しめの意見もあったが、基本構想の策定会議では

しっかりと意見交換をしたと思っている。新庁舎の場所についてもかなり意見

交換をして、資料作成にあたって事務局にも労力をかけていただいた。大事なの

はこれからである。事業手法については幅を持たせて検討を進めていく必要が

あると思う。これからの基本計画の策定が重要になってくるだろう。 

 

■副会長： 基本構想は最低限のことを整理したものであり、今後の計画の検討の枠が固ま

ったという段階だと思う。別の言い方をすれば、今後よりよいものにしていく余

地が大きい。今回の新しい庁舎をきっかけに新しい地域文化を作る、時代を先取

りするというメッセージが今後の検討の中で含められればよい。今の庁舎から

も、当時の時代のメッセージを感じ取ることができる。同じように 30 年後か、

40年後、50年後に今を振り返ったときに、策定会議が出そうとしていたメッセ

ージを建築やまちの空間から読み取れるようにできれば、かっこいいし、検討し

たことが生きているなと思う。周辺の地権者が入るかどうかでも変わってくる。

文化センターの建て替え方針はあまり議論されていない。次の江東区の新しい

事業をつくるという点では大きい話なので、時代を先取りして議論いただきた

い。 

 

■会長 ： ご発言のとおり、基本構想では大枠が決まったくらいのことであり、これから

事業手法を決めていくなかで、何をメッセージとして発信していくかを外さな

いようにして考えていきたい。 
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閉会 

■会長 ： 以上、本日の議題は終了とする。本基本構想策定会議は本日をもって終了とな

る。最後に事務局から何かあるか 

■事務局： 事務局を代表して、綾部副区長より挨拶を申し上げる。 

■綾部副区長： 

  本日が最後の会議ということで本来であれば区長からご挨拶をさせていただくとこ

ろ、本日どうしても都合がつかなかったため、代わりに区を代表して私から御礼を申し

上げる。 

 昨年の５月から長期にわたり、委員の皆様にはご多忙の中、多岐にわたるテーマにつ

いて熱心にご議論いただき、沢山のご意見、ご助言をいただいた。感謝申し上げる。 

 全７回にわたる会議の集大成となる基本構想（案）について、今後検討を進めるにあ

たり、その内容を最大限尊重して、基本理念にある「まもる庁舎」「よりそう庁舎」「つ

なぐ庁舎」「シンボルとなる庁舎」「かわりつづける庁舎」の実現に向けて、十分に検討

を進めてまいりたい。 

 次年度から基本計画の策定に着手していくが、引き続き、区民ワークショップなどを

通して、こどもからご年配の方まで幅広い世代の区民の方々のご意見を取り入れてまい

りたい。また、誰にでも利用しやすい庁舎となるよう障がいがある方のほか、様々な利

用の当事者の方のご意見も広くお聴きしながら、進めてまいりたい。 

 皆様とつくり上げた基本構想で掲げた基本理念等を実現し、区民とともにつくり上げ

る庁舎、区民に愛される庁舎にしていきたいと考えているので、引き続き、ご協力を賜

りたい。全７回にわたり、夜分遅くの会議にもかかわらず、ご参加賜り心から感謝申し

上げる。 

■会長 ： これで、本日の策定会議を終了する。全７回の策定会議の運営にご協力いただ

き感謝申し上げる。 

 

以 上 

 



参考資料２

江東区新庁舎建設基本構想 検討資料

区民アンケート結果
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新庁舎のコンセプトや導入機能などの検討、新庁舎の目指す姿やあり方、基本理念や基本方針を整理するにあたり、区民の意見を
聴取するためのアンケート調査を以下の通り実施した。

調査概要

実施日 令和6（2024）年6月21日（金）～7月12日（金）

調査内容

• 属性（年代、性別、居住地区）
• 区庁舎（本庁舎・防災センター）の利用状況
• 区庁舎（本庁舎・防災センター）の施設や設備に対する印象
• 今後の行政サービスについて
• 新庁舎について

調査対象 区内在住の満18歳以上の方3,000人（住民基本台帳より無作為抽出）

調査方法 郵送配布／LoGoフォームまたは郵送回収

回収数
1,147件（回収率 38.2％）
郵送回収 762件、LoGoフォーム 385件
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アンケート結果
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• 回答者の年代は、50歳代が21.0％と最も多く、次いで40歳代が19.8％となっている。20歳代、80歳代以上が若干少ないが、
概ねすべての年代からバランスよく回答いただいている。

１．回答者の属性 （１）年代

（N＝1,147）

10歳代

0.9%

20歳代

7.4%

30歳代

14.5%

40歳代

19.8%

50歳代

21.0%

60歳代

13.6%

70歳代

14.0%

80歳代以上

8.5%

無回答

0.3%
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• 性別は「女性」が58.3％と、男性より若干多くなっている。

１．回答者の属性 （２）性別

（N＝1,147）

男性

39.7%

女性

58.3%

その他

0.1%

回答しない

1.6%
無回答

0.3%
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• 居住地区は砂町が14.6％と最も多く、次いで大島が13.1％となっている。

１．回答者の属性 （３）お住まいの地区名

（N＝1,147）

白河

8.8%

小松橋

6.6%

富岡

8.3%

東陽

8.5%

豊洲(西)

11.9%

豊洲(東) 

7.6%

亀戸

10.7%

大島

13.1%

砂町

14.6%

南砂

8.9%

分からない・回答しない

0.8%

無回答

0.3%
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• 直近3年間の利用については、3割以上が「利用していない」を選択しており、その他も「年1に1回程度」「年に数回程度」と利用頻
度は少ないのが現状である。

２．区庁舎の利用状況 （１）直近３年間の利用頻度

（N＝1,147）

（その他）3年で1回程度、数年に1回、２～３年に1回、ほとんど利用しない、不定期、必要があった時 ほか

週に1回程度

0.2% 月に数回程度

1.4%
月に1回程度

1.4%

年に数回程度

26.5%

年に1回程度

29.6%
その他

5.5%

利用していない

34.2%

無回答

1.2%
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• 比較的利用頻度が高いのは30歳代の子育て世代であり、20歳代以下の若者世代は利用していない人の割合が高い。

２．区庁舎の利用状況 （１）直近３年間の利用頻度（年代別）

週に1回
程度

月に数回
程度

月に1回
程度

年に数回
程度

年に1回
程度

その他
利用して
いない

無回答

全体
（N=1,147）

0.2% 1.4% 1.4% 26.5% 29.6% 5.5% 34.2% 1.2%

10歳代
（N=10）

0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 20.0% 0.0% 60.0% 0.0%

20歳代
（N=85）

0.0% 0.0% 1.2% 17.6% 30.6% 2.4% 48.2% 0.0%

30歳代
（N=166）

0.0% 1.2% 1.8% 30.1% 34.9% 1.8% 30.1% 0.0%

40歳代
（N=227）

0.0% 2.2% 0.4% 30.0% 30.8% 5.7% 30.8% 0.0%

50歳代
（N=241）

0.0% 0.8% 1.2% 22.0% 30.7% 5.8% 38.6% 0.8%

60歳代
（N=156）

0.6% 2.6% 0.6% 28.2% 31.4% 9.6% 25.6% 1.3%

70歳代
（N=161）

0.6% 0.6% 1.9% 30.4% 24.8% 7.5% 31.1% 3.1%

80歳代以上
（N=98）

0.0% 2.0% 4.1% 23.5% 20.4% 4.1% 40.8% 5.1%

※10歳代は回答者（母数）が少ないため、参考値とする。
※オレンジ色は全体よりも5%以上高い項目、水色は全体よりも5%以上低い項目（その他・無回答を除く）
※表中の赤線太枠は、分析で記述している項目です。
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• 区庁舎の利用目的は、「申請・手続き」が85.7％とほとんどであり、その他の用件で訪れる区民は少ない。

２．区庁舎の利用状況 （２）区庁舎の利用目的

（N＝741）

（その他）選挙（期日前投票等）、ワクチン接種、ランチ、出版物・広報の配布物の取得、売店、
コピー利用、マイナンバーカード受取り、商用、意見書・要望書等の提出、るーくるで買い物 ほか

85.7%

8.4%

4.0%

0.3%

5.0%

9.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

申請・手続き

相談

会議・イベント等への参加

議会の傍聴

その他

無回答



参考2- 9

• 具体的な用件については、「住民票・戸籍・印鑑証明・マイナンバーに関すること」が77.6％と大多数、次いで「健康保険や国民年
金に関すること」が24.2％、「介護・福祉に関すること」が15.9％となっている。

２．区庁舎の利用状況 （３）区庁舎での具体的な用件

（N＝741）

（その他）出版物・広報の配布物の取得、売店、コピー利用、助成金申請、期日前投票、
障がい者の申請、弁護士無料相談、自動車に関する申請 ほか

77.6%

24.2%

13.8%

15.9%

3.6%

13.9%

2.7%

4.2%

1.2%

1.5%

2.3%

1.5%

2.0%

1.1%

5.0%

3.1%

1.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

住民票・戸籍・印鑑証明・マイナンバーに関すること

健康保険や国民年金に関すること

税金に関すること

介護・福祉に関すること

保健・衛生・コロナ関連に関すること

保育園・幼稚園・児童手当・医療費助成・子育てに関すること

学校に関すること

生涯学習・文化・観光・スポーツ活動に関すること

産業・仕事に関すること

建築・開発・住まいに関すること

防災・安全に関すること

環境・ごみに関すること

町会・自治会や地域活動に関すること

道路・公園・橋など都市整備に関すること

議会・選挙に関すること

その他

無回答



参考2- 10

• 来庁手段は公共交通機関である「バス・電車」と「自転車・バイク」がいずれも約4割となっている。

• 自動車での来庁も約2割となっている。

２．区庁舎の利用状況 （４）来庁手段

（N＝741）

38.3%

38.1%

29.1%

20.4%

3.9%

0.0%

0.8%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

バス・電車

自転車・バイク

徒歩

自動車

タクシー

その他

無回答



参考2- 11

• 30・40歳代の比較的若い世代は自転車・バイクでの来庁者が多く、70歳代以上の高齢世代はバス・電車での来庁者が多い。

２．区庁舎の利用状況 （４）来庁手段（年代別）

徒歩 自転車・バイク 自動車 バス・電車 タクシー その他

全体（N=741) 29.1% 38.1% 20.4% 38.3% 3.9% 0.0%

10歳代（N=4） 25.0% 25.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0%

20歳代（N=44） 34.1% 38.6% 13.6% 36.4% 4.5% 0.0%

30歳代（N=116） 31.9% 44.0% 13.8% 38.8% 1.7% 0.0%

40歳代（N=157） 26.8% 50.3% 19.1% 33.8% 4.5% 0.0%

50歳代（N=146） 22.6% 41.8% 29.5% 37.7% 2.1% 0.0%

60歳代（N=114） 35.1% 32.5% 23.7% 35.1% 0.0% 0.0%

70歳代（N=106） 29.2% 27.4% 21.7% 43.4% 5.7% 0.0%

80歳代以上（N=53） 30.2% 15.1% 11.3% 52.8% 17.0% 0.0%

※10歳代は回答者（母数）が少ないため、参考値とする。
※オレンジ色は全体よりも5%以上高い項目、水色は全体よりも5%以上低い項目（その他・無回答を除く）
※表中の赤線太枠は、分析で記述している項目です。



参考2- 12

• オンラインでの行政サービスを利用したことがある人は24.6％となっている。

２．区庁舎の利用状況 （５）オンラインでの行政サービスの利用

（N＝1,147）

ある

24.6%

ない

68.2%

分からない

3.7%

無回答

3.5%



参考2- 13

• 年代別では30・40歳代で「ある」の割合が高く、70歳代以上になると「ない」が約8割を占める。

２．区庁舎の利用状況 （５）オンラインでの行政サービスの利用（年代別）

ある ない 分からない 無回答

全体（N=1,147） 24.6% 68.2% 3.7% 3.5%

10歳代（N=10） 10.0% 60.0% 30.0% 0.0%

20歳代（N=85） 28.2% 63.5% 8.2% 0.0%

30歳代（N=166） 33.7% 59.6% 4.8% 1.8%

40歳代（N=227） 30.0% 67.0% 2.2% 0.9%

50歳代（N=241） 29.0% 64.3% 5.0% 1.7%

60歳代（N=156） 23.7% 70.5% 1.9% 3.8%

70歳代（N=161） 11.8% 78.3% 0.6% 9.3%

80歳代以上（N=98） 7.1% 78.6% 4.1% 10.2%

※10歳代は回答者（母数）が少ないため、参考値とする。
※オレンジ色は全体よりも5%以上高い項目、水色は全体よりも5%以上低い項目（その他・無回答を除く）
※表中の赤線太枠は、分析で記述している項目です。



参考2- 14

• オンラインサービスも、区庁舎の利用目的と同じく「住民票・戸籍・印鑑証明・マイナンバーに関すること」が77.0％と大多数だが、そ
の他に多いのは「税金に関すること」「保育園・幼稚園・児童手当・医療費助成・子育てに関すること」となっている。

２．区庁舎の利用状況 （６）利用したオンラインサービス

（N＝282）

（その他）印鑑証明、パスポート更新手続き、区報を見る

77.0%

8.9%

23.8%

2.1%

9.2%

13.8%

1.4%

3.5%

0.4%

1.1%

1.4%

10.6%

1.4%

0.4%

2.5%

1.1%

0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

住民票・戸籍・印鑑証明・マイナンバーに関すること

健康保険や国民年金に関すること

税金に関すること

介護・福祉に関すること

医療・衛生・コロナ関連に関すること

保育園・幼稚園・児童手当・医療費助成・子育てに関すること

学校に関すること

生涯学習・文化・観光・スポーツ活動に関すること

産業・仕事に関すること

建築・開発・住まいに関すること

防災・安全に関すること

環境・ごみに関すること

町会・自治会や地域活動に関すること

道路・公園・橋など都市整備に関すること

議会・選挙に関すること

その他

無回答



参考2- 15

• 区庁舎の施設や設備に対する印象については、窓口カウンターの数や広さ、相談スペース（相談室）の広さは比較的満足度が高
い。一方で、複数の窓口へ行く場合の行きやすさ、目的の窓口へ行くわかりやすさ、駐輪場・駐車場の数、停めやすさ、エレベータの
利用しやすさなどが特に不満度が高いと言える。

• 外国の人への配慮、ジェンダーに関する配慮については「分からない」とした人が多く、あまり意識がされていない可能性が高い。

３．区庁舎について （１）施設や設備に対する印象

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

窓口カウンターの数や広さ（N=866）

待合スペースの快適性（N=868）

相談スペース（相談室）の広さ（N=853）

相談スペース（相談室）のプライバシー確保（N=848）

目的の窓口へ行くわかりやすさ（案内板等）（N=862）

複数の窓口へ行く場合の行きやすさ（N=862）

高齢者や体が不自由な人への配慮（N=848）

乳幼児・子連れの人への配慮（N=832）

外国の人への配慮（N=826）

ジェンダーに関する配慮（N=822）

駐輪場・駐車場の数、停めやすさ（N=844）

トイレの数（N=860）

トイレの快適性（N=858）

エレベータの利用しやすさ（設置数、混雑等）（N=865）

とても不満 不満 満足 とても満足 分からない



参考2- 16

• 「分からない」を除いた場合の回答は下図のとおり。

• 前頁の他、高齢者や体が不自由な人への配慮、乳幼児・子連れの人への配慮、トイレの快適性についても、比較的不満度が高く
なっている。

３．区庁舎について （１）施設や設備に対する印象

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

窓口カウンターの数や広さ（N=770）

待合スペースの快適性（N=769）

相談スペース（相談室）の広さ（N=578）

相談スペース（相談室）のプライバシー確保（N=556）

目的の窓口へ行くわかりやすさ（案内板等）（N=796）

複数の窓口へ行く場合の行きやすさ（N=697）

高齢者や体が不自由な人への配慮（N=528）

乳幼児・子連れの人への配慮（N=497）

外国の人への配慮（N=394）

ジェンダーに関する配慮（N=377）

駐輪場・駐車場の数、停めやすさ（N=638）

トイレの数（N=647）

トイレの快適性（N=642）

エレベータの利用しやすさ（設置数、混雑等）（N=709）

とても不満 不満 満足 とても満足



参考2- 17

• 窓口・オンラインの利用意向については、約半数が両方でサービスを受けたいと回答している。

４．今後の行政サービスについて （１）窓口・オンラインの利用意向

（N＝1,147）

窓口でサービスを

受けたい

17.1%

窓口とオンライン

両方でサービスを

受けたい

48.6%

オンラインでサービス

を受けたい

24.0%

分からない

10.4%



参考2- 18

• 「窓口でサービスを受けたい」人の割合は高齢世代ほど高くなっている。一方で、比較的若い世代であっても「窓口とオンライン両方
でサービスを受けたい」人は一定割合存在している。

４．今後の行政サービスについて （１）窓口・オンラインの利用意向（年代別）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

10歳代(N=10)

20歳代(N=85)

30歳代(N=166)

40歳代(N=227)

50歳代(N=241)

60歳代(N=156)

70歳代(N=161)

80歳代以上(N=98)

窓口でサービスを受けたい 窓口とオンライン両方でサービスを受けたい

オンラインでサービスを受けたい 分からない



参考2- 19

• オンラインでの行政サービスを利用したことがある人の方が「オンラインサービスでサービスを受けたい」割合が高い。一方で、「窓口とオ
ンライン両方でサービスを受けたい」割合も半数以上であり、オンラインサービスがあったとしても、目的によっては窓口を利用したい人
は一定数いるものと考えられる。

４．今後の行政サービスについて （１）窓口・オンラインの利用意向（オンサインサービスの利用経験有無別）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ある（N=282）

ない（N=782）

分からない（N=43）

窓口でサービスを受けたい 窓口とオンライン両方でサービスを受けたい

オンラインでサービスを受けたい 分からない



参考2- 20

• 窓口で利用したい手続きサービスについては、「住民票・戸籍・印鑑証明・マイナンバーカードに関すること」が56.4％と最も多く、次
いで「健康保険や国民年金に関すること」となっている。

４．今後の行政サービスについて （２-１）窓口で利用したいサービス（手続き）

（N＝753）
（その他）オンライン申請で不明な点があれば窓口を利用したい、経験のないことは教えてもらいながら手続きしたい、家
族が頼れない人が入院したり亡くなったりした時の手続きを前もって準備する仕組み

56.4%

40.1%

31.1%

31.5%

4.5%

10.2%

4.9%

4.1%

2.7%

2.8%

4.2%

1.5%

1.6%

1.6%

2.4%

0.5%

20.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

住民票・戸籍・印鑑証明・マイナンバーに関すること

健康保険や国民年金に関すること

税金に関すること

介護・福祉に関すること

保健・衛生・コロナ関連に関すること

保育園・幼稚園・児童手当・医療費助成・子育てに関すること

学校に関すること

生涯学習・文化・観光・スポーツ活動に関すること

産業・仕事に関すること

建築・開発・住まいに関すること

防災・安全に関すること

環境・ごみに関すること

町会・自治会や地域活動に関すること

道路・公園・橋など都市整備に関すること

議会・選挙に関すること

その他

無回答



参考2- 21

• 30・40歳代は子育てや学校に関することの割合が他の年代よりも高い。介護・福祉に関することは50・70歳代・80歳代以上で
高くなっている。

• その他、20・40歳代では「住民票・戸籍・印鑑証明・マイナンバーに関すること」「税金に関すること」、50・60歳代では「健康保険
や国民年金に関すること」の割合が全体よりも高くなっている。

４．今後の行政サービスについて （２-１）窓口で利用したいサービス（手続き・年代別）

住民票・
戸籍・印
鑑証明・
マイナン
バーに関
すること

健康保
険や国民
年金に関
すること

税金に関
すること

介護・福
祉に関す
ること

保健・衛
生・コロナ
関連に関
すること

保育園・
幼稚園・
児童手
当・医療
費助成・
子育てに
関するこ
と

学校に関
すること

生涯学
習・文
化・観
光・スポー
ツ活動に
関するこ
と

産業・仕
事に関す
ること

建築・開
発・住ま
いに関す
ること

防災・安
全に関す
ること

環境・ご
みに関す
ること

町会・自
治会や地
域活動に
関するこ
と

道路・公
園・橋な
ど都市整
備に関す
ること

議会・選
挙に関す
ること

その他

全体 56.4% 40.1% 31.1% 31.5% 4.5% 10.2% 4.9% 4.1% 2.7% 2.8% 4.2% 1.5% 1.6% 1.6% 2.4% 0.5%

10歳代 100.0% 75.0% 25.0% 0.0% 25.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0%

20歳代 65.7% 34.3% 45.7% 2.9% 0.0% 2.9% 8.6% 2.9% 8.6% 5.7% 2.9% 0.0% 0.0% 5.7% 5.7% 0.0%

30歳代 51.8% 29.4% 34.1% 15.3% 3.5% 34.1% 17.6% 3.5% 3.5% 1.2% 1.2% 0.0% 1.2% 1.2% 3.5% 2.4%

40歳代 65.3% 40.3% 42.4% 22.2% 4.9% 25.7% 10.4% 5.6% 4.9% 3.5% 4.2% 1.4% 1.4% 2.1% 4.2% 0.0%

50歳代 57.7% 47.9% 44.2% 43.6% 5.5% 3.7% 1.8% 2.5% 3.1% 3.1% 5.5% 0.6% 0.6% 1.2% 2.5% 0.6%

60歳代 52.8% 48.0% 26.4% 34.4% 7.2% 1.6% 0.0% 3.2% 0.0% 0.8% 4.0% 1.6% 3.2% 0.8% 0.8% 0.0%

70歳代 54.7% 38.3% 14.1% 38.3% 2.3% 0.8% 0.0% 7.0% 0.8% 5.5% 3.9% 3.1% 1.6% 1.6% 0.0% 0.8%

80歳代
以上

43.3% 25.4% 6.0% 41.8% 3.0% 1.5% 0.0% 3.0% 1.5% 0.0% 7.5% 1.5% 3.0% 0.0% 1.5% 0.0%

※10歳代は回答者（母数）が少ないため、参考値とする。
※オレンジ色は全体よりも5%以上高い項目、水色は全体よりも5%以上低い項目（その他・無回答を除く）
※表中の赤線太枠は、分析で記述している項目です。
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• 窓口で利用したい相談サービスについては、「介護・福祉に関すること」が37.7％、次いで「税金に関すること」が34.0％となっている。

４．今後の行政サービスについて （２-２）窓口で利用したいサービス（相談）

（N＝753）（その他）不明な点があれば窓口を利用したい、家族が頼れない人が入院したり亡くなったりした時の
手続きを前もって準備する仕組み

28.3%

30.4%

34.0%

37.7%

6.5%

13.0%

5.4%

5.8%

3.3%

3.6%

6.4%

3.1%

3.5%

1.7%

1.9%

0.5%

28.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

住民票・戸籍・印鑑証明・マイナンバーに関すること

健康保険や国民年金に関すること

税金に関すること

介護・福祉に関すること

保健・衛生・コロナ関連に関すること

保育園・幼稚園・児童手当・医療費助成・子育てに関すること

学校に関すること

生涯学習・文化・観光・スポーツ活動に関すること

産業・仕事に関すること

建築・開発・住まいに関すること

防災・安全に関すること

環境・ごみに関すること

町会・自治会や地域活動に関すること

道路・公園・橋など都市整備に関すること

議会・選挙に関すること

その他

無回答
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• 30・40歳代は手続きと同様、子育てや学校に関することの割合が他の年代よりも高い。介護・福祉に関することは50歳代で高く
なっている。

• その他、20～40歳代では「住民票・戸籍・印鑑証明・マイナンバーに関すること」、20・40・50歳代では「税金に関すること」、20・
50・60歳代では「健康保険や国民年金に関すること」の割合が全体よりも高くなっている。

４．今後の行政サービスについて （２-２）窓口で利用したいサービス（相談・年代別）

住民票・
戸籍・印
鑑証明・
マイナン
バーに関
すること

健康保
険や国民
年金に関
すること

税金に関
すること

介護・福
祉に関す
ること

保健・衛
生・コロナ
関連に関
すること

保育園・
幼稚園・
児童手
当・医療
費助成・
子育てに
関するこ
と

学校に関
すること

生涯学
習・文
化・観
光・ス
ポーツ活
動に関す
ること

産業・仕
事に関す
ること

建築・開
発・住ま
いに関す
ること

防災・安
全に関す
ること

環境・ご
みに関す
ること

町会・自
治会や地
域活動に
関するこ
と

道路・公
園・橋な
ど都市整
備に関す
ること

議会・選
挙に関す
ること

その他

全体 28.3% 30.4% 34.0% 37.7% 6.5% 13.0% 5.4% 5.8% 3.3% 3.6% 6.4% 3.1% 3.5% 1.7% 1.9% 0.5%

10歳代 50.0% 50.0% 25.0% 0.0% 25.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0%

20歳代 48.6% 37.1% 45.7% 17.1% 11.4% 17.1% 8.6% 8.6% 2.9% 0.0% 5.7% 5.7% 2.9% 2.9% 2.9% 0.0%

30歳代 37.6% 28.2% 35.3% 22.4% 9.4% 47.1% 16.5% 5.9% 5.9% 3.5% 4.7% 4.7% 4.7% 3.5% 2.4% 1.2%

40歳代 40.3% 34.7% 43.1% 33.3% 4.2% 23.6% 12.5% 5.6% 4.9% 2.8% 4.9% 2.1% 2.8% 0.7% 3.5% 0.0%

50歳代 31.9% 38.7% 46.0% 51.5% 5.5% 5.5% 2.5% 4.9% 4.3% 4.9% 6.1% 2.5% 3.7% 0.6% 1.2% 1.2%

60歳代 20.8% 36.8% 36.8% 41.6% 6.4% 3.2% 0.0% 7.2% 0.8% 4.8% 4.8% 1.6% 0.8% 3.2% 0.0% 0.0%

70歳代 11.7% 17.2% 14.1% 38.3% 7.0% 3.1% 0.8% 7.0% 2.3% 4.7% 9.4% 4.7% 6.3% 2.3% 2.3% 0.8%

80歳代
以上

16.4% 13.4% 11.9% 38.8% 6.0% 1.5% 0.0% 3.0% 1.5% 0.0% 9.0% 3.0% 3.0% 0.0% 0.0% 0.0%

※10歳代は回答者（母数）が少ないため、参考値とする。
※オレンジ色は全体よりも5%以上高い項目、水色は全体よりも5%以上低い項目（その他・無回答を除く）
※表中の赤線太枠は、分析で記述している項目です。



参考2- 24

• 窓口を利用したい理由については、「区職員に直接相談や質問をしたいから」が74.8％となっている。

• 「オンライン手続き・相談が使いにくい（分かりにくい）から」と回答した人も37.2％おり、オンラインサービスについても改善の余地が
あるものと考えられる。

４．今後の行政サービスについて （３）窓口を利用したい理由

（N＝753）

（その他）オンラインに不慣れな年代のため、パソコンが使えない、説明が長そうな案件は読むのが面倒、検索が面倒、専門的な
アドバイスが欲しい、区職員が手話等のコミュニケーション手段が扱える、直接相談した方が早い、オンラインでは必要な情報を見つ
けるまでに時間がかかる・見落としがある ほか

74.8%

52.2%

37.2%

10.1%

8.8%

6.6%

2.7%

1.9%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

区職員に直接相談や質問をしたいから

制度等についてより詳しく知りたいから

オンライン手続き・相談が使いにくい（分かりにくい）から

プライバシーへの配慮が必要な用件だから

オンライン手続き・相談を利用できる環境がないから

オンライン手続き・相談が信用できないから

その他

無回答



参考2- 25

• 20・30歳代では特に「区職員に直接相談や質問をしたいから」の割合が高い。一方で「オンライン手続・相談が使いにくいから」、
「環境がないから」といった回答は少なかった。

• 50・70歳代では「オンライン手続・相談が使いにくいから」、80歳代以上では「オンライン手続・相談を利用できる環境がないから」の
割合が他の年代と比較して高くなっている。

４．今後の行政サービスについて （３）窓口を利用したい理由（年代別）

区職員に
直接相談や
質問を
したいから

制度等について
より詳しく
知りたいから

プライバシーへの
配慮が必要な
用件だから

オンライン手続
き・相談が使い
にくい（分かりに
くい）から

オンライン手続
き・相談を利用
できる環境がな

いから

オンライン手続
き・相談が信用
できないから

その他

全体（N=753） 74.8％ 52.2% 10.1% 37.2% 8.8% 6.6% 2.7%

10歳代（N=4） 50.0% 75.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0%

20歳代（N=35） 80.0% 48.6% 2.9% 25.7% 2.9% 8.6% 0.0%

30歳代（N=85） 82.4% 61.2% 7.1% 24.7% 1.2% 5.9% 2.4%

40歳代（N=144） 79.6% 53.5% 9.2% 39.4% 5.6% 8.5% 2.1%

50歳代（N=163） 74.7% 56.8% 13.6% 43.8% 7.4% 7.4% 1.9%

60歳代（N=125） 79.7% 52.8% 8.9% 35.0% 6.5% 5.7% 3.3%

70歳代（N=128） 68.8% 50.4% 13.6% 43.2% 13.6% 6.4% 4.8%

80歳代以上
（N=67）

72.1% 39.3% 6.6% 39.3% 31.1% 4.9% 3.3%

※10歳代は回答者（母数）が少ないため、参考値とする。
※オレンジ色は全体よりも5%以上高い項目、水色は全体よりも5%以上低い項目（その他・無回答を除く）
※表中の赤線太枠は、分析で記述している項目です。



参考2- 26

• オンラインで利用したい手続きサービスについては、「住民票・戸籍・印鑑証明・マイナンバーカードに関すること」が76.4％と最も多く、
次いで「税金に関すること」となっている。

４．今後の行政サービスについて （４-１）オンラインで利用したいサービス（手続き）

（N＝832）
（その他）障害児にかかわる手当ての申請、自動車に関する必要書類の申請、全てオンラインで
サービスを受けたい。不明点についてはメールおよび電話問い合わせをしたい ほか

76.4%

36.3%

39.7%

13.0%

9.3%

16.9%

7.3%

6.7%

2.5%

1.4%

5.0%

10.0%

1.8%

1.7%

7.8%

0.8%

11.3%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

住民票・戸籍・印鑑証明・マイナンバーに関すること

健康保険や国民年金に関すること

税金に関すること

介護・福祉に関すること

保健・衛生・コロナ関連に関すること

保育園・幼稚園・児童手当・医療費助成・子育てに関すること

学校に関すること

生涯学習・文化・観光・スポーツ活動に関すること

産業・仕事に関すること

建築・開発・住まいに関すること

防災・安全に関すること

環境・ごみに関すること

町会・自治会や地域活動に関すること

道路・公園・橋など都市整備に関すること

議会・選挙に関すること

その他

無回答



参考2- 27

• 30・40歳代は子育てや学校に関することの割合が特に高い。介護・福祉に関することは60歳代以上で高くなっている。

• その他、20・30歳代では「住民票・戸籍・印鑑証明・マイナンバーに関すること」「税金に関すること」の割合が全体よりも高くなって
おり、 20歳代については「健康保険や国民年金に関すること」 30歳代については「議会・選挙に関すること」も高い。

• 60・70歳代では「生涯学習・文化・観光・スポーツ活動に関すること」、70歳代では「防災・安全に関すること」の割合が全体よりも
高くなっている。

４．今後の行政サービスについて （４-１）オンラインで利用したいサービス（手続き・年代別）

住民票・
戸籍・印
鑑証明・
マイナン
バーに関
すること

健康保
険や国民
年金に関
すること

税金に関
すること

介護・福
祉に関す
ること

保健・衛
生・コロナ
関連に関
すること

保育園・
幼稚園・
児童手
当・医療
費助成・
子育てに
関するこ
と

学校に関
すること

生涯学
習・文
化・観
光・スポー
ツ活動に
関するこ
と

産業・仕
事に関す
ること

建築・開
発・住ま
いに関す
ること

防災・安
全に関す
ること

環境・ご
みに関す
ること

町会・自
治会や地
域活動に
関するこ
と

道路・公
園・橋な
ど都市整
備に関す
ること

議会・選
挙に関す
ること

その他

全体 76.4% 36.3% 39.7% 13.0% 9.3% 16.9% 7.3% 6.7% 2.5% 1.4% 5.0% 10.0% 1.8% 1.7% 7.8% 0.8%

10歳代 50.0% 25.0% 25.0% 0.0% 25.0% 25.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0%

20歳代 85.9% 49.3% 47.9% 2.8% 7.0% 11.3% 2.8% 2.8% 1.4% 1.4% 1.4% 4.2% 1.4% 0.0% 12.7% 1.4%

30歳代 87.8% 31.1% 46.6% 6.8% 8.1% 42.6% 16.9% 1.4% 3.4% 2.0% 4.1% 8.1% 3.4% 1.4% 14.2% 0.7%

40歳代 79.9% 40.2% 41.7% 9.0% 10.1% 26.6% 13.6% 3.5% 1.5% 2.0% 4.0% 9.0% 1.0% 1.5% 6.0% 1.0%

50歳代 77.8% 38.4% 42.9% 15.3% 13.3% 5.9% 2.5% 7.9% 3.0% 1.0% 6.9% 13.3% 2.0% 2.5% 6.4% 1.0%

60歳代 71.8% 37.9% 36.9% 19.4% 8.7% 1.9% 0.0% 12.6% 1.9% 0.0% 3.9% 13.6% 0.0% 1.9% 5.8% 1.0%

70歳代 57.4% 25.0% 19.1% 25.0% 4.4% 2.9% 1.5% 17.6% 5.9% 2.9% 11.8% 10.3% 1.5% 2.9% 4.4% 0.0%

80歳代
以上

37.1% 17.1% 14.3% 28.6% 0.0% 0.0% 0.0% 11.4% 0.0% 0.0% 2.9% 5.7% 5.7% 0.0% 0.0% 0.0%

※10歳代は回答者（母数）が少ないため、参考値とする。
※オレンジ色は全体よりも5%以上高い項目、水色は全体よりも5%以上低い項目（その他・無回答を除く）
※表中の赤線太枠は、分析で記述している項目です。



参考2- 28

• オンラインで利用したい相談サービスについては、「住民票・戸籍・印鑑証明・マイナンバーカードに関すること」が34.4％、次いで「税
金に関すること」が26.6％となっている。

４．今後の行政サービスについて （４-２）オンラインで利用したいサービス（相談）

（N＝832）

（その他）障害児にかかわる手当ての申請、家庭問題、婚姻、どのような形態なのかによって、オンラインを利用したいかどうかが変わる。相談
員がリアルタイムでweb面談のように相談してくれるのであれば利用したいが、AIチャットやメールでの相談であれば、利用したくない。 ほか

34.4%

23.7%

26.6%

15.5%

9.1%

13.8%

6.5%

6.6%

2.9%

2.4%

6.7%

6.4%

2.5%

3.7%

4.1%

1.2%

35.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

住民票・戸籍・印鑑証明・マイナンバーに関すること

健康保険や国民年金に関すること

税金に関すること

介護・福祉に関すること

保健・衛生・コロナ関連に関すること

保育園・幼稚園・児童手当・医療費助成・子育てに関すること

学校に関すること

生涯学習・文化・観光・スポーツ活動に関すること

産業・仕事に関すること

建築・開発・住まいに関すること

防災・安全に関すること

環境・ごみに関すること

町会・自治会や地域活動に関すること

道路・公園・橋など都市整備に関すること

議会・選挙に関すること

その他

無回答



参考2- 29

• 30・40歳代は子育てに関することの割合が高く、介護・福祉に関することは50歳代以上で高くなっている。ただし、その割合は窓口
よりも低い。また、30歳代では学校に関することの割合も高くなっている。

• その他、20・30歳代では「住民票・戸籍・印鑑証明・マイナンバーに関すること」、20歳代で 「健康保険や国民年金に関すること」
「税金に関すること」の割合が全体よりも高くなっている。

• 60歳代では「防災・安全に関すること」の割合が全体よりも高くなっている。

４．今後の行政サービスについて （４-２）オンラインで利用したいサービス（相談・年代別）

住民票・
戸籍・印
鑑証明・
マイナン
バーに関
すること

健康保
険や国民
年金に関
すること

税金に関
すること

介護・福
祉に関す
ること

保健・衛
生・コロナ
関連に関
すること

保育園・
幼稚園・
児童手
当・医療
費助成・
子育てに
関するこ
と

学校に関
すること

生涯学
習・文
化・観
光・スポー
ツ活動に
関するこ
と

産業・仕
事に関す
ること

建築・開
発・住ま
いに関す
ること

防災・安
全に関す
ること

環境・ご
みに関す
ること

町会・自
治会や地
域活動に
関するこ
と

道路・公
園・橋な
ど都市整
備に関す
ること

議会・選
挙に関す
ること

その他

全体 34.4% 23.7% 26.6% 15.5% 9.1% 13.8% 6.5% 6.6% 2.9% 2.4% 6.7% 6.4% 2.5% 3.7% 4.1% 1.2%

10歳代 75.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 25.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0%

20歳代 50.7% 33.8% 38.0% 5.6% 11.3% 11.3% 4.2% 2.8% 2.8% 1.4% 2.8% 5.6% 1.4% 2.8% 7.0% 0.0%

30歳代 43.9% 20.9% 27.7% 4.1% 6.1% 37.2% 16.9% 3.4% 2.0% 4.7% 5.4% 4.7% 4.1% 5.4% 6.8% 1.4%

40歳代 39.2% 27.6% 31.2% 12.6% 10.6% 20.1% 9.5% 4.5% 3.5% 1.5% 6.0% 6.0% 1.0% 2.0% 2.0% 1.5%

50歳代 32.5% 25.1% 28.6% 21.7% 10.8% 4.4% 3.0% 10.3% 3.9% 3.9% 8.4% 9.4% 3.0% 4.4% 4.9% 2.0%

60歳代 21.4% 22.3% 21.4% 21.4% 10.7% 1.0% 0.0% 10.7% 1.0% 1.0% 11.7% 6.8% 1.9% 4.9% 1.0% 1.0%

70歳代 14.7% 8.8% 11.8% 25.0% 5.9% 1.5% 0.0% 5.9% 2.9% 0.0% 7.4% 4.4% 4.4% 4.4% 2.9% 0.0%

80歳代
以上

17.1% 20.0% 8.6% 31.4% 2.9% 0.0% 0.0% 8.6% 0.0% 0.0% 0.0% 2.9% 2.9% 0.0% 2.9% 0.0%

※10歳代は回答者（母数）が少ないため、参考値とする。
※オレンジ色は全体よりも5%以上高い項目、水色は全体よりも5%以上低い項目（その他・無回答を除く）
※表中の赤線太枠は、分析で記述している項目です。



参考2- 30

• オンラインを利用したい理由は「庁舎等に行かなくて良いから」が84.3％と最も多いが、「時間を気にせずサービスを利用できるから」
「待ち時間なくサービスを利用できるから」も7割以上選択されており、時間や場所の制約がないことがオンラインサービスの大きなメ
リットと認識されていると言える。

４．今後の行政サービスについて （５）オンラインを利用したい理由

（N＝832）

（その他）書くより打つ方が楽（手が痛い）、相談せず済む事は簡便に済むから、障害児を連れていけないから、
窓口対応においてマニュアル通りの対応しかできない方が多いため、土・日・祝日が庁舎等が空いてないため、徒歩や
公共交通機関で行ける窓口がないから、ペーパーレス可能だから ほか

84.3%

77.3%

75.2%

16.3%

11.4%

8.9%

1.7%

2.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

庁舎等に行かなくて良いから

時間を気にせずサービスを利用できるから

待ち時間なくサービスを利用できるから

対面におけるわずらわしさがないから

感染症のリスクが軽減されるから

プライバシーが守れるから

その他

無回答



参考2- 31

• 比較的若い年代は「庁舎等に行かなくて良いから」「時間を気にせずサービスを利用できるから」「待ち時間なくサービスを利用できる
から」「対面におけるわずらわしさがないから」を選択した割合が高い。

• 60歳代以上では「感染症のリスクが軽減されるから」「プライバシーが守られるから」が、若い年代に比べて多く選択されている。

４．今後の行政サービスについて （５）オンラインを利用したい理由（年代別）

庁舎等に
行かなくて
良いから

待ち時間なく
サービスを

利用できるから

時間を気にせず
サービスを

利用できるから

感染症のリスクが
軽減されるから

プライバシーが
守られるから

対面における
わずらわしさが
ないから

その他

全体（N=832） 84.3% 75.2% 77.3% 11.4% 8.9% 16.3% 1.7%

10歳代（N=4） 75.0% 75.0% 50.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0%

20歳代（N=71） 90.1% 83.1% 84.5% 7.0% 5.6% 22.5% 0.0%

30歳代（N=148） 87.2% 81.8% 81.8% 9.5% 10.8% 25.0% 1.4%

40歳代（N=199） 83.9% 78.9% 81.9% 10.6% 9.0% 14.6% 1.0%

50歳代（N=203） 91.5% 78.0% 80.5% 9.5% 6.5% 13.0% 1.5%

60歳代（N=103） 87.9% 72.7% 78.8% 18.2% 8.1% 15.2% 1.0%

70歳代（N=68） 74.6% 58.7% 61.9% 19.0% 14.3% 15.9% 6.3%

80歳代以上
（N=35）

70.0% 66.7% 60.0% 20.0% 20.0% 6.7% 6.7%

※10歳代は回答者（母数）が少ないため、参考値とする。
※オレンジ色は全体よりも5%以上高い項目、水色は全体よりも5%以上低い項目（その他・無回答を除く）
※表中の赤線太枠は、分析で記述している項目です。



参考2- 32

• 重視すべきと考えるものとして第一位に選ばれているのは、「行かない・書かない・待たない庁舎であること」が33.5％と最も多い。

• 第二位は「機能性に優れ、コンパクトであること」が27.6％で最も多くなっている。

• 第三位は意見が分かれており、「環境に配慮していること」「交流やイベントなど、区民協働・区民活動のための機能があること」「防
災性にすぐれていること」が横並びとなっている。

５．新庁舎について （１）あなたが重視すべきと考えるもの

（N＝1,147）

「
行
か
な
い
・
書
か
な
い
・
待
た
な
い
」
庁
舎
で
あ

る
こ
と

機
能
性
に
優
れ
、
コ
ン
パ
ク
ト
で
あ
る
こ
と

防
災
性
に
す
ぐ
れ
て
い
る
こ
と

親
し
み
や
愛
着
が
持
て
る
デ
ザ
イ
ン
で
あ
る
こ
と

第
三
の
居
場
所
と
し
て
快
適
な
空
間
が
あ
る
こ
と

交
流
や
イ
ベ
ン
ト
な
ど
、
区
民
協
働
・
区
民
活
動
の

た
め
の
機
能
が
あ
る
こ
と

環
境
に
配
慮
（C

O

2 

削
減
、
緑
化
等
）
し
て
い
る

こ
と

無
回
答

第一位 33.5% 26.6% 14.7% 3.1% 2.7% 4.6% 3.2% 11.5%

第二位 11.9% 27.6% 18.5% 4.9% 7.4% 9.0% 8.2% 12.6%

第三位 7.7% 10.0% 15.2% 7.0% 14.0% 15.4% 15.6% 15.1%
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• 20～40歳代では「行かない・書かない・待たない庁舎であること」が、50～70歳代では「機能性に優れ、コンパクトであること」、80
歳代以上では「防災性に優れていること」が他の年代よりも最も多く選ばれている。

５．新庁舎について （１）あなたが重視すべきと考えるもの（年代別・第一位）

「行かない・書か
ない・待たない」
庁舎であること

機能性に優れ、
コンパクトで
あること

防災性にすぐれて
いること

親しみや愛着が
持てるデザインで

あること

第三の居場所と
して快適な空間
があること

交流やイベントな
ど、区民協働・区
民活動のための
機能があること

環境に配慮
（CO2削減、緑
化等）しているこ

と

全体（N＝1,147） 33.5% 26.6% 14.7% 3.1% 2.7% 4.6% 3.2%

10歳代（N=10） 20.0% 40.0% 20.0% 10.0% 10.0% 0.0% 0.0%

20歳代（N=85） 57.1% 18.2% 9.1% 2.6% 2.6% 5.2% 5.2%

30歳代（N=166） 62.6% 18.7% 9.0% 1.3% 1.9% 3.9% 2.6%

40歳代（N=227） 44.9% 21.7% 14.0% 3.9% 4.3% 6.8% 4.3%

50歳代（N=241） 33.3% 35.6% 17.8% 3.7% 2.3% 5.5% 1.8%

60歳代（N=156） 22.0% 41.1% 22.0% 3.5% 1.4% 5.0% 5.0%

70歳代（N=161） 18.8% 43.0% 18.0% 4.7% 4.7% 5.5% 5.5%

80歳代以上
（N=98）

24.0% 29.3% 30.7% 5.3% 4.0% 4.0% 2.7%

※10歳代は回答者（母数）が少ないため、参考値とする。
※オレンジ色は全体よりも5%以上高い項目、水色は全体よりも5%以上低い項目（その他・無回答を除く）
※表中の赤線太枠は、分析で記述している項目です。
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• 第二位については、20～40歳代で「行かない・書かない・待たない庁舎であること」「機能性に優れ、コンパクトであること」、50歳
代・70歳代以上で「防災性に優れていること」、60歳代で「第三の居場所として快適な空間があること」が全体よりも高い傾向にあ
る。

５．新庁舎について （１）あなたが重視すべきと考えるもの（年代別・第二位）

「行かない・書か
ない・待たない」
庁舎であること

機能性に優れ、
コンパクトで
あること

防災性に
すぐれていること

親しみや愛着が
持てるデザインで

あること

第三の居場所と
して快適な空間
があること

交流やイベントな
ど、区民協働・区
民活動のための
機能があること

環境に配慮
（CO2削減、緑
化等）しているこ

と

全体（N＝1,147） 11.9% 27.6% 18.5% 4.9% 7.4% 9.0% 8.2%

10歳代（N=10） 30.0% 10.0% 20.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0%

20歳代（N=85） 12.8% 39.7% 14.1% 6.4% 10.3% 7.7% 9.0%

30歳代（N=166） 17.2% 42.7% 15.9% 4.5% 5.1% 10.2% 4.5%

40歳代（N=227） 17.4% 35.3% 17.4% 4.8% 9.2% 8.2% 7.7%

50歳代（N=241） 14.3% 30.0% 23.5% 5.5% 6.5% 11.1% 9.2%

60歳代（N=156） 13.3% 24.4% 21.5% 4.4% 12.6% 11.1% 12.6%

70歳代（N=161） 7.2% 18.4% 31.2% 8.8% 10.4% 12.0% 12.0%

80歳代以上
（N=98）

4.2% 28.2% 26.8% 5.6% 7.0% 12.7% 15.5%

※10歳代は回答者（母数）が少ないため、参考値とする。
※オレンジ色は全体よりも5%以上高い項目、水色は全体よりも5%以上低い項目（その他・無回答を除く）
※表中の赤線太枠は、分析で記述している項目です。
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• 第三位についてはばらつきがあり、20歳代では「防災性に優れていること」、30・60・70歳代では「第三の居場所として快適な空間
があること」、60歳代では「行かない・書かない・待たない庁舎であること」、70歳代では「交流やイベントなど、区民協働・区民活動
のための機能があること」、50歳代・80歳代以上では「環境に配慮していること」が全体よりも高い傾向にある。

５．新庁舎について （１）あなたが重視すべきと考えるもの（年代別・第三位）

「行かない・書か
ない・待たない」
庁舎であること

機能性に優れ、
コンパクトで
あること

防災性に
すぐれていること

親しみや愛着が
持てるデザインで

あること

第三の居場所と
して快適な空間
があること

交流やイベントな
ど、区民協働・区
民活動のための
機能があること

環境に配慮
（CO2削減、緑
化等）しているこ

と

全体（N＝1,147） 7.7% 10.0% 15.2% 7.0% 14.0% 15.4% 15.6%

10歳代（N=10） 0.0% 0.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 60.0%

20歳代（N=85） 5.2% 10.4% 28.6% 10.4% 16.9% 16.9% 11.7%

30歳代（N=166） 6.6% 13.2% 19.7% 7.2% 21.1% 18.4% 13.8%

40歳代（N=227） 11.0% 13.0% 18.0% 8.0% 13.0% 20.0% 17.0%

50歳代（N=241） 10.6% 14.4% 16.8% 8.2% 12.5% 16.3% 21.2%

60歳代（N=156） 12.8% 9.0% 12.8% 10.5% 19.5% 16.5% 18.8%

70歳代（N=161） 6.6% 9.0% 17.2% 4.1% 20.5% 24.6% 18.0%

80歳代以上
（N=98）

7.2% 11.6% 14.5% 11.6% 17.4% 13.0% 24.6%

※10歳代は回答者（母数）が少ないため、参考値とする。
※オレンジ色は全体よりも5%以上高い項目、水色は全体よりも5%以上低い項目（その他・無回答を除く）
※表中の赤線太枠は、分析で記述している項目です。
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• あれば望ましい機能は「飲食施設」が52.9％と最も多く、次いで「自由に過ごせるフリースペース」、「イベントスペース」となっている。

５．新庁舎について （２）区庁舎をまちづくりの拠点とするために、あれば望ましい機能

（その他）食堂を復活して欲しい、宿泊やラレスペースなど、囲碁、将棋スペース、避難場所・備蓄場所、不登校児
の過ごせる場所、区民が使える音楽室（大・中・小）、花やグリーンのあるスペース・空の見える窓、コミュニティが生ま
れる環境、スペース、フリーWiFi、スポーツジム、高齢者とこどもが交流できるような施設、いこいの場、区役所行きのコ
ミュニティバス、勉強できるスペース、「まちづくりの拠点」とする必要はない、特にない ほか

（％）
52.9

45.1

35.8

33.8

30.2

26.2

24.6

24.4

17.1

4.4

4.9

0 10 20 30 40 50 60

飲食施設

自由に過ごせるフリースペース

イベントスペース

図書機能

情報発信機能

こどもの遊び場

展望スペース

区民が使える会議室

コワーキングスペース

その他

無回答
（N＝1,147）
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• いずれの年代でも「飲食施設」が最も多く選ばれているが、20歳代では「自由に過ごせるフリースペース」、30歳代では「こどもの遊び
場」も飲食施設と同じ割合で選択されている。

５．新庁舎について （２）区庁舎をまちづくりの拠点とするために、あれば望ましい機能（年代別）

イベント
スペース

飲食施設
コワーキング
スペース

自由に
過ごせる

フリースペース

区民が使える
会議室

図書機能
こどもの
遊び場

展望スペース
情報発信
機能

その他

全体
（N=1,147）

35.8% 52.9% 17.1% 45.1% 24.4% 33.8% 26.2% 24.6% 30.2% 4.4%

10歳代
（N=10）

40.0% 50.0% 10.0% 60.0% 30.0% 50.0% 30.0% 20.0% 20.0% 0.0%

20歳代
（N=85）

37.6% 54.1% 35.3% 54.1% 28.2% 40.0% 32.9% 20.0% 17.6% 4.7%

30歳代
（N=166）

37.6% 54.5% 24.8% 43.0% 21.2% 39.4% 54.5% 19.4% 15.8% 4.2%

40歳代
（N=227）

37.7% 54.1% 25.0% 45.5% 26.4% 33.2% 34.5% 20.5% 23.6% 5.9%

50歳代
（N=241）

38.3% 49.8% 16.6% 44.3% 25.1% 32.3% 16.2% 27.2% 45.1% 4.7%

60歳代
（N=156）

40.1% 61.9% 12.2% 50.3% 25.9% 38.8% 20.4% 27.9% 38.1% 2.7%

70歳代
（N=161）

39.9% 59.5% 4.7% 48.6% 30.4% 35.8% 18.2% 38.5% 40.5% 5.4%

80歳代以上
（N=98）

28.2% 61.5% 6.4% 56.4% 23.1% 30.8% 10.3% 29.5% 37.2% 3.8%

※10歳代は回答者（母数）が少ないため、参考値とする。
※オレンジ色は全体よりも5%以上高い項目、水色は全体よりも5%以上低い項目（その他・無回答を除く）
※表中の赤線太枠は、分析で記述している項目です。
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• 全338名から意見・要望が寄せられた。意見・要望の抜粋は以下のとおり。

５．新庁舎について （３）その他ご意見・ご要望（新庁舎に対する要望全般）

新庁舎に対する要望全般

機能性・使いやすい • 見栄えより使いやすさを優先してほしい。
• しっかり実用性がある建物になることを望む。
• 使いやすい、働きやすい庁舎になってほしい。
• みんなが利用しやすいことが大事だと思う。
• 誰が行っても分かりやすい案内等を期待している。
• 分かりやすく、歩く距離を少なくしてほしい。

明るい・親しみが持てる・居心地
がよい

• 環境に配慮しつつも十分な明るさが採れるようなつくりになると嬉しい。
• 明るくて気持ちのよい場所になるとよい。
• 明るく、オープンなイメージを区民に感じてもらえるような庁舎であってほしい。
• あたたかみのある空間になると嬉しい。
• 区民が親しみやすい新庁舎にしてほしい。

質素・シンプル • シンプルな庁舎でよい。
• 華美な庁舎は不要。
• なくても困らない最低限の機能の庁舎がよい。
• 無駄がなく、コンパクトに。

デザイン性・シンボル性 • 江東区らしい、個性のある建物がよい。
• 木材を要所に使った建築であるよい。
• 区、東陽町のシンボルとなるような外観の建物になると嬉しい。
• デザインを区民に前もって提示し選べる方式にしてほしい。
• 区民が誇れる庁舎にしてほしい。
• コンセプト作りから区民が関わったり、哲学を持った建築であったり、洗練されたものであることを望む。

その他庁舎機能 • 話題や情報などが発信できるような施設がよい。
• 世の中の変化に対応でき、イノベーションを創出できるような場所になるとよい。
• 今後100年は耐えられる超近代的なもの（IT駆使、AI対応）にしてほしい。
• 区議会の傍聴がしやすいようなつくりにしてほしい。

職員が働きやすい • 職員が快適に過ごせるようにしてあげてほしい。
• 費用対効果を最大限に引き上げてもらえれば、あとは職員の就労環境重視でよい。
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５．新庁舎について （３）その他ご意見・ご要望（防災・環境・ユニバーサルデザイン）

防災・環境

安心・安全 • 災害時に核となる施設であること、区の機能が保たれること。
• 災害に強く、火災の時に区民を守れる拠点となるような庁舎にしてほしい。
• 荒川決壊を考え高層であるべき。
• 災害時、安全に避難者を受け入れ、情報発信（多言語）できる場所にしてほしい。
• 耐震、防火、洪水対策を施した建物となることを望む。

環境・SDGs • 木造などSDGsに配慮した建築であってほしい。
• 建設におけるCO2排出量の可視化と対策を要望する。
• 環境・自然への配慮をお願いしたい。
• 長く使えること、使用にかかるエネルギー消費を削減する、自然エネルギーの導入なども必要。
• 大規模改修等を経て、長く使用できるような庁舎としてほしい。
• 屋上緑化などを検討してほしい。

ユニバーサルデザイン等

ユニバーサルデザイン等 • 高齢者にやさしいデザイン、環境にしてもらいたい。
• 足や身体の不自由な方が行きやすい環境（エレベータ、エスカレータ、トイレ等）であってほしい。
• 車イス介助者が利用しやすい動線を考えた窓口、エレベータ、多目的トイレの位置。
• スマホを持っていない高齢者や障害者、外国人に配慮した施設になることを願う。
• 特定の年齢層、特例の職業に便利・優しい庁舎ではなく、全年齢、全職業に平等で便利で優しい場所であってほしい。

妊婦・子連れへの配慮 • 調乳室、男性も使えるおむつ替えスペース、子どもサイズのトイレ、相談時に預かってくれる託児サービスがあるとよい。
• 妊婦の時に利用したが、待ち時間が長く、身体がしんどかった。
• 乳幼児が遊べるようなスペースをつくってほしい。
• 雨の日でも子どもが遊べるスペースがあると助かる。
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５．新庁舎について （３）その他ご意見・ご要望（窓口・行政サービス）

窓口・行政サービス

窓口・行政サービス • 土・日・時間外の開庁を検討してほしい。
• プライバシーに配慮された相談しやすい場所であってほしい。
• 目的の窓口に行きやすくしてほしい。
• 窓口でもオンラインをうまく併用する、予約可能にするなど、待ち時間を減らしてほしい。
• インターネット環境下にない方、高齢者もいるので対人での対応は残してほしい。
• 窓口は1フロアに集約してほしい。
• 窓口と待合スペースは広くしてほしい。
• 待っている間に番号が表示されるが、理解できていない方がいる。工夫が必要。
• 窓口での直接相談も充実させてほしい。

職員対応 • 職員の方々の対応には満足している。これからも変わらず親切に明るくお願いしたい。
• 人に寄り添った言葉づかいのある人材教育もしてほしい。
• 色々な面で外国人にはもっとはっきり、ダメなことはダメと言ってもらいたい。
• 職員の意識改革もしてほしい。
• 案内スタッフのおかげでスムーズに利用できている。

オンラインサービス • 庁舎でしかできない手続きは最低限として、オンラインで手続きさせてほしい。
• マイナポータルでの手続きがうまくできず、結局窓口に行った。窓口のほうが早くて、関連する情報も親切に教えてもらえたので、
最初から窓口に行けばよかったと思った。

• 自宅からオンラインで順番予約できるシステムがあるとよい。混雑状況などもネット環境からわかると助かる。
• 身体の不自由な人が窓口に行かなくてもオンラインでの手続きを受けられるようなシステムが導入されることを願う。
• 無人で手続きできる機械の導入やオンラインをより多くの人にわかりやすい形にしてほしい。

DX • 紙を減らす、オンライン化などDXへの取り組みをお願いしたい。非効率で無駄が多すぎる。
• 働く方の職場環境やIT環境の改善を検討してほしい。
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５．新庁舎について （３）その他ご意見・ご要望（立地・交通アクセスほか）

立地・交通アクセス

場所 • 東陽町のままがよい。
• 亀戸に寄ってくると嬉しい。
• 門仲のように複数路線あるところに新庁舎があってほしい。
• 東陽町・豊洲地区ではなく、北側にするべき。

交通アクセス • 新庁舎への交通機関の充実を希望する。
• 地下鉄駅から地上に出なくても直接区役所に行けるようにしてほしい。
• 循環バスがあると助かる。

駐車場・トイレ・エレベータ等

駐車場・駐輪場 • 駐車場スペースを広くし、多くの車が停められるようにしてほしい。停めやすくしてほしい。
• 駐輪場をもう少し停めやすくしてほしい。
• 屋根のある駐輪場を確保してほしい。

トイレ • トイレは洋式化してほしい。
• 個室をもう少し広くしてほしい。
• きれいなトイレがほしい。
• 職員が歯磨きをしているのが気になる。

エレベータ・エスカレータ、動線 • エレベータの数を増やしてほしい。
• 総合窓口までの階段やスロープの上り下りがつらい。
• 館内の移動性に優れた庁舎にしてほしい。
• 職員と動線を分けるべき。
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５．新庁舎について （３）その他ご意見・ご要望（複合化）

複合化

収益施設（飲食） • 一般でも利用できる食堂を再開してほしい。
• レストランやカフェがあれば利用したい。
• るーくるにも喫茶スペースが出来てもっと利用しやすくなると嬉しい。
• 子どものいる人、高齢者などが安く、バランスよく食事をできる場所。区民食堂のようなものがあるとよい。
• 最上階に展望スペースやカフェスペースなどがあるとよいかもしれない。

収益施設（その他） • 商業施設と庁舎が併設する複合施設であると、普段の利用と、行政サービスの利用が接近した住民との一体サービス施設に
なるかもしれない。

• 民間のテナントなども入れて稼ぐ庁舎になってほしい。
• グッズ販売、地域の野菜を売っていたり、手続き以外でも立ち寄れるような施設もおもしろい。

区民が使える施設 • 屋内でスポーツができるような設備（テニス、卓球、バトミントン、弓道、剣道など）。
• 子どもの遊び場、特にボールなどが使える場所。
• 人と人がつながれるイベントやスペースがあるとよい。
• 仕事や勉強ができるスペースがあると嬉しい。
• 屋上を有効に使って、だれもが遊べるような楽しい施設にしてほしい。
• 区民が使える会議室や飲食施設、フリースペースを期待している。
• 座って休めるようなスペースがもう少しほしい。
• お年寄りの憩いの場のような場所がほしい。

その他公共施設との複合化 • 保健所、ハローワーク、労基署、年金事務所などが一緒になっているとよい。
• 図書の受取り・返却が様々な場所でできるとよい。
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５．新庁舎について （３）その他ご意見・ご要望（その他）

その他

費用について • 建設時の費用の開示、透明性は大事。
• 税収で建てるものなので、なるべく低価格にするべき。
• 経費をかけすぎない庁舎にした方がよい。
• 身の丈に合った予算の範囲内で行うことが望ましい。
• ランニングコストを考慮した建物にして欲しい。

出張所の充実 • 居住地域が分散しているので、1ヵ所に機能集約するのではなく、分散して、各地域に一定の機能がある方がよい。
• 豊洲の機能を現庁舎（新庁舎）と同じくしてほしい。

新庁舎建設に反対 • 今までの庁舎でよい、新庁舎建築反対する。
• 約2,500人の職員数であれば賃貸オフィスで運営可能。
• 新庁舎よりも学校の改築を早くやってほしい。

その他意見・要望等 • 地下鉄計画に伴い、より良い整備に賛同する。
• 区民の為の庁舎であることを希望する。
• 現庁舎の耐震工事をしたのに新庁舎を建設するのはなぜなのか、その意義を区民に丁寧に説明すべきと考える。
• 建て替える間の仮庁舎の案内などをわかりやすく周知してほしい。
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１．区庁舎の利用状況

• 現在の本庁舎は3割以上の区民が直近3年間利用しておらず、利用している人もその頻度は非常に低い。
— 利用はほとんどが申請・手続きであり、その他の用件で訪れている区民が少ない。
— 利用している割合が高いのは30歳代の子育て世代であり、来庁する機会のある区民には偏りがある。

• 利用者の約4割が自転車・バイク、約2割が自動車で来庁している。特に30・40歳代の比較的若い世代は自転車・バイクの利用
が多く、駐車場・駐輪場はゆとりをもって確保する必要がある。

• オンラインサービスは70歳代以上の高齢世代には利用していない人が多いものの、30・40歳代では利用率が比較的高く、今後は
高齢世代においてもオンラインサービスの利用が広がっていくことが想定される。

２．区庁舎の施設・設備について

• 現庁舎においては、駐輪場・駐車場の数・停めやすさ、エレベータの利用しやすさ、高齢者や体の不自由な人への配慮、乳幼児・
子連れの人への配慮、複数の窓口へ行く場合の行きやすさについて、比較的不満度が高く、新庁舎ではこれらの項目への配慮が
求められる。

３．今後の行政サービスについて

• 窓口とオンライン両方でサービスを受けたい、窓口でサービスを受けたい人は7割弱。比較的若い世代でも必要に応じて窓口での
サービスを受けたい人は一定数存在する。

— 窓口で受けたいサービスは、手続き・相談ともに「住民票・戸籍・印鑑証明・マイナンバーに関すること」、「健康保険や国民年金に関すること」、「介
護・福祉に関すること」、「税金に関すること」が上位。30・40歳代では子育てや学校に関すること、50歳代以上では介護・福祉に関することの割合
が高く、特に窓口で受けたいサービスでその割合は高い。

— 特に若い世代では「区職員に直接相談や質問をしたい」を理由に窓口サービスを選ぶ人が多いため、窓口のあり方については引き続き検討が必要。

— 一方で、窓口を選ぶ理由はオンライン手続き・相談が使いにくい（分かりにくい）、利用環境がないほか、自由回答では直接相談した方が早い、オ
ンラインでは必要な情報を見つけるのに時間がかかる等の回答もあり、オンラインサービスを充実させることで窓口を希望する人は減っていく可能性が
ある。

まとめ
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３．今後の行政サービスについて（続き）

• オンラインの行政サービスを利用したことがある区民は3割以下。一方で、窓口とオンライン両方でサービスを受けたい、オンラインで
サービスを受けたい人は7割以上であり、現在のオンラインサービスは改善が必要と考えられる。

— オンラインでも、手続き・相談とも健康保険や国民年金に関すること、税金に関することは3割以上の人に選ばれているが、介護・福祉に関することは
非常に低い。高齢の利用者が多いことが想定され、対人での手続き・相談の需要が高いものと考えられる。

— 保育園・幼稚園・児童手当・医療費助成・子育てに関することといった若い世代が利用するサービスについては窓口よりもオンラインの方が多く選ばれ
ている。

４．新庁舎について

• 新庁舎においては、「行かない・書かない・待たない」庁舎であること、機能性に優れコンパクトであることが重視されている。

— 特に若い世代は「行かない・書かない・待たない」庁舎であることを重視。

— 第三位としては環境配慮、区民協働・区民活動のための機能、防災性が横並びで選ばれている。一部の年代（30・60・70歳代）では第三の居
場所として快適な空間があることも多く選択されており、これらの項目についても配慮が必要と考えられる。

• あれば望ましい機能としては飲食施設、自由に過ごせるフリースペースが多く選ばれている。

— 飲食施設については、特に60歳代以上の高齢世代でその割合が高い。自由回答でも食堂の復活等が多く望まれている。

— 20～40歳代の若い世代では、コワーキングスペース、図書機能、こどもの遊び場などが全体よりも多く選択されている。

まとめ
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江東区新庁舎建設基本構想策定にかかる区民アンケート 

調 査 票 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．あなたのことについてお伺いします。 

 

Ｑ１．年代を選択してください。（該当する番号１つに○） 

1．10歳代    2．20歳代    3．30歳代    4．40歳代     

5．50歳代    6．60歳代    7．70歳代    8．80歳代以上 

 

Ｑ２．性別を選択してください。（該当する番号１つに○） 

1．男性     2．女性      3．その他    4．回答しない 

 

Ｑ３．お住まいの地区名を選択してください。（該当する番号１つに○） 

地区名 該当する町丁名 

1．白 河 清澄、常盤、新大橋、森下、平野、三好、白河、高橋 

2．小 松 橋 千石、石島、千田、海辺、扇橋、猿江、住吉、毛利 

3．富 岡 
佐賀、永代、福住、深川、冬木、門前仲町、富岡、牡丹、古石場、越中

島 

4．東 陽 
木場、東陽、南砂２丁目(1 番 1 号～5 号・5 番～7 番)、新砂１丁目 1

番、海の森） 

5．豊洲(西) 豊洲、東雲、有明、青海   

6．豊洲(東) 塩浜、枝川、辰巳、潮見 

7．亀 戸 亀戸 

8．大 島    大島 

9．砂 町 
北砂、南砂１丁目・５丁目、南砂２丁目(24番～34番)、東砂１丁目～

５丁目 

10．南 砂 

東砂６丁目～８丁目、南砂２丁目(1番 1号～5号・5番～7番・24番～

34番を除く)、南砂３・４・６・７丁目、新砂１丁目（1番を除く）、

新砂２・３丁目、新木場、夢の島、若洲 

11．分からない・回答しない 

 

  

＊オンラインでご回答いただく場合は下記の認証 ID・認証キーをご入力

ください 

URL： 

認証 ID： 

認証キー： 

※認証キーは、計８文字（英数混合）になります。 

 

※認証キーは、計●文字になります。 

参考資料３ 
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２．区庁舎（本庁舎・防災センター）の利用状況についてお伺いします。  

 

Ｑ４．直近３年間の利用頻度を選択してください。（該当する番号 1つに○） 

1．週に 1回程度    2．月に数回程度    3．月に 1回程度    

4．年に数回程度    5．年に 1 回程度    6．その他（        ）

7．利用していない ⇒Ｑ８へお進みください    

 

（Ｑ４で「7．利用していない」以外を選択した方はＱ５～７をご回答ください。） 

Ｑ５．区庁舎の利用目的を選択してください。（あてはまるものすべてに○） 

1．申請・手続き               2．相談    

3．会議・イベント等への参加         4．議会の傍聴   

5．その他（                       ） 

 

Ｑ６．区庁舎での具体的な用件を選択してください。（あてはまるものすべてに○） 

1．住民票・戸籍・印鑑証明・マイナンバーに関すること 

2．健康保険や国民年金に関すること 

3．税金に関すること 

4．介護・福祉に関すること 

5．保健・衛生・コロナ関連に関すること 

6．保育園・幼稚園・児童手当・医療費助成・子育てに関すること 

7．学校に関すること 

8．生涯学習・文化・観光・スポーツ活動に関すること 

9．産業・仕事に関すること 

10．建築・開発・住まいに関すること 

11．防災・安全に関すること 

12．環境・ごみに関すること 

13．町会・自治会や地域活動に関すること 

14．道路・公園・橋など都市整備に関すること 

15．議会・選挙に関すること 

16．その他（                    ） 

 

Ｑ７．来庁手段を選択してください。（あてはまるものすべてに○） 

1．徒歩     2．自転車・バイク   3．自動車   4．バス・電車 

5．タクシー   6．その他（                  ） 
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Ｑ８．オンラインでの行政サービス（※）を利用したことはありますか。 

（該当する番号 1つに○） 

※オンラインでの行政サービスの例 

・申請：出生通知票、児童手当の新規申請、国民健康保険料納付確認書 等 

・相談：教育相談、青少年相談、経営相談 等 

 

1．ある     2．ない    3．分からない 

 

 

（Ｑ８で「1．ある」を選択した方はご回答ください。） 

Ｑ９．利用したオンラインサービスは何ですか。（あてはまるものすべてに○） 

1．住民票・戸籍・印鑑証明・マイナンバーに関すること 

2．健康保険や国民年金に関すること 

3．税金に関すること 

4．介護・福祉に関すること 

5．医療・衛生・コロナ関連に関すること 

6．保育園・幼稚園・児童手当・医療費助成・子育てに関すること 

7．学校に関すること 

8．生涯学習・文化・観光・スポーツ活動に関すること 

9．産業・仕事に関すること 

10．建築・開発・住まいに関すること 

11．防災・安全に関すること 

12．環境・ごみに関すること 

13．町会・自治会や地域活動に関すること 

14．道路・公園・橋など都市整備に関すること 

15．議会・選挙に関すること 

16．その他（                    ） 

 

  

Ｑ10へお進みください 



参考 3- 4 

 

３．区庁舎（本庁舎・防災センター）についてお伺いします。  

 

（区庁舎を利用したことがある方にお伺いします。利用したことがない方は、Ｑ11 に

お進みください。） 

Ｑ10．区庁舎を利用したときに、区庁舎の施設や設備について、どのような印象を受け

ましたか。あなたの印象に近いものに〇をつけてください。（それぞれ 1つに○） 

 

 と
て
も
不
満 

不
満 

満
足 

と
て
も
満
足 

分
か
ら
な
い 

①窓口カウンターの数や広さ １ ２ ３ ４ ５ 

②待合スペースの快適性 １ ２ ３ ４ ５ 

③相談スペース（相談室）の広さ １ ２ ３ ４ ５ 

④相談スペース（相談室）のプライバシー確保 １ ２ ３ ４ ５ 

⑤目的の窓口へ行くわかりやすさ（案内板等） １ ２ ３ ４ ５ 

⑥複数の窓口へ行く場合の行きやすさ １ ２ ３ ４ ５ 

⑦高齢者や体が不自由な人への配慮 １ ２ ３ ４ ５ 

⑧乳幼児・子連れの人への配慮 １ ２ ３ ４ ５ 

⑨外国の人への配慮 １ ２ ３ ４ ５ 

⑩ジェンダーに関する配慮 １ ２ ３ ４ ５ 

⑪駐輪場・駐車場の数、停めやすさ １ ２ ３ ４ ５ 

⑫トイレの数 １ ２ ３ ４ ５ 

⑬トイレの快適性 １ ２ ３ ４ ５ 

⑭エレベータの利用しやすさ（設置数、混雑等） １ ２ ３ ４ ５ 
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４．今後の行政サービスについてお伺いします。  

 

Ｑ11．区庁舎での手続きや相談に関して、窓口・オンラインの利用意向について当ては

まるものを選択してください。（該当する番号 1つに○） 

1.窓口でサービスを受けたい⇒Ｑ12～13をご回答ください 

2.窓口とオンライン両方でサービスを受けたい⇒Ｑ12～15をご回答ください 

3.オンラインでサービスを受けたい⇒Ｑ14～15をご回答ください 

4.分からない⇒Ｑ16へお進みください 

 

Ｑ12．窓口で利用したいサービスは何ですか。 

（手続き・相談それぞれで上位 3つまで〇） 

行政サービス 手続き 相談 

1．住民票・戸籍・印鑑証明・マイナンバーに関すること   

2．健康保険や国民年金に関すること   

3．税金に関すること   

4．介護・福祉に関すること   

5．保健・衛生・コロナ関連に関すること   

6．保育園・幼稚園・児童手当・医療費助成・子育てに関

すること 

  

7．学校に関すること   

8．生涯学習・文化・観光・スポーツ活動に関すること   

9．産業・仕事に関すること   

10．建築・開発・住まいに関すること   

11．防災・安全に関すること   

12．環境・ごみに関すること   

13．町会・自治会や地域活動に関すること   

14．道路・公園・橋など都市整備に関すること   

15．議会・選挙に関すること   

16. その他（                ）   

 

Ｑ13．窓口を利用したい理由は何ですか。（あてはまるものすべてに○） 

1．区職員に直接相談や質問をしたいから 

2．制度等についてより詳しく知りたいから（オンラインでは得られない情報がほし

い） 

3．プライバシーへの配慮が必要な用件だから 

4．オンライン手続き・相談が使いにくい（分かりにくい）から 

5．オンライン手続き・相談を利用できる環境がないから 

6．オンライン手続き・相談が信用できないから 

7．その他（                    ）  
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Ｑ14．オンラインで利用したいサービスは何ですか。 

（手続き・相談それぞれで上位 3つまで〇） 

行政サービス 手続き 相談 

1．住民票・戸籍・印鑑証明・マイナンバーに関すること   

2．健康保険や国民年金に関すること   

3．税金に関すること   

4．介護・福祉に関すること   

5．保健・衛生・コロナ関連に関すること   

6．保育園・幼稚園・児童手当・医療費助成・子育てに関

すること 

  

7．学校に関すること   

8．生涯学習・文化・観光・スポーツ活動に関すること   

9．産業・仕事に関すること   

10．建築・開発・住まいに関すること   

11．防災・安全に関すること   

12．環境・ごみに関すること   

13．町会・自治会や地域活動に関すること   

14．道路・公園・橋など都市整備に関すること   

15．議会・選挙に関すること   

16. その他（                ）   

 

Ｑ15．オンラインを利用したい理由は何ですか。（あてはまるものすべてに○） 

1．庁舎等に行かなくて良いから 

2．待ち時間なくサービスを利用できるから 

3．時間を気にせずサービスを利用できるから 

4．感染症のリスクが軽減されるから 

5．プライバシーが守れるから 

6．対面におけるわずらわしさがないから 

7．その他（                    ）  
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５．新庁舎についてお伺いします。  

 

Ｑ16．新庁舎について、あなたが重視すべきと考えるものを、上位３つ選び、右の欄

に優先順位１～３の番号をつけてください。 

 優
先
順
位 

※

１

～

３

を 

記
載
く
だ
さ
い 

①「行かない・書かない・待たない」庁舎であること  

②機能性に優れ、コンパクトであること  

③防災性にすぐれていること  

④親しみや愛着が持てるデザインであること  

⑤第三の居場所として快適な空間があること  

⑥交流やイベントなど、区民協働・区民活動のための機能があること  

⑦環境に配慮（CO2削減、緑化等）していること  

 

Ｑ17．行政サービス以外に、区庁舎をまちづくりの拠点とするために、どのような機能

があれば望ましいと思いますか。（あてはまるものすべてに○） 

1．イベントスペース        2．飲食施設    

3．コワーキングスペース      4．自由に過ごせるフリースペース   

5．区民が使える会議室       6．図書機能             

7．こどもの遊び場         8．展望スペース 

9．情報発信機能 

10．その他（                     ） 

 

Ｑ18．その他、現庁舎及び新庁舎に関するご意見・ご要望があれば記入してください。

（自由回答） 

 

 

 

 

 

 

アンケート調査は以上です。ご協力ありがとうございました。 
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